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論 文 概 要  

  

背 景 と 目 的  

 日 本 に お け る 高 齢 者 の 医 療 費 お よ び 介 護 問 題 の

背 景 に は 、 人 口 高 齢 化 の 進 行 の 速 さ 、 疾 病 構 造 の 変

化 に よ り 慢 性 疾 患 の 増 加 や 生 活 習 慣 病 に 起 因 す る

悪 性 新 生 物 、 心 疾 患 、 脳 血 管 疾 患 の 増 加 に よ る 療 養

期 間 の 長 期 化 、 世 帯 構 造 の 変 化 に 伴 い 高 齢 者 世 帯 ・

高 齢 者 単 独 世 帯 が 増 加 し 、 家 庭 介 護 力 の 低 下 し た こ

と な ど が 主 な 要 因 と し て 挙 げ ら れ る 。 2 0 0 0 年 4 月

か ら 介 護 保 険 法 の 施 行 に よ り 、 社 会 保 障 制 度 と し て

在 宅 サ ー ビ ス 、 施 設 サ ー ビ ス の 提 供 が 開 始 さ れ た が 、

介 護 保 険 制 度 の 費 用 増 大 の た め 2 0 0 6 年 に は 、 介 護

予 防 を 重 点 と し た 制 度 に 改 正 さ れ た 。 介 護 保 険 制 度

の 改 正 後 も 高 齢 者 の 増 加 は 諸 外 国 を 上 回 る 速 さ で

進 行 し て お り 、 在 宅 サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と で 、 在

宅 高 齢 者 の 自 立 生 活 の 支 援 に 効 果 が 得 ら れ て い る

の か 、 在 宅 高 齢 者 の 身 体 機 能 と 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 に

関 連 し た 研 究 報 告 は 少 な い 。  

 

 本 研 究 で は 、 次 の 3 点 に つ い て 明 ら か に す る こ と

を 目 的 と し た 。  

１ ．  在 宅 要 介 護 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 能 力 の 維 持

と 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 と の 関 連 性  
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２ ．  軽 度 の 要 介 護 在 宅 高 齢 者 に お け る 日 常 生 活 動

作 項 目 別 変 化 と 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 と の 関 連 性  

３ ．  介 護 予 防 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 在 宅 高 齢 者

の 身 体 機 能  

 

対 象 と 方 法  

 対 象 者 は 、 在 宅 で サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 高 齢 者

と し た 。 対 象 施 設 は 、 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 老 人

福 祉 施 設 と し た 。 第 4 章 で は 、 茨 城 県 K 医 師 会 （ 3

市 を 管 轄 、 人 口 1 2 万 4 千 人 ） 地 区 の 居 宅 介 護 支 援

事 業 所 並 び に 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 （ ４ 事 業 所 ） の 利

用 契 約 者 の う ち 在 宅 サ ー ビ ス を 利 用 し 、 調 査 承 諾 が

得 ら れ 且 つ 追 跡 可 能 で あ っ た 5 4 人 を 対 象 と し た 。

第 5 章 で は 、 第 4 章 で 対 象 と し た 5 4 人 の う ち 、 ベ

ー ス ラ イ ン 調 査 時 点 で 要 介 護 度 が 要 支 援 か ら 要 介

護 2 に 該 当 し た 3 2 人 を 対 象 と し た 。 第 6 章 で は 、

茨 城 県 内 の 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 老 人 福 祉 施 設 で 、

2 4 0 施 設 を 調 査 対 象 と し 、 有 効 回 答 の 得 ら れ た 8 8

施 設 を 解 析 対 象 と し た 。 第 7 章 で は 、 第 6 章 で 解 析

対 象 と し た 8 8 施 設 で 、 施 設 長 の 承 諾 が 得 ら れ た 3

施 設 の 通 所 サ ー ビ ス 利 用 者 で 、 要 支 援 １ 、 要 支 援 2

の 該 当 者 3 4 人 を 対 象 と し た 。  

 調 査 方 法 は 、 在 宅 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 お よ び 在

宅 サ ー ビ ス 利 用 に つ い て は 、 質 問 紙 を 用 い た 訪 問 個
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別 面 接 お よ び 機 能 的 自 立 度 評 価 尺 度 （ F u n c t i o n a l  

I n d e p e n d e n c e  M e a s u r e :  F I M ）、 認 知 機 能 評 価 尺 度

（ M i n i - M e n t a l  S t a t e  E x a m i n a t i o n :  M M S E ）、 う つ

評 価 尺 度 （ G e r i a t r i c  D e p r e s s i o n  S c a l e :  G D S - 1 5 ）

を 用 い た 日 常 生 活 動 作 能 力 評 価 を 行 っ た 。第 7 章 に

お い て は 、 生 活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト （ 厚 生

労 働 省 、 介 護 予 防 ス ク リ ー ニ ン グ 基 本 チ ェ ッ ク リ ス

ト ） を 追 加 し て 用 い た 。  

 

結 果  

 第 4 章 で は 、 在 宅 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 要 介 護

高 齢 者 5 4 人 を 対 象 に 、 日 常 生 活 動 作 能 力

（ A c t i v i t i e s  o f  D a i l y  L i v i n g :  A D L ） と 在 宅 サ ー ビ

ス 利 用 と の 関 連 性 に つ い て 縦 断 的 に 調 査 を 実 施 し

た 。 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 状 況 に つ い て は 、 短 期 入 所 サ

ー ビ ス を 除 き 、 訪 問 系 サ ー ビ ス 、 通 所 系 サ ー ビ ス の

利 用 頻 度 お よ び 介 護 報 酬 単 位 、 要 介 護 認 定 区 分 に 応

じ た 支 給 限 度 額 を 用 い 、 1 か 月 当 た り の 在 宅 サ ー ビ

ス 利 用 率 を 算 出 し て 解 析 し た 。 そ の 結 果 、 追 跡 調 査

で F I M 得 点 が 低 下 し た 者 1 5 人 （ 2 7 . 8 ％ ）、 維 持 で

き た 者 3 9 人 （ 7 2 . 2 ％ ） だ っ た 。 在 宅 サ ー ビ ス 利 用

率 は 、F I M 得 点 が 低 下 し た 者 平 均 3 3 . 6（ ± 1 8 . 9 ）％ 、

維 持 で き た 者 平 均 4 6 . 0（ ± 2 4 . 4 ） ％ で 有 意 な 差 は な

か っ た 。在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 の 度 数 分 布 か ら 6 0 ％ 以
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上 の 利 用 者 と 6 0 ％ 未 満 の 利 用 者 の 2 群 に 分 け て 解

析 し た 結 果 、 6 0 ％ 以 上 利 用 者 全 員 が F I M 得 点 の 維

持 ・ 改 善 が 見 ら れ た 。 次 に 日 常 生 活 動 作 低 下 に 関 す

る 要 因 の 分 析 を 強 制 投 入 法 で 行 っ た 。 投 入 項 目 は 、

「 年 齢 」「性 別 」「 障 害 老 人 自 立 度（ J ～ A = 0 ,  B ～ C = 1 ）」

「 在 宅 期 間（ 1 年 未 満 ＝ 1 ,  1 年 以 上 ＝ 0 ）」「 在 宅 サ ー

ビ ス 率 （ ％ で 投 入 ）」「 F I M （ ベ ー ス ラ イ ン 時 の 得 点

を 投 入 ）」「 訪 問 看 護 利 用 （ 有 ＝ 1 ,  無 ＝ 0 ）」「 通 所 サ

ー ビ ス 利 用 （ 有 ＝ 1 ,  無 ＝ 0 ）」 で あ り 、「 在 宅 期 間 １

年 未 満 」 が オ ッ ズ 比 5 . 9 と A D L 低 下 と 高 い 関 連 性

を 示 し 、「 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 」 は １ ％ 上 昇 す る 毎

に オ ッ ズ 比 0 . 9 6 と 維 持 向 上 に 寄 与 し て い た 。  

 第 5 章 で は 、 要 介 護 認 定 が 要 支 援 か ら 要 介 護 2 に

該 当 し た 3 2 人 の 在 宅 高 齢 者 を 対 象 に 、 日 常 生 活 動

作 の 中 で 、 低 下 の 危 険 性 の 高 い 項 目 を 明 ら か に し 、

生 活 機 能 に 有 効 な サ － ビ ス 内 容 に つ い て 検 討 し た 。

F I M 得 点 が 1 点 以 上 低 下 し た 者 を A D L 低 下 群 と し 2

群 比 較 を し た 。ベ ー ス ラ イ ン 調 査 で は 2 群 間 に 有 意

な 差 は 認 め ら れ な か っ た が 、 追 跡 調 査 で は A D L 低

下 群 は A D L 維 持 群 に 比 べ 、「 清 拭 」「 更 衣（ 上 半 身 ）」

「 更 衣 （ 下 半 身 ）」「 ト イ レ 動 作 」「 社 会 的 認 知 （ 記

憶 ）」 の 5 項 目 が 有 意 に 低 か っ た （ ｐ ＜ 0 . 0 5 ）。 A D L

維 持 群 と A D L 低 下 群 の F I M 得 点 の 変 化 （ ベ ー ス ラ

イ ン 調 査 F I M 得 点 ‐ 追 跡 調 査 F I M 得 点 ） の 2 群 比



v 
 

較 を 行 っ た 結 果 、「 更 衣（ 上 半 身 ）」「 更 衣（ 下 半 身 ）」

「 ト イ レ 動 作 」 の 3 項 目 に 有 意 差 が み ら れ た （ ｐ ＜

0 . 0 5 ）。  

 第 6 章 で は 、 介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス 提 供 施 設 の サ

ー ビ ス 提 供 内 容 と 対 応 の 実 態 を 明 ら か に す る た め 、

茨 城 県 内 の 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 老 人 福 祉 施 設

2 4 0 施 設 を 対 象 に 郵 送 法 に よ る 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。

介 護 老 人 保 健 施 設（ 2 8 施 設 ）、介 護 老 人 保 健 施 設（ 6 0

施 設 ） の 8 8 施 設 か ら 有 効 回 答 が 得 ら れ た 。 介 護 予

防 通 所 サ ー ビ ス 利 用 者 は 1 , 0 4 0 人 で 、 施 設 の 違 い に

よ る 要 介 護 度 別 利 用 者 数 に 差 は 見 ら れ な か っ た 。8 8

施 設 中 1 施 設 を 除 き 、介 護 予 防 選 択 サ ー ビ ス の 提 供

を 行 っ て い た 。 ま た 、 選 択 サ ー ビ ス の う ち 、 運 動 器

機 能 向 上 サ ー ビ ス の 利 用 者 が 最 も 多 く 6 0 5 人 だ っ た 。

栄 養 改 善 （ 1 3 人 ）、 口 腔 機 能 向 上 （ 4 7 人 ） と 運 動 器

機 能 向 上 に 比 較 し て 少 な か っ た 。 介 護 予 防 サ ー ビ ス

提 供 の た め の 施 設 の 対 策 実 施 状 況 は 、 特 別 対 策 を 講

じ な か っ た 施 設 が 8 8 施 設 中 5 7 施 設（ 6 4 . 8 ％ ）あ り 、

介 護 老 人 保 健 施 設 1 5 施 設 （ 5 3 . 6 ％ ）、 介 護 老 人 保 健

施 設 4 2 施 設 （ 7 0 . 0 ％ ） だ っ た 。 ま た 、 対 策 を 講 じ

た 施 設 の 中 で 、 職 員 を 増 員 し た 施 設 は 9 施 設 （ 介 護

老 人 保 健 施 設 5 施 設 、介 護 老 人 福 祉 施 設 4 施 設 ）で 、

増 員 さ れ た 職 種 は 、 作 業 療 法 士 （ 常 勤 3 人 ）、 介 護

員 （ 常 勤 3 人 ： ヘ ル パ ー 2 人 、 介 護 福 祉 士 1 人 ）、 理
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学 療 法 士 （ 非 常 勤 2 人 ） だ っ た 。  

 第 7 章 で は 、 第 6 章 で 有 効 回 答 の あ っ た 8 8 施 設

の う ち 3 施 設 の 通 所 サ ー ビ ス 利 用 者 3 4 人 を 対 象 と

し た 個 別 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 項 目 は 、 介 護 予 防 ス

ク リ ー ニ ン グ の 高 齢 者 生 活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ ク

リ ス ト を 用 い た 生 活 機 能 お よ び 身 体 機 能 { T i m e d  U p  

&  G o  Te s t :  T U G ,  F u n c t i o n a l  R e a c h  Te s t :  F R T,  5 ｍ

歩 行 速 度 、 握 力 、 栄 養 状 態 評 価 （ B o d y  M a s s  I n d e x :  

B M I ）} 機 能 的 自 立 度 評 価（ F u n c t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  

M e a s u r e :  F I M ）、認 知 機 能 評 価（ M i n i - M e n t a l  S t a t e  

E x a m i n a t i o n :  M M S E ） と し た 。 調 査 の 結 果 、 F I M

総 得 点 で は 、1 1 7 . 5（ ± 7 . 1 ）と 自 立 評 価 と な っ た が 、

1 8 項 目 別 F I M 得 点 で は 、「 移 動 （ 階 段 ）」 の み が 平

均 5 . 2 9 （ ± 1 . 8 ） と 6 . 0 未 満 で 、 非 自 立 評 価 と な っ

た 。ま た 、「 清 拭 」「 更 衣（ 上 半 身 ）」「 更 衣（ 下 半 身 ）」

「 移 乗 （ 浴 槽 、 シ ャ ワ ー ）」「 移 動 （ 歩 行 、 車 椅 子 ）」

「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン （ 理 解 ）」 社 会 的 認 知 （ 問 題

解 決 ）」「 社 会 的 認 知 （ 記 憶 ）」 の 9 項 目 で は 、 最 小

値 が 5 未 満 で あ り 介 助 を 必 要 と す る 者 が 含 ま れ て い

た 。 対 象 者 3 4 人 の 生 活 機 能 評 価 を 行 っ た 結 果 、 生

活 機 能 全 般 2 0 項 目 中 1 0 項 目 以 上 の 項 目 に 該 当 し た

者 は 1 6 人 （ 4 7 . 1 ％ ） で 、 手 段 的 日 常 生 活 動 作 項 目

（ 5 項 目 ） で 、「 バ ス や 電 車 で １ 人 で 外 出 し ま す か 」

「 日 用 品 の 買 物 を し て い ま す か 」 の 2 項 目 に 「 い い
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え 」と 7 割 以 上 が 回 答 し た 。運 動 器 機 能 評 価 項 目（ 5

項 目 ） で は 、「 階 段 を 手 す り や 壁 を つ た わ ら ず に 昇

っ て い ま す か 」「 椅 子 に 座 っ た 状 態 か ら 何 も つ か ま

ら ず に 立 ち 上 が っ て い ま す か 」の 2 項 目 に「 い い え 」

と 回 答 し た 者 が 7 割 以 上 を 占 め て い た 。 ま た 、 生 活

機 能 全 般 に 該 当 し た 1 6 人 の う ち 、 運 動 器 機 能 向 上

の 該 当 者 1 5 人 中 5 人 は 、 う つ 予 防 、 閉 じ こ も り 予

防 、 認 知 症 予 防 プ ロ グ ラ ム す べ て に 該 当 し て い た 。

9 人 は う つ 予 防 と 認 知 症 予 防 プ ラ グ ラ ム の 該 当 者 で 、

1 人 は 認 知 症 予 防 プ ロ グ ラ ム の 該 当 者 だ っ た 。  

 

考 察  

 在 宅 介 護 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 要 介 護 高 齢 者

の 日 常 生 活 動 作 能 力 と 関 連 す る 要 因 の 分 析 で は 、 追

跡 調 査 時 に ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時 よ り 有 意 に F I M 得

点 が 低 下 し て い た が 、 未 追 跡 者 と 対 象 者 の 特 性 の 比

較 よ り 、 未 追 跡 者 の 偏 り が 結 果 に 与 え た 影 響 は 少 な

い と 考 え ら れ た 。在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 6 0 ％ 以 上 利 用

群 （ 1 1 人 ） は 、 全 員 F I M 得 点 が 維 持 ・ 改 善 さ れ て

お り 、 全 員 が 訪 問 看 護 を 利 用 し て い た 。 ロ ジ ス テ ィ

ッ ク 回 帰 分 析 の 結 果 で は 、A D L 変 化 と 訪 問 看 護 利 用

と の 間 に 独 立 し た 関 連 は 見 ら れ な か っ た が 、 こ の 結

果 の 要 因 に は 、 訪 問 看 護 の 介 護 報 酬 単 価 が 高 く 、 訪

問 看 護 と 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 と の 間 に 強 い 関 連 を
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認 め た た め と 推 測 さ れ た 。 看 護 職 は 、 ケ ア マ ネ ジ メ

ン ト に お い て 他 の 職 種 に 比 較 し て 説 明 ・ 同 意 の 実 施

率 が 有 意 に 高 く 、 訪 問 看 護 ・ 通 所 介 護 ・ 通 所 リ ハ ビ

リ テ ー シ ョ ン を 幅 広 く 利 用 者 に 提 供 し て い る と 報

告 さ れ て い る が （ 島 内 , 2 0 0 5 ）、 訪 問 看 護 の 利 用 が 介

護 サ ー ビ ス 導 入 の 調 整 機 能 と し て の 役 割 を 果 た し

た 結 果 、 十 分 な 種 類 と 頻 度 の サ ー ビ ス を 導 入 で き た

可 能 性 も あ る と 考 え ら れ た 。 ま た 、 厚 生 労 働 省 介 護

給 付 実 態 調 査 月 報 平 成 1 5 年 6 月 審 査 分 で は 、 要 介

護 度 別 介 護 サ ー ビ ス 利 用 率 の 全 国 平 均 は 、 要 介 護 1

が 最 も 低 く 3 5 . 7 ％ 、 次 い で 要 介 護 2 の 4 4 . 3 ％ だ っ

た 。 要 介 護 認 定 を 受 け て も 、 利 用 す る サ ー ビ ス 提 供

施 設 が 身 近 に な い た め か 、 或 い は 要 介 護 状 態 が 軽 い

た め に 、 介 護 度 が 重 度 で あ る 者 に 比 較 し て 、 要 介 護

認 定 後 す ぐ に 在 宅 サ ー ビ ス の 利 用 に 結 び 付 か な い

な ど の 理 由 が 考 え ら れ 、 要 介 護 度 が 低 い ほ ど 介 護 サ

ー ビ ス 利 用 に 結 び つ い て い な い こ と を 示 さ れ て い

る と 考 え ら れ た 。 本 調 査 で は 、 ベ ー ス ラ イ ン 時 の 要

介 護 度 や F I M 得 点 と A D L 低 下 と の 関 連 性 を 認 め な

か っ た が 、 在 宅 療 養 開 始 早 期 か ら 十 分 な 在 宅 サ ー ビ

ス を 導 入 す る こ と に よ り 、 重 症 化 を 予 防 す る こ と が

可 能 で あ る の か 、 今 後 の 検 討 課 題 と 思 わ れ た 。  

 要 支 援 か ら 要 介 護 2 に 該 当 し た 3 2 人 の 在 宅 高 齢

者 の 日 常 生 活 動 作 項 目 で 、 低 下 の 危 険 性 の 高 い 項 目
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に つ い て の 解 析 で は 、 F I M 得 点 の 変 化 （ ベ ー ス ラ イ

ン 調 査 時 点 F I M 得 点 － 追 跡 調 査 時 点 で の F I M 得 点 ）

か ら 、「 更 衣 （ 上 半 身 ）」「 更 衣 （ 下 半 身 ）」「 ト イ レ

動 作 」「 社 会 的 認 知 （ 記 憶 ）」 の 4 項 目 に 有 意 な 差 が

見 ら れ た （ ｐ ＜ 0 . 0 5 ）。 介 護 保 険 制 度 で 後 期 高 齢 者

の 生 活 機 能 に お け る 研 究 で は 、 健 常 者 と 要 支 援 者 の

B a s i c  A c t i v i t i e s  D a i l y  L i v i n g （ B A D L ） の 非 自 立 度

の 比 較 に お い て 「 歩 行 」「 入 浴 」 の 非 自 立 度 が 高 か

っ た と 報 告 さ れ て い る （ 金 , 2 0 0 4 ）。 ま た 、 介 護 認 定

を 受 け る 関 連 因 子 の 研 究 で 、 軽 度 要 介 護 認 定 （ 要 支

援 か ら 要 介 護 1 ） に 関 す る 因 子 と し て 、 高 年 齢 と 歩

行 能 力 の 低 下 （ ひ と り で 1 k m の 距 離 を 続 け て 歩 く

こ と が で き る 、 ひ と り で 階 段 の 上 り 下 り が で き る が

抽 出 さ れ て い る （ 藤 原 , 2 0 0 6 ）。 本 調 査 の A D L 低 下

群 で 、 ベ ー ス ラ イ ン 時 点 で の F I M 項 目 別 得 点 が 4

点 台 と 低 か っ た の は 、「 移 乗（ 浴 槽 、シ ャ ワ ー ）」「 移

動 （ 階 段 ）」 の 2 項 目 だ っ た 。 金 や 藤 原 の 研 究 に お

い て も 、 在 宅 自 立 高 齢 者 が 要 介 護 認 定 を 受 け る 要 因

は 、「 歩 行 」「 入 浴 」 の 機 能 低 下 に よ る と 報 告 さ れ て

お り 、本 研 究 対 象 者 で あ る 要 支 援 か ら 要 介 護 2 の 在

宅 高 齢 者 の 身 体 機 能 に 既 に 低 下 の 見 ら れ て も 矛 盾

は な い と 考 え ら れ た 。 こ の こ と か ら 、 追 跡 調 査 時 点

で 対 象 者 3 4 人 の F I M 項 目 別 得 点 、「 移 乗 （ 浴 槽 、

シ ャ ワ ー ）」「 移 動 （ 階 段 ）」 に 有 意 な 差 が な か っ た
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こ と は 、 対 象 者 全 体 に 低 下 が あ っ た と 考 え ら れ 、 軽

度 の 介 護 を 必 要 と す る 在 宅 高 齢 者 の 介 護 に あ た っ

て は 、 本 人 の で き る A D L の 拡 大 を 考 慮 し た 介 護 の

在 り 方 や 筋 力 維 持 訓 練 な ど に 加 え て 、 在 宅 生 活 に 必

要 な 更 衣 や ト イ レ 動 作 な ど 生 活 場 面 に 即 し た リ ハ

ビ リ テ ー シ ョ ン 内 容 の 導 入 を サ ー ビ ス 提 供 者 側 が

提 案 し て い く こ と の 必 要 性 や 高 齢 者 本 人 の 自 立 生

活 へ の 意 欲 や 家 族 の 前 向 き な 介 護 継 続 へ の 支 援 の

必 要 性 が 考 え ら れ た 。  

 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 老 人 福 祉 施 設 8 8 施 設 の

通 所 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 要 支 援 者 （ 1 , 0 4 0 人 ）

の サ ー ビ ス 利 用 状 況 で は 、 介 護 予 防 給 付 の 選 択 サ ー

ビ ス で あ る 運 動 器 機 能 向 上 サ ー ビ ス の 利 用 者 が 、

6 0 5 人 で 最 も 多 か っ た 。 施 設 設 置 基 準 の 違 い か ら 配

置 さ れ る 職 員 の 職 種 に 差 が あ り 、 運 動 器 機 能 向 上 サ

ー ビ ス 担 当 者 も 介 護 老 人 保 健 施 設 で は 9 2 . 9 ％ が 理

学 療 法 士 ま た は 作 業 療 法 士 が 担 当 し 、 介 護 老 人 福 祉

施 設 で は 看 護 師 が 担 当 す る 施 設 が 3 6 . 7 ％ で 最 も 多

か っ た 。 担 当 す る 職 種 の 違 い に よ っ て サ ー ビ ス の 利

用 効 果 に 差 が 生 じ る こ と は な い の か 今 後 更 に 検 証

す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ た 。  

 介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 在 宅 高 齢

者 の 特 性 で は 、 要 支 援 2 の 該 当 者 が 7 0 . 4 ％ と 多 く 、

サ ー ビ ス 利 用 期 間 （ 月 数 ） の 平 均 は 3 4 . 7 （ ± 3 1 . 0 ）
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か 月 で あ る が 、長 期 間 利 用 し て い る 者 で は 1 2 2 カ 月

と 、 介 護 保 険 法 の 改 正 に よ り 要 介 護 認 定 区 分 が 引 き

下 げ ら れ た 者 が 含 ま れ て い る と 考 え ら れ た 。F I M 項

目 別 得 点 で は 、「 移 動 （ 階 段 ）」 が 平 均 5 . 2 9 （ ± 1 . 8 ）

と 非 自 立 で 、 5 m 歩 行 速 度 、 T U G の 値 も 正 常 値 を 上

回 っ た こ と よ り 、 下 肢 運 動 機 能 が 他 の 機 能 よ り 低 下

傾 向 に あ る と 考 え ら れ た 。 生 活 機 能 評 価 で は 、 日 常

生 活 に お い て 移 動 ・ 移 乗 動 作 を 伴 う 外 出 、 買 い 物 、

階 段 昇 降 、 上 肢 を 使 わ ず に 椅 子 か ら の 立 ち 上 が り に

つ い て 、対 象 者 の 7 0 ％ 以 上 が 行 っ て い な い と 回 答 し

て お り 、 運 動 機 能 評 価 と 一 致 す る 傾 向 に あ る と 考 え

ら れ た 。 高 齢 者 生 活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト の

結 果 か ら 、生 活 機 能 全 般 2 0 項 目 中 1 0 項 目 以 上 該 当

し た 者 1 6 人 の う ち 、 運 動 器 機 能 向 上 の 該 当 者 は 1 5

人 で 、 そ の う ち 1 4 人 は 、 う つ 予 防 、 認 知 症 予 防 プ

ロ グ ラ ム に も 該 当 し て い た 。 介 護 予 防 に は 現 行 の 選

択 サ ー ビ ス の 項 目 別 サ ー ビ ス プ ロ グ ラ ム で は な く 、

運 動 器 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム に 、 認 知 症 や う つ 予 防 プ

ロ グ ラ ム を 含 め た 複 合 的 な 内 容 の プ ロ グ ラ ム 設 定

が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。  
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結 論  

 本 研 究 か ら 、 以 下 の こ と が 明 ら か と な っ た 。  

１ ．  在 宅 介 護 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 要 介 護 高 齢

者 の 日 常 生 活 動 作 能 力 と 関 連 性 の あ る 要 因 に

つ い て 追 跡 調 査 を 実 施 し た 結 果 、在 宅 期 間 の 短

い 者 は 、身 体 機 能 障 害 の 固 定 化 が 進 ん で い る と

考 え ら れ る 在 宅 期 間 の 長 い 者 に 比 較 し て 身 体

の 機 能 的 自 立 度 が 低 下 し や す い 状 態 に あ り 、投

入 さ れ た 自 立 支 援 の た め の 在 宅 サ ー ビ ス の 種

類 ・ 利 用 頻 度 が 少 な い 場 合 日 常 生 活 動 作 能 力 が

低 下 す る 可 能 性 が 高 い こ と が 示 唆 さ れ た 。  

２ ．  軽 度 の 介 護 を 必 要 と す る 在 宅 高 齢 者 の 日 常 生

活 動 作 能 力 （ A c t i v i t i e s  o f  D a i l y  L i v i n g :  A D L ）

に つ い て 調 査 し 、身 体 機 能 低 下 の 危 険 性 の 高 い

項 目 に つ い て 考 察 し た 。 そ の 結 果 、 同 居 介 護 者

の い る 在 宅 高 齢 者 で 、ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時 点 の

機 能 的 自 立 度 評 価 （ F u n c t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  

M e a s u r e :  F I M ）の 得 点 が 1 0 8 点 未 満 の 軽 い A D L

低 下 が 認 め ら れ た 者 が 、 更 に A D L が 低 下 す る

傾 向 に あ り 、F I M の 評 価 項 目 別 得 点 の 2 群 比 較

か ら A D L 低 下 に 寄 与 す る F I M 項 目 は 、「 清 拭 」

「 更 衣 （ 上 半 身 ）」「 更 衣 （ 下 半 身 ）」「 社 会 的 認

知 （ 記 憶 ）」 の 4 項 目 が 抽 出 さ れ た 。 A D L 低 下

群 の F I M 得 点 の 変 化 か ら 、「更 衣（ 上 半 身 ）」「更
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衣 （ 下 半 身 ）」「 ト イ レ 動 作 」 の 3 項 目 が 低 下 の

危 険 性 が 高 い こ と が 示 唆 さ れ た 。軽 度 の 介 護 を

必 要 と す る 在 宅 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 能 力 の

変 化 か ら 、清 拭 や 更 衣 動 作 な ど 入 浴 関 連 動 作 お

よ び ト イ レ 動 作 が 機 能 低 下 の 危 険 性 が 高 い と

考 え ら れ た 。  

 

３ ．  介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 在 宅 高

齢 者 の 身 体 機 能 、生 活 機 能 の 評 価 を 行 っ た 結 果 、

機 能 的 自 立 度 評 価 F I M の 項 目 別 得 点 で 「 移 動

（ 階 段 ）」 が 6 点 未 満 、 5 m 歩 行 速 度 、 T U G の

評 価 が 正 常 値 を 上 回 り 、下 肢 運 動 機 能 の 低 下 傾

向 に あ る こ と が 示 さ れ た 。高 齢 者 生 活 機 能 評 価

基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト に よ り 、生 活 機 能 全 般 の 該

当 者 1 6 人 の う ち 、 運 動 器 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム

該 当 者 1 5 人 中 1 4 人 は 、認 知 症 予 防 、う つ 予 防

プ ロ グ ラ ム に も 該 当 し た こ と か ら 、運 動 器 機 能

向 上 単 独 の プ ロ グ ラ ム で は な く 、 認 知 症 予 防 、

う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム を 含 む 複 合 プ ロ グ ラ ム の

必 要 性 が 考 え ら れ た 。  
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第 1 章  緒 言  

 

1 . 1 介 護 保 険 法 成 立 に 至 る 社 会 背 景  

 わ が 国 の 社 会 保 障 制 度 は 、 昭 和 2 5 年 （ 1 9 5 0 年 ）

社 会 保 障 制 度 審 議 会 が 出 し た 「 社 会 制 度 の 関 す る 勧

告 」を 踏 ま え て 、社 会 保 障 制 度 の 体 系 が 制 度 化 さ れ 、

社 会 保 険 、公 的 扶 助 、社 会 福 祉 、公 衆 衛 生 及 び 医 療 、

高 齢 者 医 療 か ら 狭 義 の 社 会 保 障 は 成 り 立 っ て い る 。

介 護 保 険 制 度 は 、 社 会 保 険 制 度 と し て 平 成 1 2 年

（ 2 0 0 0 年 ） に 導 入 さ れ た 制 度 で あ る 。 本 研 究 の 背

景 は 、 介 護 保 険 制 度 の 仕 組 み や 提 供 さ れ る サ ー ビ ス

内 容 に 関 す る こ と で あ り 、 制 度 の 仕 組 み ・ サ ー ビ ス

内 容 や 背 景 、 諸 外 国 と の 相 違 を 示 す こ と は 、 研 究 内

容 お よ び 研 究 意 義 の 理 解 を 得 る 上 で 重 要 か つ 必 要

な 事 項 と 考 え 本 章 を 位 置 づ け た 。  

 

1 . 1 . 1 わ が 国 の 老 年 人 口 の 推 移  

 平 成 1 2 年 （ 2 0 0 0 年 ） に お け る わ が 国 の 人 口 （ 1

億 2 , 6 9 2 万 人 ） を 年 齢 3 区 分 別 に み る と 、 年 少 人 口

1 8 4 5 万 人 （ 1 4 . 5 ％ ）、 生 産 年 齢 人 口 8 , 6 0 0 万 人

（ 6 7 . 8 ％ ）、 老 年 人 口 2 , 2 2 7 万 人 （ 1 7 . 5 ％ ） と な っ

て い る 。 老 年 人 口 の 推 移 は 、 昭 和 2 5 年 （ 1 9 5 0 年 ）

に 4 1 6 万 人 に 過 ぎ な か っ た が 、平 成 1 2 年 に は 2 , 2 2 7

万 人 と な り 、 こ の 5 0 年 間 で 約 5 倍 に 増 加 し て い る
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（ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 0 8 a ）。 2 0 0 0 年 の 諸 外 国 の 老 年 人

口 の 割 合 を み る と 、 イ タ リ ア （ 1 8 . 2 ％ ）、 ス ペ イ ン

（ 1 7 . 0 ％ ）、 ド イ ツ （ 1 6 . 4 ％ ）、 イ ギ リ ス （ 1 6 . 0 ％ ）、

フ ラ ン ス （ 1 5 . 9 ％ ） で あ り 、 日 本 の 老 年 人 口 の 割 合

は 、 イ タ リ ア に 次 い で 高 い 水 準 に あ る 。 ま た 、 昭 和

4 5 年 （ 1 9 7 0 年 ） に 老 年 人 口 の 割 合 が 7 . 1 ％ と な り

1 4 ％ を 超 え る の に わ ず か に 2 4 年 し か 要 し て お ら ず 、

平 成 2 1 年（ 2 0 0 9 年 ）老 年 人 口 は 2 1 ％ に 達 し た 。今

後 も 諸 外 国 を 上 回 る 速 度 で 高 齢 化 の 進 行 が 予 測 さ

れ て い る （ 総 務 省 ， 2 0 1 0 ）。  

 

1 . 1 . 2 疾 病 構 造 の 変 化  

 人 口 動 態 統 計 の 死 因 順 位 を 見 る と 、 昭 和 2 5 年

（ 1 9 5 0 年 ） ま で は 、 全 結 核 、 肺 炎 及 び 気 管 支 炎 、

胃 腸 炎 な ど 感 染 症 に よ る 死 亡 が 死 因 の 上 位 を 占 め

て い る （ 厚 生 労 働 省 ， 1 9 9 7 ， 2 0 0 8 a ）。 し か し 、 昭 和

3 3 年（ 1 9 5 8 年 ）以 降 現 在 に 至 る ま で 、悪 性 新 生 物 、

心 疾 患 、 脳 血 管 疾 患 の ３ 大 生 活 習 慣 病 が 上 位 を 独 占

し て い る 。 生 活 習 慣 病 の 原 因 の 一 つ に 動 脈 硬 化 症 が

挙 げ ら れ 、動 脈 硬 化 症 を 増 悪・進 展 さ せ る 要 因 に は 、

高 血 圧 、 糖 尿 病 、 高 脂 血 症 、 肥 満 、 喫 煙 な ど の 慢 性

疾 患 お よ び 嗜 好 、 運 動 不 足 な ど の 生 活 習 慣 な ど が 挙

げ ら れ る 。 日 本 の 死 因 か ら 見 た 疾 病 構 造 の 変 化 は 、

感 染 症 か ら 慢 性 疾 患 と 生 活 習 慣 と の 複 合 し た 要 因
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を 持 つ 生 活 習 慣 病 へ と 老 年 人 口 の 急 速 な 増 加 の 時

期 に 重 複 し て 変 化 し て き た と 考 え ら れ る 。  

 

1 . 1 . 3 世 帯 構 造 の 変 化  

 日 本 の 家 族 形 態 は 、血 縁 関 係 を 中 心 と し た 三 世 代 、

四 世 代 家 族 が 一 つ の 家 屋 に 同 居 す る 大 家 族 の 形 態

を と り 、 子 ど も の 養 育 、 高 齢 者 の 介 護 、 家 事 全 般 の

役 割 は 女 性 が 担 っ て き た 。 し か し 、 世 帯 構 造 別 に 見

た 世 帯 数 の 推 移 を み る と 、 三 世 代 世 帯 は 年 々 減 少 し

核 家 族 世 帯 、 単 独 世 帯 が 増 加 し て い る 。 平 成 1 8 年

（ 2 0 0 4 年 ）の 全 世 帯 数 4 7 5 3 万 1 千 世 帯 の 中 で 、 6 5

歳 以 上 の 者 の い る 世 帯 は 1 8 2 8 万 5 千 世 帯（ 3 8 . 5 ％ ）

を 占 め て い る 。ま た 、6 5 歳 以 上 の 者 の い る 世 帯 の 内 、

4 1 0 万 2 千 世 帯 （ 2 2 . 4 ％ ） は 6 5 歳 以 上 の 単 独 世 帯

と な っ て お り 、 増 加 傾 向 に あ る 。 家 庭 に お け る 性 別

役 割 分 担 的 考 え 方 、「 夫 は 仕 事 、 妻 は 家 庭 」 に つ い

て も 、 内 閣 府 の 「 男 女 共 同 参 画 社 会 に 関 す る 世 論 調

査 」 を 見 る と 、 平 成 4 年 （ 1 9 9 2 年 ） に は 「 賛 成 」

6 0 . 1 ％ で あ っ た が 、 平 成 1 9 年 （ 2 0 0 7 年 ） の 調 査 で

は 「 反 対 」 5 2 . 1 ％ と 「 賛 成 」 4 4 . 8 ％ 、 を 上 回 っ て お

り 、 女 性 の み が 家 庭 責 任 を 負 う こ と を 前 提 と し た 社

会 制 度 や 働 き 方 は 、 共 働 き 世 帯 の 増 加 や 国 民 意 識 の

変 化 に そ ぐ わ な い も の に な っ て き い て い る （ 厚 生 労

働 省 ， 2 0 0 8 b ）。世 帯 構 造 の 変 化 や 女 性 の 社 会 進 出 に
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よ る 家 庭 内 で の 性 別 役 割 分 担 に 対 す る 考 え 方 の 変

化 が 、 家 庭 介 護 力 の 低 下 に 関 連 し て い る と 考 え ら れ

る 。  

 

1 . 2 諸 外 国 の 介 護 政 策  

 ア メ リ カ で は 、 1 9 8 0 年 以 後 、 人 口 の 高 齢 化 が 加

速 し て 、 2 0 0 0 年 に 高 齢 化 率 1 2 . 4 ％ に 達 し 、 2 0 0 6 年

現 在 の 高 齢 化 率 も 1 2 . 4 ％ で あ る 。 社 会 保 障 法

T i t l e 2 0 は 、 1 9 7 4 年 （ 昭 和 4 9 年 ） に 、 低 所 得 階 層

の 高 齢 者 の 所 得 保 障 す る 法 案 と し て 成 立 し た 。 高 齢

者 に 対 し て 提 供 さ れ る 社 会 サ ー ビ ス 規 定 が 明 記 さ

れ て お り 、 高 齢 者 の 自 立 支 援 と 不 適 切 な 施 設 へ の 入

所 防 止 の 内 容 が 盛 り 込 ま れ て い る 。 ま た 、 T i t l e 2 0

を 根 拠 と す る 地 域 福 祉 プ ロ グ ラ ム 、 在 宅 プ ロ グ ラ ム

な ど の 高 齢 者 に 対 す る 福 祉 政 策 が 、 1 9 8 5 年 ま で に

整 備 さ れ 、 1 9 8 0 年 代 後 半 ま で に 高 齢 者 ケ ア 施 設 に

関 す る 法 律 が 整 備 さ れ た 。 制 度 は 医 療 費 保 障 制 度

（ メ デ ィ ケ ア 、 メ デ ィ ケ イ ド ） の 中 で 一 部 介 護 サ ー

ビ ス を 保 障 す る も の で あ る 。 メ デ ィ ケ ア の 運 営 主 体

は 連 邦 政 府 で 、 ケ デ ィ ケ イ ド が 州 政 府 で あ る 。 施 設

サ ー ビ ス （ ナ ー シ ン グ ホ ー ム ） の 利 用 は 、 1 0 0 日 ま

で は メ デ ィ ケ ア で 保 障 し 、 そ れ 以 後 は 資 産 を 消 費 し

た 場 合 に は メ デ ィ ケ イ ド が 保 障 す る 仕 組 み で あ る 。

在 宅 サ ー ビ ス に つ い て は 、 訪 問 看 護 等 の ヘ ル ス ケ ア
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は 対 象 と な る が 、 ホ ー ム ヘ ル プ 、 デ イ ケ ア な ど は 対

象 外（ 一 部 州 に よ っ て メ デ ィ ケ イ ド の 対 象 ）で あ る 。

メ デ ィ ケ ア の 財 源 は 保 険 料 と 連 邦 政 府 の 公 費 、 メ デ

ィ ケ イ ド は 公 費 （ 連 邦 、 州 ） で あ る 。 メ デ ィ ケ ア で

の 利 用 者 負 担 は 、 一 定 期 間 を 経 過 後 全 額 自 己 負 担 と

な る 。 自 己 負 担 が 不 可 能 と な っ た 場 合 、 メ デ ィ ケ イ

ド で 対 応 す る 。 近 年 の 動 向 で は 、 1 9 9 3 年 の 連 邦 包

括 予 算 調 整 法 に よ り 、 メ デ ィ ケ イ ド に つ い て は 資 産

要 件 が 強 化 さ れ 、 州 政 府 は 受 給 者 の 死 後 、 資 産 の 売

却 等 に よ り メ デ ィ ケ イ ド に 要 し た 費 用 を 回 収 す る

仕 組 み が 導 入 さ れ た 。 介 護 サ ー ビ ス の 質 の 評 価 に つ

い て は 、 第 三 者 評 価 機 関 に よ る 評 価 ・ 認 定 、 各 州 に

設 け ら れ た 介 護 オ ン ブ ズ マ ン 制 度 よ る 取 り 組 み が

行 わ れ て い る （ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 0 3 a ）。  

 イ ギ リ ス で は 、「 揺 り か ご か ら 墓 場 ま で 」 と い う

表 現 を 用 い て 、 社 会 保 障 制 度 の 整 備 を 国 家 政 策 の 基

本 理 念 と し て 社 会 福 祉 の 実 現 に 努 力 し て き た 。 人 口

問 題 が 深 刻 化 し た の は 1 9 6 0 年 代 初 頭 で 、 高 齢 者 人

口 が 1 2 ％ を 占 め 、 2 0 0 1 年 （ 平 成 元 年 ） に 1 5 . 9 ％ に

達 し 、 2 0 0 6 年 現 在 の 高 齢 化 率 は 1 6 . 0 ％ で あ る 。 高

齢 者 の 増 加 に 伴 い 、 1 9 9 3 年 国 民 保 健 サ ー ビ ス と コ

ミ ュ ニ テ ィ ケ ア 法 に 基 づ き 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ケ ア ・ サ

ー ビ ス が 拡 充 さ れ た 。 2 0 0 0 年 に 成 立 し た ケ ア 基 準

法 に よ っ て 、 す べ て の 施 設 ケ ア や 在 宅 ケ ア に 対 し て
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規 制 を 行 い 、 規 定 さ れ た 標 準 を 基 に 査 察 を 実 施 す る

全 国 ケ ア 基 準 委 員 会 が 設 置 さ れ た 。 イ ギ リ ス の 介 護

サ ー ビ ス は 地 方 自 治 体 に よ る 社 会 サ ー ビ ス の 枠 組

み の 中 で 提 供 さ れ 、 財 源 は 地 方 自 治 体 の 公 費 で あ る 。

給 付 は 、 地 方 自 治 体 が ケ ア マ ネ ジ メ ン ト を 実 施 し 、

個 々 の 利 用 者 の ニ ー ズ を 総 合 評 価 し 、 適 切 に サ ー ビ

ス を 組 み 合 わ せ て 提 供 す る 仕 組 み で あ る 。 施 設 入 所

の 利 用 者 負 担 は 、 一 定 以 上 の 所 得 ・ 資 産 を 有 す る 者

は 全 額 自 己 負 担 、 低 所 得 者 に つ い て は 、 地 方 自 治 体

が サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 を 負 担 す る 。 在 宅 サ ー

ビ ス は 、 自 治 体 に よ っ て 異 な る 。 近 年 の 動 向 で は 、

1 9 9 3 年 コ ミ ュ ニ テ ィ ケ ア 改 革 に よ り 、 地 方 自 治 体

に よ る 総 合 的 な ケ ア マ ネ ジ メ ン ト を 確 立 し 、 財 源 を

自 治 体 に 集 約 す る こ と に よ っ て 運 営 責 任 を 明 確 に

し た 。 サ ー ビ ス 提 供 主 体 に つ い て は 民 営 化 へ の 誘 導

を 行 っ て い る （ 長 澤 ， 2 0 0 9 ）。 ま た 、 2 0 0 0 年 の ケ ア

基 準 法 の 制 定 に よ っ て 従 来 自 治 体 ご と に 異 な っ て

い た ケ ア 基 準 を 統 一 化 し 、 政 府 機 関 で あ る 全 国 ケ ア

基 準 委 員 会 に よ っ て 事 業 者 を 監 督 す る 仕 組 み と な

っ た （ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 0 3 ）。  

 ド イ ツ で は 東 西 ド イ ツ が 統 合 し 、 2 0 0 0 年 の 高 齢

化 率 は 1 6 . 6 ％ で 、2 0 0 5 年 時 点 で 1 9 . 3 ％ に 増 加 し た 。

ド イ ツ 統 一 後 に 社 会 問 題 と な っ た の は 、 旧 東 ド イ ツ

か ら 西 ド イ ツ へ の 流 入 人 口 の 増 加 に 起 因 す る 失 業
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率 の 増 加 で あ る 。 更 に 、 旧 東 ド イ ツ 地 域 の 産 業 施 設

の 発 達 と 生 活 環 境 の 変 化 に よ っ て 、 保 健 ・ 看 護 ・ 福

祉 な ど の 専 門 職 種 の 人 材 不 足 が 起 っ た 。 要 介 護 高 齢

者 の 8 0 ％ が 在 宅 ケ ア を 受 け て お り 、専 門 職 の 人 材 養

成 が 急 務 と さ れ た 。 日 本 の 介 護 保 険 制 度 に は な い 介

護 給 付 の 現 金 支 給 が 、 ド イ ツ で 導 入 さ れ た 背 景 に は 、

サ ー ビ ス 提 供 を 担 う 専 門 職 の 不 足 の 問 題 が あ っ た

と 考 え ら れ る 。 ド イ ツ の 介 護 保 険 制 度 は 1 9 9 4 年 に

制 定 さ れ た （ 本 沢 ， 1 9 9 6 ）。 保 険 者 は 介 護 金 庫 （ 医

療 保 険 者 が 業 務 を 兼 ね る ） で 、 被 保 険 者 は 公 的 医 療

保 険 加 入 者 で あ る 。 給 付 を 受 け る に は 、 三 段 階 の 要

介 護 認 定 を 受 け る こ と が 必 要 で 、 施 設 サ ー ビ ス 、 在

宅 サ ー ビ ス 共 に 保 険 給 付 額 は 、 要 介 護 度 に 応 じ て 設

定 さ れ て い る 。 在 宅 給 付 に は 、 現 金 給 付 の 「 介 護 手

当 」 が あ り 、 現 物 給 付 と 組 み 合 わ せ て の 受 給 も 可 能

で あ る 。 財 源 は 保 険 料 で 、 保 険 料 率 1 . 7 ％ （ 労 使 折

半 ） で 、 利 用 者 の 自 己 負 担 は 、 食 費 、 住 居 費 、 給 付

限 度 額 を 超 え る 部 分 は 、 原 則 自 己 負 担 と な る 。 低 所

得 者 に つ い て は 、 州 の 社 会 扶 助 （ 公 費 ） が 支 給 さ れ

る （ 佐 藤 ， 2 0 0 9 ）。 近 年 動 向 で は 、 2 0 0 2 年 に 介 護 サ

ー ビ ス の 質 の 確 保 や 認 知 症 高 齢 者 の ケ ア 推 進 な ど

を 図 る た め 、 介 護 の 質 保 障 法 の 施 行 、 ホ ー ム 法 の 改

正 、 介 護 給 付 補 完 法 の 施 行 な ど 一 連 の 改 革 が 行 わ れ

た 。 自 治 体 立 の 施 設 は 、 介 護 保 険 導 入 後 に 民 間 法 人
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化 や 営 利 企 業 の 参 入 が 進 展 し た 。 現 金 給 付 の み を 受

給 す る 者 の 割 合 は 、 2 0 0 1 年 で 全 受 給 者 の 5 0 ％ と 減

少 傾 向 に あ る （ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 0 3 a ； 中 津 2 0 0 4 ； 松

本 ， 2 0 0 9 ）。  

 ア メ リ カ 、イ ギ リ ス 、ド イ ツ の 諸 国 に お け る 介 護

に 関 す る 制 度 は 、 1 9 8 0 年 代 か ら 2 0 0 0 年 に か け て 高

齢 者 人 口 の 増 加 に 伴 っ て 整 備 さ れ 、 根 拠 と な る 法 律

や サ ー ビ ス 内 容 ・ サ ー ビ ス 提 供 の 仕 組 み の 違 い は 見

ら れ る が 社 会 保 障 制 度 の 一 部 に 位 置 づ け ら れ て い

る 。 ま た 、 サ ー ビ ス の 質 の 確 保 、 財 源 の 確 保 に 伴 う

第 三 者 評 価 や 監 督 す る シ ス テ ム が 制 度 に 取 り 入 れ

ら れ る な ど の 改 正 が 実 施 さ れ 、 高 齢 者 人 口 の 更 な る

増 加 に 対 応 す る た め の 取 り 組 み が 見 ら れ た 。  

 

1 . 3 介 護 保 険 法 の 成 立 と 改 正  

 日 本 に お け る 人 口 の 高 齢 化 は 、 欧 米 諸 国 に 比 較 し

て 早 い ス ピ ー ド で 進 展 を 続 け て い る （ 厚 生 労 働 省 ，

2 0 0 3 ）。 疾 病 構 造 の 変 化 に よ り 、 生 活 習 慣 病 を は じ

め と す る 慢 性 疾 患 の 増 加 お よ び 急 速 な 高 齢 化 が 、 長

期 療 養 高 齢 者 の 増 加 の 要 因 と な っ た と 考 え ら れ る 。

ま た 、 家 庭 に お け る 女 性 の 役 割 分 担 の 考 え 方 が 変 化

し 、 家 庭 介 護 力 の 低 下 に 影 響 を 及 ぼ し た と 考 え ら れ

る （ 厚 生 労 働 省 ， 1 9 9 7 ， 2 0 0 8 a ）。 人 口 構 造 の 変 化 、

疾 病 構 造 変 化 、 家 庭 内 性 別 役 割 分 担 の 変 化 に よ っ て 、
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高 齢 者 の 介 護 問 題 お よ び 医 療 費 問 題 が 社 会 問 題 と

し て 明 確 化 し た こ と か ら 、 日 本 は 諸 外 国 の 福 祉 ・ 保

険 制 度 な ど を 参 考 に 介 護 保 険 制 度 を 確 立 し た 。 ア メ

リ カ か ら は 、 要 介 護 認 定 、 ケ ア プ ラ ン の 作 成 の 基 礎

デ ー タ の 収 集 ・ ア セ ス メ ン ト 、 ケ ア ・ チ ェ ッ ク 表 の

査 定 基 準 に つ い て 学 び 、 イ ギ リ ス か ら は 、 サ ー ビ ス

利 用 者 の ニ ー ズ を 効 率 的 に 「 パ ッ ケ ー ジ ケ ア 」 に 結

び 付 け 、 サ ー ビ ス を 管 理 ・ 運 営 す る ケ ア マ ネ ジ メ ン

ト 技 法 を 学 び 、 そ し て ド イ ツ か ら 「 社 会 保 険 方 式 」

に よ る 介 護 保 障 の 理 念 ・ 精 神 ・ 仕 組 み ・ 運 用 方 法 な

ど を 導 入 し た と 考 え ら れ て い る （ 遠 藤 ， 2 0 0 1； 厚 生

労 働 省 ， 2 0 0 3 a ）。  

 諸 外 国 で は 、 1 . 2 で 述 べ た よ う に 介 護 問 題 に 対 す

る 近 年 の 動 向 か ら 、 制 度 継 続 の た め の 財 源 の 確 保 、

介 護 サ ー ビ ス に 民 間 企 業 の 導 入 、 サ ー ビ ス の 質 の 保

証 の た め の 制 度 改 正 や 新 た な 制 度 の 確 立 が 進 め ら

れ て い る 。 日 本 に お い て は 、 平 成 1 2 年 （ 2 0 0 0 年 ）

に 介 護 保 険 法 施 行 後 、 在 宅 サ ー ビ ス を 中 心 と し た サ

ー ビ ス 利 用 者 の 割 合 が 、 平 成 1 7 年 4 月 時 点 で 、 法

施 行 時 の 1 2 1 ％ 増 と 急 速 に 拡 大 し た 。人 口 推 定 で は 、

平 成 2 7 年 （ 2 0 1 5 年 ） に 「 ベ ビ ー ブ ー ム 世 代 」 が 高

齢 期 に 到 達 し 、 平 成 3 7 年 （ 2 0 2 5 年 ） に は 高 齢 化 の

ピ ー ク を 迎 え 、 認 知 症 や 一 人 暮 ら し の 高 齢 者 の 更 な

る 増 加 が 見 込 ま れ て い る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 0 6 ）。 高
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齢 者 人 口 の 増 加 に 伴 い 、 介 護 保 険 の 総 費 用 は 増 大 し 、

保 険 料 の 大 幅 な 上 昇 も 見 込 ま れ 、 制 度 存 続 の 危 険 性

が 新 た な 課 題 と な っ た 。 新 た な 課 題 に 対 し 介 護 保 険

法 の 見 直 し が 、 ５ つ の 項 目 に つ い て 行 わ れ た 。 １ ）

軽 度 者 （ 要 支 援 ・ 要 介 護 １ ） の 増 加 に 対 し て 、 新 た

な サ ー ビ ス 体 系 を 設 け 、 重 度 化 を 防 止 す る た め の 介

護 予 防 サ ー ビ ス を 提 供 す る 。 ２ ） 在 宅 サ ー ビ ス と 施

設 サ ー ビ ス の 給 付 と 負 担 の 公 平 性 を 見 直 し 、 施 設 入

所 者 の 住 居 費 、 食 費 の 自 己 負 担 額 の 設 定 を 行 っ た

（ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 0 3 b ）。 ３ ） 認 知 症 高 齢 者 や 一 人 暮

ら し 高 齢 者 の 増 加 に 対 し て 、 こ れ ま で 生 活 で 慣 れ 親

し ん だ 土 地 を 離 れ る こ と な く サ ー ビ ス を 利 用 で き

る 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 、 住 居 系 サ ー ビ ス や 地 域 包 括

ケ ア 体 制 を 整 え 、 一 人 暮 ら し の 継 続 を 支 え る 仕 組 み

を 設 け た 。 ま た 、 中 重 度 者 に 対 し て は 、 支 援 強 化 、

医 療 と 介 護 の 連 携 と 機 能 分 担 の 整 備 を 行 っ た 。  

４ ） サ ー ビ ス の 質 の 確 保 の た め に 、 介 護 サ ー ビ ス 情

報 の 公 表 、 サ ー ビ ス の 専 門 性 と 生 活 環 境 の 向 上 、 事

業 所 規 制 の 見 直 し 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 見 直 し が 行

わ れ た 。 ５ ） 保 険 料 設 定 に お け る 低 所 得 者 へ の 配 慮

と し て 、 1 号 保 険 料 の 見 直 し 、 要 介 護 認 定 の 見 直 し

と 保 険 者 機 能 の 強 化 、 費 用 負 担 割 合 等 の 見 直 し を 行

っ た （ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 0 3 c ）。  

 更 に 、 介 護 保 険 の 基 本 理 念 で あ る 「 自 立 支 援 」 の
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観 点 か ら 、 予 防 給 付 に つ い て 、 対 象 者 の 範 囲 、 サ ー

ビ ス 内 容 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 内 容 を 見 直 し 、「 新 予

防 給 付 」 へ と 再 編 成 さ れ た 。 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ

ン ト は 、介 護 予 防 事 業 と の 一 貫 性・連 続 性 を 重 視 し 、

市 町 村 （ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー ） が 実 施 す る こ と に

な っ た 。 法 改 正 の 基 本 的 な 視 点 と し て 、「 明 る く 活

力 あ る 超 高 齢 社 会 」、「 制 度 の 持 続 可 能 性 」、「 社 会 保

障 の 総 合 化 」 を 挙 げ 、 平 成 1 8 年 4 月 改 正 介 護 保 険

法 は 施 行 さ れ た （ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 0 5 a ； 2 0 0 5 b ）。  

 介 護 保 険 制 度 は 、 3 年 毎 に 介 護 保 険 料 お よ び 制 度

の 見 直 し （ 2 0 0 5 年 ま で は 5 年 毎 ） を 実 施 す る 仕 組

み と な っ て お り 、 定 期 的 に 改 正 さ れ る 制 度 で あ る 。

行 政 が 実 施 し て い る 介 護 保 険 制 度 に 関 す る 統 計 調

査 は 、 制 度 利 用 対 象 者 数 の 把 握 お よ び 保 険 給 付 の 実

態 把 握 、 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 数 と サ ー ビ ス 提 供 の 実

績 把 握 な ど が 主 と な っ て い る 。 こ れ ま で の 先 行 研 究

で は 、 対 象 者 の 身 体 機 能 の 特 性 を 明 ら か に す る こ と

や リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム 開 発 の た め の 介

入 研 究 が 多 く を 占 め て お り 、 制 度 活 用 の 有 効 性 を 追

求 す る こ と を 目 的 と し た 研 究 報 告 は 少 な い 。 制 度 の

利 用 が 対 象 者 の 生 活 や 身 体 機 能 の 維 持 に 有 効 に 働

い て い る の か 明 ら か に さ れ な い ま ま 、 制 度 が 次 々 と

改 正 さ れ る 実 情 に 疑 問 を 感 じ 、 本 研 究 に 取 り 組 む に

至 っ た 。  
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第 2 章  文 献 検 討  

 

2 . 1  高 齢 者 の 日 常 生 活 自 立 度 に 影 響 を 与 え る 因 子  

 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 能 力 の 維 持 、健 康 寿 命 の 延 長 は 、

高 齢 者 世 帯 、 高 齢 者 単 独 世 帯 数 の 増 加 を 示 し て い る 世 帯

構 造 の 変 化 に 対 応 し た 、 介 護 の マ ン パ ワ ー の 確 保 、 看 取

り 介 護 、 介 護 費 用 の 増 加 対 策 な ど の 面 か ら 非 常 に 重 要 な

課 題 と 考 え ら れ る（ 大 重 ，2 0 0 2； 吉 江 ，20 0 4）。高 齢 者 を

対 象 と し た 先 行 研 究 で は 、 日 常 活 動 作 （ A c t i v i t i e s  o f  

D a i l y  L i v i n g） や 生 活 の 質 （ Qu a l i t y  o f  L i f e） に 関 連 す

る 研 究 が 多 く 取 り 組 ま れ て い る（ 河 野 ，2 0 0 0；河 野 2 0 0 2；

黒 田 ，2 0 0 2，後 藤 20 0 2，隅 田 ，2 0 0 2；武 田 ，20 0 2； 神 宮 ，

20 0 3；鹿 毛 ，20 0 7；橋 立 ，2 0 0 9）。高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 、

「 入 浴 」、「 整 容 」、「 排 泄 」、「 食 事 」 の 実 施 に 関 連 し て 、

精 神 健 康 が 良 好 に 保 た れ る こ と 、 身 体 に 痛 み が な く 、 基

本 的 動 作 能 力 が 維 持 さ れ て い る こ と が 高 齢 者 の 自 立 生 活

に 関 連 性 の 高 い 要 因 で あ り 、 か つ 家 族 内 の 人 間 関 係 が 良

好 で あ る こ と は 、 高 齢 者 の 在 宅 生 活 を 支 え る 要 因 と し て

関 連 性 が 高 い と 報 告 さ れ て い る （ 藺 牟 田 ， 20 0 2 ； 山

本 ,2 0 0 8）。ま た 、老 研 式 動 作 能 力 指 標 を 用 い た 研 究 で は 、

地 域 高 齢 者 の 手 段 的 自 立 の 得 点 （ 交 通 機 関 を 利 用 し て の

外 出 、 日 用 品 の 買 い 物 、 金 銭 管 理 、 書 類 の 記 入 ） の 変 動

が 有 意 に 大 き い こ と か ら 手 段 的 自 立 に 対 す る 項 目 は 、 生

活 機 能 評 価 に お い て 必 要 性 の 高 い 観 察 項 目 で あ る こ と が
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報 告 さ れ て い る（ 藤 原 ，20 0 0； 本 田 ，2 0 0 2； 柳 掘 ，2 0 0 2；

福 井 ，20 0 5）。高 齢 者 が 自 立 し た 日 常 生 活 を 継 続 す る た め

に は 、 基 本 的 な 日 常 生 活 動 作 能 力 が 維 持 さ れ て い る こ と

を 基 盤 に 、 精 神 健 康 が 良 好 に 保 た れ 、 痛 み な ど 身 体 的 苦

痛 が な く 、 人 間 関 係 が 良 好 な 生 活 環 境 に あ る こ と が 望 ま

し い と 考 え ら れ る（ 中 村 ，20 0 2；早 坂 ，20 0 2；田 口 ，20 0 7；

木 村 ， 20 0 8 a）。  

 更 に 、高 齢 者 の 生 活 機 能 を 予 測 す る 身 体 因 子 に つ い て 、

65 歳 以 上 の 高 齢 者 を 対 象 に 、 10ｍ 歩 行 時 間 、 握 力 、開 眼

片 足 立 ち 時 間 、 フ ァ ン ク シ ョ ナ ル リ ー チ を 測 定 し 1 年 後

の 追 跡 調 査 を 行 っ た 研 究 で は 、「1 0ｍ 歩 行 時 間 」が 生 活 機

能 低 下 を 予 測 す る 有 力 因 子 と し て 報 告 さ れ て い る（ 樋 口 ，

20 0 4；稲 葉 ，20 0 6；木 村 ，20 0 6 a；藤 原 ，20 0 6；坂 田 ，20 0 7；

大 澤 ， 20 0 8； 村 上 ， 20 0 8； 渡 辺 ， 20 0 8）。高 齢 者 の 動 作 能

力 の 内 、 歩 行 機 能 低 下 が 生 活 機 能 に 影 響 す る こ と は 、 移

動 動 作 を 伴 う 基 本 的 な 日 常 生 活 動 作 全 般 の 低 下 に 繋 が る

こ と か ら 、 歩 行 機 能 の 維 持 は 高 齢 者 の AD L 維 持 の 重 要 な

要 因 と 考 え ら れ る 。  

 

2 . 2  在 宅 サ ー ビ ス 利 用 と 身 体 機 能 と の 関 連 性  

 通 所 ケ ア サ ー ビ ス の 施 設 間 の 比 較 研 究 で は 、 理 学 療 法

士 の 配 置 さ れ た 施 設 で の 通 所 サ ー ビ ス 利 用 者 の 活 動 状 態

の 向 上 や 運 動 習 慣 の 獲 得 に 有 益 性 が 高 い と 報 告 さ れ て い

る （ 牧 迫 ， 20 0 8； 橋 立 ， 20 0 9）。 ま た 、 介 護 予 防 事 業 に  
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リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム を 導 入 し 、 身 体 機 能 、 活

動 性 で ア ウ ト カ ム を 測 定 し た 研 究 で は 、介 入 後 3 か 月 ～ 6

か 月 後 で 身 体 機 能 に 向 上 が 見 ら れ た と 報 告 さ れ て い る

（ 金 ， 20 0 7； 大 塚 ， 20 0 8； 大 澤 ， 20 0 8）。介 護 予 防 事 業 や

通 所 サ ー ビ ス に お け る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム の

導 入 は 、 利 用 者 の 身 体 機 能 や 活 動 性 の 向 上 に ポ ジ テ ィ ブ

に 働 き 有 効 性 が 高 い と 考 え ら れ る 。  

 改 正 介 護 保 険 法 に よ る 介 護 予 防 給 付 受 給 対 象 者 の 調 査

研 究 に お い て 、 制 度 改 正 に よ っ て 介 護 サ ー ビ ス 利 用 が 減

少 し た 者 は 、 身 体 生 活 機 能 が 低 下 し 生 活 機 能 維 持 の た め

の サ ー ビ ス の 不 足 が 認 め ら れ 、 介 護 サ ー ビ ス 利 用 が 増 加

し た 者 は 、 生 活 機 能 が 向 上 し 、 外 出 頻 度 が 増 加 し て い た

と 報 告 さ れ て い る （ 大 塚 ,2 0 0 8）。 こ の こ と か ら 介 護 予 防

の 認 定 基 準 の 検 討 お よ び 利 用 者 の 身 体 状 況 に 即 し た サ ー

ビ ス の 質 と 量 の 確 保 が 重 要 性 で あ る と 考 え ら れ る 。  

  

2 . 3 諸 外 国 に お け る 高 齢 者 の 身 体 機 能 と 介 護 サ ー ビ ス  

 高 齢 女 性 を 対 象 と し た 生 活 機 能 改 善 を 目 的 と す る 日 常

生 活 動 作 を 中 心 と し た 機 能 訓 練 と 抵 抗 負 荷 訓 練 の 無 作 為

抽 出 比 較 対 照 研 究 で 、 ベ ー ス ラ イ ン と 訓 練 終 了 6 か 月 後

の 比 較 で 、 日 常 生 活 機 能 を 中 心 と し た 訓 練 を 行 っ た 対 象

者 の 有 意 な 効 果 が 見 ら れ た 。 抵 抗 負 荷 訓 練 グ ル ー プ で は

下 肢 の 伸 筋 力 の み 有 意 に 維 持 さ れ て い た と 報 告 さ れ て い

る （ Sa r a h  A .  F l e m i n g ,  2 0 0 4 ;  P a u l  L . ,  2 0 0 5）。 高 齢 者
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に 身 体 機 能 訓 練 を 導 入 す る 場 合 、 単 に 筋 力 に 抵 抗 負 荷 を

与 え る よ り 、 日 常 生 活 動 作 に 係 わ る 筋 力 や 関 節 可 動 域 訓

練 の 効 果 の 可 能 性 が 高 い と 考 え ら れ る (K r i s t i n  L a r s o n ,  

2 0 0 3 )。ま た 、対 象 者 を 歩 行 速 度 で 、身 体 的 虚 弱 の「 あ り 」、

「 な し 」 の ２ グ ル ー プ に 分 け て 、 入 浴 ・ 更 衣 ・ 歩 行 ま た

は 移 乗 の 自 立 度 、 転 倒 な ど の 事 故 の 有 無 に つ い て ３ 年 間

追 跡 調 査 を 行 っ た 研 究 で は 、 ベ ー ス ラ イ ン で 身 体 虚 弱 の

あ っ た 者 の 方 が 、 入 浴 ・ 更 衣 ・ 歩 行 ま た は 移 乗 動 作 に 障

害 生 じ 安 く 、 突 然 の 事 故 発 生 の 危 険 性 が 有 意 に 高 か っ た

と 報 告 し て い る （ Ch e n  S L ,  2 0 0 8 ;  T h o m a s  M .  G i l l ,  2 0 0 4 ;  

2 0 0 6 ;  2 0 0 7）。歩 行 能 力 に 障 害 が 出 現 す る こ と は 、そ の 後

の 入 浴 ・ 更 衣 ・ 移 乗 な ど の 日 常 の 生 活 動 作 の 障 害 や 転 倒

や 骨 折 な ど 事 故 発 生 に 関 連 性 が 高 い と 考 え ら れ る 。  

 施 設 サ ー ビ ス 利 用 高 齢 者 の 身 体 機 能 の 変 化 に 関 し て は 、

ア メ リ カ 人 高 齢 者 を 対 象 に 、 こ れ ま で の 伝 統 的 な 介 護 施

設 ケ ア と 地 域 密 着 型 ケ ア プ ロ グ ラ ム に お け る 地 域 密 着 型

ケ ア を 受 け た 場 合 の 比 較 研 究 で 、 地 域 密 着 型 ケ ア を 受 け

た グ ル ー プ の 日 常 生 活 動 作 、 認 知 能 力 、 う つ 状 態 、 失 禁

の 状 態 に お い て 良 い 結 果 が 得 ら れ た と 報 告 さ れ て い る

（ An n e  S h u m w a y - c o o k ,  2 0 0 3）。 こ の こ と は 高 齢 者 が 住 み

慣 れ た 地 域 を 離 れ て 介 護 を 受 け る よ り 、 住 み 慣 れ た 地 域

で ケ ア 受 け る 方 が 効 果 的 で あ る こ と を 示 し て お り 、 介 護

サ ー ビ ス 提 供 に 当 た っ て は 、 高 齢 者 が 環 境 の 変 化 に 対 す

る 適 応 の 困 難 性 を 考 慮 す る こ と が 重 要 と 考 え ら れ る 。  
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 高 齢 者 長 期 施 設 入 所 の 減 少 と 在 宅 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

サ ー ビ ス と の 関 連 性 に 関 す る 介 入 研 究 で 、 高 齢 者 の 日 常

生 活 動 作 レ ベ ル や 精 神 機 能 レ ベ ル に 関 係 な く 、 平 均 入 所

期 間 は 36 日 と 減 少 は 見 ら れ な か っ た が 、入 院 期 間 は 数 日

に 減 少 し 入 院 に よ る 医 療 か ら 社 会 保 障 制 度 に よ る サ ー ビ

ス 利 用 に 転 換 で き た と 報 告 し て い る （ Th o m a s  M .  G i l l ,  

2 0 0 6）。在 宅 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は 、医 療 施 設 か ら 在 宅 療

養 へ の 移 行 す る 場 合 に 、 医 療 サ ー ビ ス か ら 介 護 サ ー ビ ス

に 転 換 可 能 な 身 体 機 能 レ ベ ル へ の 回 復 と 生 活 環 境 へ の 適

応 の 面 か ら 貢 献 の 可 能 性 が あ り 、 在 宅 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン の 内 容 が 、 高 齢 者 の 身 体 機 能 の 維 持 ・ 向 上 や 日 常 生 活

動 作 に 活 用 で き る 内 容 で あ れ ば 、 よ り 重 要 性 が 高 い と 考

え ら れ る 。  

 

 文 献 検 討 の 結 果 、 高 齢 者 が 自 立 し た 日 常 生 活 を 継 続 す

る た め に は 、 基 本 的 な 日 常 生 活 動 作 能 力 が 維 持 さ れ て い

る こ と を 基 盤 に 精 神 健 康 が 良 好 に 保 た れ 、 痛 み な ど の 身

体 的 苦 痛 が な く 、人 間 関 係 が 良 好 な 生 活 環 境 に あ る こ と 。

高 齢 者 の 動 作 能 力 の 内 、 歩 行 機 能 の 低 下 が 生 活 機 能 に 影

響 す る こ と 。 通 所 サ ー ビ ス の 利 用 が 、 活 動 状 態 の 向 上 や

運 動 習 慣 の 獲 得 に 有 益 性 が 高 い こ と 。 介 護 予 防 事 業 や 通

所 サ ー ビ ス に リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム を 導 入 す る

こ と は 、 身 体 機 能 や 活 動 性 の 向 上 に 有 効 性 が 高 い こ と 。

制 度 改 正 に 伴 う サ ー ビ ス 利 用 の 減 少 が 、 身 体 機 能 ・ 生 活
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機 能 低 下 に 影 響 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。 し か し 、 在

宅 高 齢 者 の 身 体 機 能 の 微 細 な 変 化 を F I M の 評 価 項 目 を 基

に 分 析 し 、 サ ー ビ ス 利 用 率 と の 関 連 性 に 着 目 し た 研 究 報

告 は 少 な く 、 こ れ か ら 取 り 組 む 必 要 性 の 高 い 研 究 分 野 で

あ る と 思 わ れ る 。 ま た 、 制 度 の 改 正 に よ っ て 、 要 介 護 認

定 基 準 が 変 更 さ れ 、 サ ー ビ ス 利 用 頻 度 減 少 す る こ と は 、

高 齢 者 の 身 体 機 能 や 生 活 機 能 低 下 に 結 び つ く 危 険 性 が 高

く 、 制 度 の 運 営 上 の 問 題 で も あ り 、 今 後 継 続 的 に 高 齢 者

の サ ー ビ ス 利 用 と 身 体 機 能 ・ 生 活 機 能 と の 関 連 性 に つ い

て の 調 査 研 究 は 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
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第 3 章  本 研 究 の 目 的  

 

3 . 1  本 研 究 の 目 的  

 こ れ ま で 高 齢 者 の 身 体 機 能 の 評 価 に 関 す る 研 究

は 、 施 設 入 所 高 齢 者 を 対 象 と す る 身 体 機 能 と 認 知 機

能 と の 関 連 性 や 筋 力 ・ 体 力 評 価 に 視 点 を 当 て た 研 究

が 多 か っ た（ 河 野 ，2 0 0 0； 河 野 ，2 0 0 2； 隅 田 ，2 0 0 2 ；

武 田 ， 2 0 0 2 ； 橋 立 ， 2 0 0 9 ）。 ま た 、 在 宅 高 齢 者 を 対

象 と す る 研 究 で は 、 生 活 機 能 評 価 や 健 康 関 連 Q O L

（ Q u a l i t y  o f  L i f e ） に 視 点 を 当 て た 研 究 が 多 く 報 告

さ れ て い る（ 金 ， 2 0 0 3； 神 宮 ， 2 0 0 3； 鹿 毛 ， 2 0 0 7 ）。

介 護 保 険 制 度 に 関 連 す る 研 究 で は 、 要 介 護 度 別 に 身

体 機 能 を 比 較 し た 報 告 や 要 介 護 度 別 に 必 要 と さ れ

る 介 護 援 助 に 関 す る 報 告 が あ っ た （ 後 藤 ， 2 0 0 3 ）。

制 度 改 正 後 の 介 護 予 防 施 策 に な っ て か ら は 、 特 定 高

齢 者 を 対 象 と し た 生 活 機 能 評 価 、 身 体 機 能 評 価 に 関

す る 研 究 が 多 く 報 告 さ れ て い る 。 最 近 の 研 究 報 告 で

は 、 高 齢 者 の 自 立 し た 日 常 生 活 の 継 続 に は 、 日 常 生

活 動 作 能 力 の 維 持 、 良 好 な 精 神 健 康 、 良 好 な 人 間 関

係 の 整 っ た 生 活 環 境 の 必 要 性 や 高 齢 者 の 生 活 機 能

予 測 因 子 と し て 歩 行 能 力 の 維 持 の 重 要 性 な ど の 報

告 が あ る 。 ま た 、 身 体 機 能 や 活 動 性 に リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン プ ロ グ ラ ム の 導 入 の 有 効 性 が 高 い と の 報 告

も あ る 。 し か し 、 介 護 保 険 制 度 の 下 で 、 サ ー ビ ス を
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利 用 し て い る 在 宅 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 能 力 と サ

ー ビ ス 利 用 率 と の 関 連 性 に つ い て の 調 査 報 告 は 少

な い 。 そ こ で 、 在 宅 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 を 「 で き

る A D L 」 で は な く 、「 し て い る A D L 」 で 評 価 す る

F u n c t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  M e a s u r e  ( F I M )  を 用 い

て 評 価 し 、 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 と の 関 連 性 に つ い て

明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。  

 F I M は A D L 各 項 目 を １ か ら ７ 段 階 に 能 力 分 類 す

る も の で 、 そ の 母 体 は 3 段 階 評 価 法 で あ る B a r t h e l  

I n d e x で あ る 。 し か し 、 F I M は １ か ら 7 段 階 評 価 で

あ る こ と 、 さ ら に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 社 会 的 認 知

項 目 が 加 わ っ て い る こ と 、 評 価 の 基 本 は 「 し て い る

A D L 」 で あ る こ と 、 信 頼 性 、 妥 当 性 が 証 明 さ れ て い

る （ 千 野 ， 2 0 0 5 ） こ と か ら 、 在 宅 高 齢 者 の A D L 評

価 に 適 し て い る と 判 断 し 、 本 研 究 で は A D L 評 価 尺

度 と し て 用 い た 。  

 

 本 研 究 で は 、介 護 保 険 制 度 で 在 宅 サ ー ビ ス を 利 用

し て い る 在 宅 の 高 齢 者 を 対 象 と し 、以 下 の 3 点 つ い

て 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。  

１ ．  在 宅 要 介 護 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 能 力 の 維 持

と 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 と の 関 連 性  

２ ．  軽 度 の 要 介 護 在 宅 高 齢 者 に お け る 日 常 生 活 動

作 項 目 別 変 化 と 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 と の 関 連 性  
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３ ．  介 護 予 防 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 在 宅 高 齢 者

の 身 体 機 能  
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第 ４ 章  在 宅 要 介 護 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 能

力 の 維 持 と 在 宅 サ ー ビ ス 利 用  

 

4 . 1  研 究 の 目 的  

 本 研 究 の 目 的 は 、 平 成 1 2 年 4 月 に 施 行 さ れ た 介

護 保 険 法 下 で 提 供 さ れ る 、 在 宅 サ ー ビ ス を 利 用 し て

い る 在 宅 の 要 介 護 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 能 力

（ A D L ） を 、 F u n c t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  M e a s u r e  

( F I M ) を 用 い て 追 跡 調 査 し 、 縦 断 的 に 評 価 す る こ と

に よ り 、A D L の 変 化 に 関 連 の あ る 要 因 を 明 ら か に す

る こ と を 目 的 と し た 。  

 

4 . 2  研 究 方 法  

 

4 . 2 . 1  対 象 者  

 茨 城 県 K 医 師 会 （ 2 市 1 町 1 村 を 管 轄 、 人 口 1 2

万 4 千 人 、 2 0 0 6 年 3 月 に 3 市 に 合 併 ） 地 区 の 居 宅

介 護 支 援 事 業 所 な ら び に 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 （ 4 事

業 所 ）の 利 用 契 約 者 の う ち 、在 宅 サ ー ビ ス を 利 用 し 、

調 査 に 承 諾 が 得 ら れ か つ 調 査 が 可 能 で あ っ た 6 0 人

を ベ ー ス ラ イ ン 調 査 の 対 象 と し 、 追 跡 調 査 が 可 能 で

あ っ た 5 4 人 を 解 析 対 象 と し た 。 対 象 者 本 人 お よ び

介 護 者 に 対 し 訪 問 調 査 を 、 ベ ー ス ラ イ ン 調 査 、 要 介

護 認 定 最 短 期 間 の 3 か 月 後 に 、追 跡 調 査 を 実 施 し た 。 
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4 . 2 . 2  調 査 期 間  

 2 0 0 2 年 1 0 月 ～ 2 0 0 3 年 6 月  

 

4 . 2 . 3  調 査 内 容 と 評 価 尺 度  

 調 査 紙 の 内 容 は 、 身 体 情 報 （ 年 齢 ・ 性 別 ・ 主 た る

疾 患 名 な ど ）、 介 護 情 報 （ 要 介 護 度 ・ 障 害 介 護 老 人

自 立 度 ・ 在 宅 療 養 期 間 ・ 介 護 者 の 有 無 な ど ）、 在 宅

サ ー ビ ス 利 用 状 況 （ 在 宅 サ ー ビ ス の 種 類 ・ 頻 度 ・ 内

容 な ど ） で 構 成 さ れ る 。 評 価 尺 度 と し て 、 機 能 的 自

立 度 評 価 （ F I M ）（ G . J . I . M . K e m p e n , 1 9 9 6 ； 江 藤 ，

1 9 9 9 ）、 認 知 機 能 評 価 （ M i n i - M e n t a l  S t a t e  

E x a m i n a t i o n :  M M S E ）（ M a r s h a l  F.  F l o s t e i n , 1 9 7 5 ；

江 藤 ，1 9 9 9 ）、う つ 評 価（ G e r i a t r i c  D e p r e s s i o n  S c a l e :  

G D S - 1 5 ）（ G . J . I . M . K e m p e n , 1 9 9 6 ； 江 藤 ， 1 9 9 9 ）、

の 日 本 語 版 を 用 い た 。 ま た 、 サ ー ビ ス 報 酬 単 位 は サ

ー ビ ス の 種 類 、 要 介 護 認 定 区 分 、 サ ー ビ ス 提 供 時 間

に よ っ て 複 雑 に 設 定 さ れ て い る た め 、 平 成 1 5 年 4

月 改 正 の 介 護 報 酬 表 を 用 い 、 サ ー ビ ス 報 酬 単 位 を 設

定 し 、 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 を 算 出 し た 。  

 

4 . 2 . 4  評 価 基 準  

1 ） F I M ： セ ル フ ケ ア （ 食 事 ・ 整 容 ・ 清 拭 ・ 更 衣 ・

 ト イ レ 動 作 ）、 排 泄 コ ン ト ロ ー ル 、 移 乗 、 移 動 、

 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 、 社 会 的 認 知 の 1 8 項 目 か ら
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 な り 、 各 項 目 1 ～ 7 点 で 評 価 し 、 項 目 別 は 6 点  以

 上 を 自 立 と し 、 総 得 点 で は 1 0 8 点 以 上 を 自 立 と し

 た 。  

2 ） M M S E ： 日 時 、 場 所 、 物 品 名 、 計 算 、 記 名 力 、

 判 断 力 、 指 示 の 理 解 、 図 形 の 理 解 な ど 3 0 項 目 か  

 ら な り 、 0 ～ 1 点 の 2 段 階 で 評 価 し 、 2 4 点 未 満 を

 認 知 機 能 低 下 と し た 。  

3 ） G D S - 1 5 ：「 は い ／ い い え 」 で 回 答 す る 1 5 項 目 質

 問 か ら な り 、 6 点 以 上 を う つ 傾 向 あ り と し た 。  

 

4 . 2 . 5  サ ー ビ ス 報 酬 単 位  

1 ） 訪 問 介 護 ： 身 体 介 護 中 心 4 0 2 単 位 、 生 活 援 助  

 中 心 の 場 合 3 7 4 単 位  

2 ） 訪 問 看 護 ： 看 護 提 供 時 間 3 0 分 未 満 の 場 合 4 2 5  

 単 位 、 3 0 分 以 上 1 時 間 未 満 の 場 合 8 3 0 単 位  

3 ） 訪 問 入 浴 介 護 ： 1 , 2 5 0 単 位  

4 ） 通 所 介 護 ： 要 支 援 の 場 合 4 8 2 単 位 、 要 介 護 １ ・

 ２  の 場 合 6 1 4 単 位 、要 介 護 ３ ・ ４ ・ ５ の 場 合 9 0 3

 単 位 と し 、送 迎 加 算 4 7 単 位 、入 浴 加 算 4 4 単 位（ 要

 支 援 ・ 要 介 護 １ ・ ２ ）、 4 7 単 位 （ 要 介 護 ３ ・ ４ ・

 を そ れ ぞ れ 加 算  

5 ） 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ： 要 支 援 の 場 合 5 6 3 単

 位 、要 介 護 １ ・２ の 場 合 6 9 9 単 位 、要 介 護 ３ ・４ ・

 ５ の 場 合 9 7 2 単 位 と し 、 送 迎 加 算 4 7 単 位 、 入 浴
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 加 算 （ 要 支 援 ・ 要 介 護 １ ・ ２ ）、 4 7 単 位 （ 要 介 護

 ３ ・ ４ ・ ５ ） を そ れ ぞ れ 加 算  

 

4 . 2 . 6  在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率  

 月 当 た り の 在 宅 サ ー ビ ス 別 の 単 位 数 と 利 用 回 数

か ら 算 出 し た 1 カ 月 当 た り の 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 単 位

数 を 介 護 給 付 費 上 限 単 位 数 （ 月 当 た り ） で 除 し て 、

百 分 率 で 示 し た 。  

 

4 . 2 . 7  統 計 学 的 解 析 方 法  

 カ テ ゴ リ ー 変 数 の 分 布 の 差 に つ い て は χ 2 検 定 ま

た は F i s h e r の 直 接 確 率 計 算 法 を 用 い 、 独 立 し た 2

群 間 の 順 序 尺 度 の 差 の 検 定 に つ い て は

M a n n - W h i t n e y の Ｕ 検 定 を 、 対 応 の あ る 2 群 間 の 順

序 尺 度 の 差 に つ い て は W i l c o x o n の 符 号 付 き 順 位 検

定 を 行 っ た 。 危 険 率 5 ％ 未 満 を 有 意 差 あ り と し た 。

A D L 変 化 に 対 す る 関 連 要 因 の 分 析 に 関 し て は 、多 重

ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 を 行 っ た 。  

 

4 . 3  倫 理 的 配 慮  

 本 研 究 に お け る 調 査 で は 、 研 究 者 の 所 属 機 関 よ り

対 象 者 が 契 約 し て い る 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 並 び に

介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 の 経 営 母 体 の 責 任 者 に 研 究 調

査 協 力 を 依 頼 し 、 個 人 情 報 保 護 お よ び 守 秘 に 関 す る
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誓 約 受 諾 の 基 に 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 並 び に 介 護 サ

ー ビ ス 事 業 所 を 通 じ て 、 対 象 者 お よ び 家 族 に 研 究 の

趣 旨 と 研 究 結 果 の 使 用 用 途 に つ い て 説 明 す る と 共

に 、 調 査 を 拒 否 し て も 不 利 益 の な い こ と を に つ い て

文 書 を 指 示 し な が ら 説 明 し 、 書 面 で 同 意 を 得 て 調 査

を 実 施 し た 。  

 

4 . 4  研 究 結 果  

 

4 . 4 . 1  対 象 者 の 特 性  

 ベ ー ス ラ イ ン 調 査 の 対 象 者 は 6 0 人 で 、 追 跡 可 能

で あ っ た の は 5 4 人 で あ り 、 そ れ ぞ れ の 特 性 を 表 1

に 示 し た 。 追 跡 対 象 者 5 4 人 と 未 追 跡 者 6 人 の 基 本

特 性 に は 、 有 意 な 差 は 認 め ら れ な か っ た 。 未 追 跡 者

の 要 介 護 度 は 、い ず れ も 要 支 援 か ら 要 介 護 2 で あ り 、

重 傷 者 が 選 択 的 に 脱 落 し た わ け で は な か っ た 。 ま た 、

対 象 者 の 主 病 名 ・ 副 病 名 は 、 脳 血 管 疾 患 、 骨 ・ 筋 関

節 疾 患 が 大 部 分 を 占 め て お り 、 難 病 患 者 は い な か っ

た 。 追 跡 可 能 で あ っ た 対 象 者 の 平 均 年 齢 は 7 8 . 7（ ±

8 . 5 ） 歳 で 、 女 性 が 3 2 人 （ 5 9 . 3 ％ ） で あ っ た 。 要 介

護 度 別 人 数 は 、 要 支 援 か ら 要 介 護 2 の 該 当 者 が 3 3

人 （ 6 1 . 1 ％ ） で 、 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 は 4 2 . 5 （ ±

2 3 . 7 ） ％ 、 F I M 得 点 は 8 3 . 6（ ± 3 6 . 4 ） で あ っ た 。 在

宅 期 間 に つ い て は 、 最 終 入 院 の 退 院 日 か ら 、 入 院 暦
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が な い 場 合 は 初 回 の 要 介 護 認 定 日 か ら の 期 間 を 調

査 し た 。 結 果 、 0 ～ 1 か 月 （ 2 人 、 3 . 7 ％ ）、 1 ～ 3 か

月 （ 6 人 、 1 1 . 1 ％ ）、 3 ～ 6 か 月 （ 3 人 、 5 . 6 ％ ）、 6 ～ 9

か 月 （ 0 人 、 0 ％ ）、 ９ ～ 1 2 か 月 （ 7 人 、 1 3 . 0 ％ ） 1

～ 3 年 （ 2 2 人 、 4 0 . 7 ％ ）、 3 年 以 上 （ 1 4 人 、 2 5 . 9 ％ ）

で あ っ た 。 中 央 値 に 最 も 近 い 1 2 か 月 を カ ッ ト オ フ

ポ イ ン ト と し た 。  

 

4 . 4 . 2  在 宅 サ ー ビ ス 利 用 状 況  

 追 跡 調 査 可 能 で あ っ た 5 4 人 の 在 宅 サ ー ビ ス 利 用

状 況 は 、 介 護 報 酬 単 位 が 高 く 、 不 定 期 に 利 用 す る サ

ー ビ ス で あ る 短 期 入 所 介 護 ・ 短 期 入 所 療 養 介 護 を 除

く 在 宅 サ ー ビ ス に つ い て 利 用 の 有 無 を 調 査 し た が 、

本 研 究 で は 、 高 齢 者 の 身 体 機 能 に 影 響 の あ る サ ー ビ

ス と し て 訪 問 看 護 と 通 所 サ ー ビ ス を 取 り 上 げ た 。 訪

問 看 護 利 用 者 2 5 人 、 通 所 サ ー ビ ス 利 用 者 3 2 人 で 、

重 複 利 用 者 7 人 で あ っ た 。日 常 生 活 用 具 や 住 宅 改 修

の み の 利 用 者 は 4 人 で あ っ た 。  

 未 追 跡 者 6 人 の 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 状 況 は 、 訪 問 看

護 利 用 者 2 人 、 通 所 サ ー ビ ス 利 用 者 2 人 、 日 常 生 活

用 具 や 住 宅 改 修 の み の 利 用 者 2 人 で 、重 複 利 用 者 は

み ら れ な か っ た 。  
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4 . 4 . 3  A D L の 変 化 の 関 連 要 因  

 ベ ー ス ラ イ ン 調 査 の 対 象 と な っ た 6 0 人 の う ち 、

追 跡 調 査 が 可 能 で あ っ た の は 5 4 人 で あ り 、 そ れ ぞ

れ の 特 性 を 表 1 に 示 し た 。 追 跡 調 査 対 象 者 5 4 人 と

未 追 跡 者 6 人 の 基 本 特 性 に は 、有 意 な 差 は 認 め ら れ

な か っ た 。 未 追 跡 者 6 人 の 要 介 護 度 は 、 要 支 援 か ら

要 介 護 2 で あ り 、重 症 者 が 選 択 的 に 脱 落 し た わ け で

は な か っ た 。 ま た 、 対 象 者 の 主 病 名 ・ 副 病 名 は 、 脳

血 管 疾 患 、 骨 ・ 筋 関 節 疾 患 が 大 部 分 を 占 め 解 析 の 結

果 、 疾 患 に よ る 日 常 生 活 動 作 、 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率

へ の 影 響 は 見 ら れ な か っ た 。 追 跡 調 査 可 能 で あ っ た

5 4 人 ベ ー ス ラ イ ン 調 査 か ら 平 均 1 1 2（ ± 2 2 . 2 ） 日 後

の 追 跡 調 査 時 点 の F I M 得 点 は 、 8 3 . 6（ ± 3 6 . 4 ） か ら

8 1 . 7 （ ± 3 7 . 4 ） で 有 意 に 低 下 し て い た 。（ W i l c o x o n

の 符 号 付 順 位 検 定 、ｐ ＜ 0 . 0 5 ）ま た 、追 跡 調 査 の F I M

得 点 が ベ ー ス ラ イ ン の 調 査 に 比 較 し て 維 持 ・ 向 上 し

た 者 は 3 9 人 、F I M 得 点 が 低 下 し た 対 象 者 は 1 5 人 で

あ っ た 。F I M 得 点 の 変 化 に よ り 2 群 に 分 け た 結 果 を

表 2 に 示 し た 。 両 群 間 に 年 齢 、 性 別 、 要 介 護 度 な ど

の 基 本 特 性 に 差 は 見 ら れ な か っ た 。 在 宅 サ ー ビ ス 利

用 率 は 維 持 ・ 向 上 群 が 4 6 . 0（ ± 2 4 . 4 ） ％ で 、 低 下 群

が 3 3 . 6（ ± 1 8 . 9 ） ％ で あ っ た が 、 有 意 な 差 で は な か

っ た 。  

 そ こ で 、 全 国 の 介 護 サ ー ビ ス 全 体 の 利 用 率 が 平 均
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4 5 . 8 ％ （ 2 0 0 3 年 6 月 審 査 分 ） で あ っ た こ と 、 調 査

対 象 者 5 4 人 の 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 が 平 均 4 2 . 5 ％

（ 最 小 値 － 最 大 値 ： 0 ％ － 9 8 . 3 ％ ） で 、 度 数 分 布 が

3 0 ‐ 4 0 ％ と 7 0 ％ に ピ ー ク を 有 す る ２ 峰 性 で あ っ た

（ 図 1 ） こ と か ら 、 6 0 ％ を 基 準 に 2 群 に 分 け て 分 析

を 行 い 、結 果 を 表 3 に 示 し た 。6 0 ％ 以 上 利 用 群 は 1 1

人 で 、 6 0 ％ 未 満 利 用 群 と 比 較 し た と こ ろ 、 6 0 ％ 以 上

利 用 群 で は 1 1 人 全 員 の F I M 得 点 が 維 持 ・ 改 善 さ れ

て お り 、 6 0 ％ 未 満 群 の 4 3 人 中 2 8 人 （ 6 5 . 1 ％ ） に 比

較 し て 、 有 意 に 維 持 向 上 し た 者 が 多 か っ た 。 ま た 、

6 0 ％ 以 上 利 用 群 は 全 員 が 訪 問 看 護 を 利 用 し て い た 。

一 方 、 6 0 ％ 以 上 利 用 群 に 比 較 し て 、 6 0 ％ 未 満 利 用 群

に 通 所 サ ー ビ ス 利 用 者 が 有 意 に 多 く み ら れ た 。 ベ ー

ス ラ イ ン 調 査 時 の G D S - 1 5 得 点 は 、 6 0 ％ 以 上 利 用 群

で 有 意 に 高 か っ た 。 追 跡 調 査 時 の G D S - 1 5 得 点 は 、

6 0 ％ 以 上 利 用 群 5 . 1 （ ± 3 . 7 ）、 6 0 ％ 未 満 利 用 群 3 . 3

（ ± 2 . 7 ） で あ り 、 有 意 差 を 認 め な か っ た 。 年 齢 、 性

別 、介 護 者 の 有 無 、要 介 護 度 、障 害 老 人 自 立 度 、M M S E

の 結 果 に は 2 群 間 に 有 意 な 差 は 認 め ら れ な か っ た 。 

 A D L 低 下 に 関 す る 要 因 を 分 析 す る た め に 、強 制 投

入 法 に よ る ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 投 入

項 目 は 、「 年 齢 」「 性 別 」「 障 害 老 人 自 立 度（ J ～ A = 0 , B

～ C = 1 ）、「 在 宅 期 間（ 1 年 未 満 = 1 , 1 年 以 上 = 0 ）」、「 在

宅 サ ー ビ ス 利 用 率（ ％ で 投 入 ）」、「 F I M（ ベ ー ス ラ イ
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ン 時 の 得 点 を 投 入 ）」、「訪 問 看 護 利 用（ 有 = 1 , 無 = 0 ）」、

「 通 所 サ ー ビ ス 利 用 （ 有 = 1 , 無 = 0 ）」 で あ り 、 結 果 を

表 4 に 示 し た 。ま た 、在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 は F I M 得

点 の 維 持 ・ 向 上 と の 間 に 回 帰 性 が 認 め ら れ た た め 、

利 用 率 を 投 入 し た（ S p e a r m a n の 順 位 相 関 , r s = 0 . 2 5 3 ,

ｐ ＜ 0 . 0 5 ）。 分 析 の 結 果 、「 在 宅 期 間 1 年 未 満 」 が オ

ッ ズ 比 5 . 9 と A D L 低 下 と 高 い 関 連 性 を 示 し 、「 在 宅

サ ー ビ ス 利 用 率 」 は 1 ％ 上 昇 す る ご と に オ ッ ズ 比

0 . 9 6 と 維 持 向 上 に 寄 与 し て い た 。  

 

4 . 5  考 察  

 対 象 者 の 平 均 年 齢 は 、 男 性 7 7 . 4 歳 、 女 性 7 8 . 7 歳

で 、7 5 歳 以 上 の 後 期 高 齢 者 の 占 め る 割 合 が 高 か っ た 。

対 象 者 の 居 住 地 域 の 高 齢 化 率 は 1 9 . 7 ％ （ 2 0 0 2 年 ）

で 、 全 国 の 高 齢 化 率 1 8 . 5 ％ （ 2 0 0 2 年 ） と 比 較 し て

全 国 平 均 的 な 値 で あ る 。 2 0 0 3 年 6 月 の 時 点 で の 要

介 護 認 定 者 の う ち 、要 支 援 か ら 要 介 護 2 の 軽 度 の 要

介 護 者 の 占 め る 割 合 は 、 全 国 ： 6 3 . 4 ％ 、 茨 城 県 ：

5 6 . 5 ％ 、 本 調 査 対 象 者 （ 5 4 人 ）： 5 9 . 3 ％ で あ り 要 介

護 度 別 比 率 は 類 似 し て い た 。  

 追 跡 調 査 可 能 で あ っ た 5 4 人 の F I M 得 点 は 、 追 跡

調 査 時 に ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時 よ り 有 意 に 低 下 し て

い た が 、 表 １ に 示 し た 対 象 者 の 特 性 よ り 、 未 追 跡 者

の 偏 り が 結 果 に 与 え た 影 響 は 少 な い と 考 え ら れ た 。
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ま た 、 表 の 2 の 結 果 か ら 、 F I M 得 点 の 維 持 ・ 向 上 群

と 低 下 群 の ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時 点 の 特 性 に 有 意 差

が 見 ら れ な か っ た こ と か ら 、 年 齢 や A D L な ど 基 線

調 査 時 の 対 象 者 の 状 態 が F I M 得 点 の 変 化 に 影 響 し

た 可 能 性 は 低 い も の と 思 わ れ た 。  

 そ こ で 、 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 の A D L の 変 化 へ の 影

響 を 検 討 す る た め に 、 対 象 者 5 4 人 を 在 宅 サ ー ビ ス

利 用 率 に よ り 6 0 ％ 以 上 利 用 群 （ 1 1 人 ） と 6 0 ％ 未 満

利 用 群 （ 4 3 人 ） で 比 較 し た 結 果 、 6 0 ％ 以 上 利 用 群

は 全 員 の F I M 得 点 が 維 持 ・ 改 善 さ れ て お り 、ま た 全

員 が 訪 問 看 護 を 利 用 し て い た 。 6 0 ％ 未 満 利 用 群 で は 、

F I M 得 点 が 維 持・改 善 さ れ て い た の は 2 8 人（ 6 5 . 1 ％ ）

で あ り 、 3 0 人 （ 6 9 . 7 ％ ） が 通 所 サ ー ビ ス 利 用 者 で 、

訪 問 看 護 の 利 用 は 1 4 人（ 3 2 . 5 ％ ）で あ っ た 。 6 割 以

上 の サ ー ビ ス 利 用 が 、A D L の 維 持 に 有 効 で あ る こ と

が 示 唆 さ れ た 。  

 そ こ で 、A D L 変 化 に 影 響 す る 関 連 要 因 を 検 討 す る

た め に 、 多 重 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 を お こ な っ た

と こ ろ 、 F I M 得 点 の 低 下 に 有 意 に 関 連 す る 要 因 は 、

「 在 宅 期 間 1 年 未 満 」 と 「 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 」 で

あ っ た （ 表 4 ）。 こ れ ら の 結 果 か ら 、 病 院 療 養 か ら 在

宅 療 養 に 移 行 し て 間 も な い 時 期 は 、 病 状 は 安 定 し て

い て も 、 体 力 の 回 復 が 不 十 分 と 考 え ら れ 、 家 族 の 過

度 な 介 護 に よ っ て 身 体 能 力 の 回 復 遅 延 が 考 え ら れ
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る こ と や 、 在 宅 で 介 護 が 必 要 と な っ て か ら 間 も な い

時 期 は 、 高 齢 者 の 身 体 的 自 立 度 が 急 激 に 悪 化 し な い

限 り 、 高 齢 者 自 身 や 家 族 が サ ー ビ ス 利 用 を 希 望 せ ず 、

悪 化 が 顕 に な っ て い か ら 家 族 介 護 で は 困 難 と な り

サ ー ビ ス 利 用 に 結 び つ く こ と も 考 え ら れ た 。 こ れ に

対 し て 、 在 宅 療 養 を 長 期 間 継 続 し て い る 高 齢 者 ・ 家

族 は 、 サ ー ビ ス の 利 用 に 対 す る 抵 抗 感 が 減 少 し 、 家

族 介 護 と サ ー ビ ス 利 用 の 双 方 を 有 効 に 活 用 し 、 介 護

と 家 族 の 生 活 を 安 定 し た 状 態 に し て い る と 考 え ら

れ た （ 小 澤 , 2 0 0 6 ； 倉 澤 , 2 0 0 7 ； 新 鞍 , 2 0 0 8 ）。 す な わ

ち 在 宅 期 間 が 短 い 者 は 、 要 介 護 状 態 の 長 い 者 に 比 較

し て 身 体 の 機 能 的 自 立 度 が 低 下 し や す い 状 態 に あ

る こ と 、 更 に 投 入 さ れ た 在 宅 サ ー ビ ス の 種 類 ・ 利 用

頻 度 が 少 な い 場 合 に は 、 日 常 生 活 動 作 能 力 が 低 下 す

る 可 能 性 が 高 い 事 が 示 唆 さ れ た 。  

 本 研 究 で は 在 宅 期 間 を 、 中 央 値 の 最 も 近 い 1 年 未

満 を カ ッ ト オ フ ポ イ ン ト し た 。 1 年 未 満 の 在 宅 療 養

期 間 は 、 1 ヶ 月 未 満 、 1 ～ 3 か 月 未 満 、 3 ～ 6 か 月 未

満 、 6 ～ 9 か 月 未 満 、 9 ～ 1 2 か 月 未 満 に 区 分 し 調 査 を

行 っ た た め 詳 細 な 分 析 は で き な か っ た 。  

A D L 変 化 と 在 宅 期 間 と の 関 連 性 に つ い て は 在 宅

期 間 が 短 い 者 は 、 要 介 護 状 態 の 期 間 の 長 い 者 に 比 較

し て 、 疾 病 に よ る 入 院 治 療 後 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

期 や 、 疾 病 の 急 性 期 を 脱 し た 体 力 低 下 期 に あ り 、 身
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体 の 機 能 自 立 度 が 低 下 し や す い 状 況 に あ る こ と 。 ま

た 、 入 院 既 往 が な く 在 宅 で 介 護 状 態 と な っ た 場 合 、

家 族 や 介 護 者 の 介 護 内 容 や 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 の 有

無 に よ っ て 身 体 の 機 能 的 自 立 度 が 左 右 さ れ や す い

状 態 に あ る こ と な ど が 考 え ら れ 、A D L 低 下 者 の 在 宅

サ ー ビ ス 利 用 率 が 低 い こ と は 、 病 状 の 変 化 の 結 果 と

し て 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 が 低 く な っ た と も 考 え ら

れ る こ と 。 ま た 、 経 済 的 な 質 問 項 目 と し て 、 サ ー ビ

ス 利 用 料 （ 自 己 負 担 ） を 誰 が 支 払 っ て い る か を 調 査

項 目 に 入 れ て お り 、 高 齢 者 自 身 の 年 金 か ら 支 払 っ て

い る 者 が あ っ た こ と か ら 、 経 済 的 理 由 に よ っ て 、 サ

ー ビ ス 利 用 率 が 低 く な っ た こ と も 考 え ら れ 、 今 後 の

検 討 課 題 と 思 わ れ る 。  

 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 の 結 果 で は 、A D L 変 化 と

訪 問 看 護 の 利 用 の と の 間 に 関 連 性 は 見 ら れ な か っ

た 。 こ の 理 由 は 、 訪 問 看 護 の 1 時 間 当 た り の 報 酬 単

価 が 高 く 、 訪 問 看 護 と 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 と の 間 に

強 い 関 連 を 認 め た （ S p e a r m a n 順 位 相 関 ,  r s = 0 . 6 0 2 ,  

p < 0 . 0 1 ） た め と 推 測 さ れ る 。 実 際 に ベ ー ス ラ イ ン 調

査 に お け る 訪 問 看 護 利 用 者 の 平 均 在 宅 サ ー ビ ス 利

用 率 は 5 9 . 6（ ± 2 4 . 3 ） ％ で 、 訪 問 看 護 を 利 用 し て い

な い 者 の 平 均 サ ー ビ ス 利 用 率 の 2 9 . 6（ ± 1 4 . 3 ） ％ に

比 較 し て 有 意 に 高 か っ た （ ｐ ＜ 0 . 0 0 1 ）。 こ れ は 、 訪

問 看 護 利 用 者 が 訪 問 介 護 や 訪 問 入 浴 介 護 を 併 用 し
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て 利 用 し て い た こ と ま た 、「 看 護 職 は 、 ケ ア マ ネ ジ

メ ン ト に お い て 他 の 職 種 に 比 較 し て 説 明 ・ 同 意 の 実

施 率 が 有 意 に 高 く 、 訪 問 看 護 ・ 通 所 介 護 ・ 通 所 リ ハ

ビ リ テ ー シ ョ ン を 幅 広 く 利 用 者 に 提 供 し て い る 。」

（ 島 内 , 2 0 0 5 ） と 述 べ て い る こ と か ら 、 訪 問 看 護 の

利 用 が 介 護 サ ー ビ ス 調 整 機 能 、 す な わ ち 訪 問 看 護 師

が マ ネ ジ メ ン ト 機 能 を 果 た し た 結 果 、 十 分 な サ ー ビ

ス の 種 類 と 頻 度 を 導 入 で き た 可 能 性 も あ る と 思 わ

れ る 。  

 要 介 護 度 別 に 見 た サ ー ビ ス 利 用 率 の 全 国 平 均 を

見 る と 、要 介 護 1 が 最 も 低 く 3 5 . 7 ％ 、つ い で 要 介 護

2 の 4 4 . 3 ％ で あ り 、 要 介 護 状 態 が 低 い ほ ど 、 よ り 介

護 認 定 が サ ー ビ ス 利 用 に 結 び つ い て い な い こ と を

示 し て い る 。 本 研 究 の 結 果 は 、 ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時

の 要 介 護 度 や F I M 得 点 と A D L 低 下 と の 関 連 性 を 認

め な か っ た が 、 在 宅 療 養 開 始 早 期 か ら 十 分 な 種 類 と

頻 度 の サ ー ビ ス を 導 入 す る 事 に よ り 、 重 症 化 を 防 げ

る 可 能 性 に つ い て 今 後 更 に 検 討 す る こ と が 重 要 と

思 わ れ る 。  

 A D L 維 持 向 上 に 望 ま れ る 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 の 種

類 と 頻 度 に 関 し て は 、 本 研 究 の 対 象 者 数 か ら 明 言 を

避 け る べ き と 思 う 。 し か し 、 本 研 究 に お い て 、 利 用

率 が 6 0 ％ 以 上 で あ っ た 高 齢 者 は 、 全 員 A D L が 低 下

し な か っ た こ と か ら 6 0 ％ 以 上 の 利 用 は 目 標 と し て
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掲 げ て よ い か も し れ な い 。 ま た 、 訪 問 看 護 と 通 所 系

サ ー ビ ス の 重 複 利 用 者 は 少 な く 、 訪 問 看 護 を 利 用 し

て い な い 場 合 サ ー ビ ス 利 用 率 が 低 か っ た こ と か ら 、

訪 問 看 護 を 軸 に 種 々 の サ ー ビ ス を 組 み 合 わ せ た 利

用 が 有 効 で あ る か も し れ な い 。 こ の 検 証 に は よ り 大

規 模 の 調 査 が 必 要 と 思 わ れ る 。  

 

4 . 6  小 括  

 在 宅 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 要 介 護 高 齢 者 の 日

常 生 活 動 作 能 力 と 関 連 性 の あ る 要 因 に つ い て 追 跡

調 査 を 行 っ た 。 在 宅 期 間 が 短 い 者 は 、 長 い 者 に 比 較

し て 身 体 の 機 能 的 自 立 度 が 低 下 し や す い 状 態 に あ

り 、 投 入 さ れ た 在 宅 サ ー ビ ス の 種 類 や 利 用 頻 度 が 少

な い 場 合 日 常 生 活 動 作 能 力 が 低 下 す る 可 能 性 が 高

い こ と が 示 唆 さ れ た 。 要 介 護 状 態 と な っ た 早 期 に 、

十 分 な 種 類 と 頻 度 の 在 宅 サ ー ビ ス を 投 入 す る こ と

が A D L の 維 持 ・ 向 上 に 有 効 で あ る と 考 え ら れ た 。  



表１ 対象者の特性

追跡調査対象者（ｎ=54） 未追跡者（ｎ=6） p　値

年　齢 Mean（SD) 78.7（8.5） 82.3（4.3） 0.917

性　別 男性 40.7 50

女性 59.3 50

要介護度　     要支援～要介護2 61.1 100

要介護3～要介護5 38.9 0

障害老人自立度      J～A 63 66.7

B～C 37 33.3

在宅期間      1年未満 33.3 16.7

1年以上 66.7 83.3

在宅サービス利用率 ％（SD) 42.5(23.7) 48.1(34.0) 0.640

介護者 あり 85.2 100

なし 14.8 0

FIM （基線） Mean（SD) 83.6(36.4) 85.8(28.7) 0.912

MMSE　(1)　（基線） Mean（SD) 19.6（8.3） 20.0(2.3) 0.430

GDS-15 (1)　（基線） Mean（SD) 4.2（3.0） 4.5(1.6) 0.393

訪問看護 利用あり 44.4 33.3 0.681

通所サービス 利用あり 61.1 33.3 0.388

％またはMean(SD)　(1)：欠損値あり　χ２検定，Mann-WhitneyのU 検定

0.585

項　　　　　　　目

0.686

0.072

1.000

0.645
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表２ FIM維持・向上群とFIM低下群のベースライン調査時点での比較　

FIM維持・向上群　（n=39）    FIM低下群 （n=15） p値

年齢 Mean(SD) 78.1（8.6） 80.7(7.1) 0.701

性別 男性 41 40

女性 59 60

要介護度 要支援～要介護2 56.4 53.3

要介護3～要介護5 43.6 46.7

障害老人自立度 J～A 64.1 53.3

B～C 35.9 46.7

在宅期間 1年未満 28.2 46.7

1年以上 71.8 53.3

介護者 あり 79.5 100

なし 20.5 0

在宅サービス利用率 ％(SD) 46.0(24.4) 33.6(18.9) 0.065

FIM Mean(SD) 88.2(37.3) 64.9(33.1) 0.139

MMSE　(1) Mean(SD) 20.4(8.3) 16.8(9.2) 0.144

GDS-15　(1) Mean(SD) 3.4(3.1) 4.4(2.6) 0.250

訪問看護 利用あり 51.3 33.3 0.362

通所サービス 利用あり 48.7 73.3 0.230
％またはMean(SD)　(1)：欠損値あり　χ２検定，Mann-WhitneyのU 検定

0.089

項　　　　　　　目

0.945

0.839

0.467

0.197
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表３ 在宅介護サービス利用状況別にみたベースライン調査時の状況とＦＩＭの変化

年齢　 歳 81.2 (6.4) 78.0 (9.3) 0.258

性別　 男性 5 (41.0) 17 (42.0)

女性 6 (59.0) 26 (58.0)

要介護度　　　 要支援～要介護2 4 (36.4) 26 (60.5)

要介護3～要介護5 7 (63.6) 17 (39.5)

障害老人自立度　 Ｊ～Ａ 4 (36.4) 29 (67.4)

Ｂ～C 7 (63.6) 14 (32.5)

在宅期間 1年未満 6 (54.5) 12 (27.9)

1年以上 5 (45.5) 31 (72.1)

介護者 あり 3 (27.3) 8 (18.6)

なし 7 (62.7) 35 (81.4)

在宅サービス利用率 ％ 80.4 (9.7) 33.2 (14.4) 0.036

訪問看護の利用 利用あり 11 (100.0) 14 (32.5) 0.000

通所サービスの利用 利用あり 2 (18.2) 30 (69.7) 0.004

ＦＩＭの変化 維持・向上 11 (100.0) 28 (65.1)

低下 0 (0.0) 15 (34.9)

ＦＩＭの変化
（ベースライン調査－追跡調査） 点 -0.64 (2.1） 2.5 (7.6) 0.022

ＦＩＭ　（ベースライン調査時） 点 73.5 (46.0) 86.1 (35.3) 0.652

MMSE（1）　（ベースライン調査時） 点 18.5 (8.4) 20.3 (8.8) 0.390

GDS-15（1）　（ベースライン調査時） 点 6.0 (3.4) 3.6 (2.9) 0.027
人数（％）またはMean(SD)　(1)：欠損値あり　χ２検定，Mann-WhitneyのU 検定

0.085

0.150

0.337

0.024

項　　　目 60％以上利用群（ｎ＝11） 60％未満利用群（ｎ＝43） ｐ値

0.743

0.186
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表４ FIM得点の低下に関わる要因分析

在宅期間1年未満 5.95 1.04-33.89 0.05

介護サービス利用率（％） 0.96 0.92-1.00 0.05
n=54 　多重ロジスティック回帰分析 (強制投入法）

投入変数：年齢、性別、障害老人自立度、在宅期間1年未満、介護サービス利用率、FIM（ベースライン）、

　　　　　　 訪問看護利用の有無、通所サービス利用の有無

Hosmer & Lemeslow χ２=8.57　（d.f.=8), p=0.38

項　　　目 オッズ比 95％信頼区間 p値
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平均値＝42.54
標準偏差＝23.517
度数＝54

平均値＝42.8
標準偏差＝23.449
度数＝54

39

a利用率：基線調査時点の在宅サービス利用率の分布 b利用率：追跡調査時点の在宅サービス利用率の分布

図１　在宅要介護高齢者54人の在宅サービス利用率の分布
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第 ５ 章  軽 度 の 介 護 を 必 要 と す る 在 宅 高 齢 者

に お け る 日 常 生 活 動 作 項 目 別 変 化 と 在 宅 サ ー

ビ ス 利 用  

 

5 . 1  研 究 の 目 的  

 在 宅 要 介 護 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 能 力

（ A c t i v i t i e s  o f  D a i l y  L i v i n g :  A D L ） を 縦 断 的 に 調

査 し た 研 究 に お い て 、A D L の 変 化 に 関 連 す る 要 因 の

分 析 を 行 い 、「 在 宅 期 間 1 年 未 満 」 と 「 在 宅 サ ー ビ

ス 利 用 率 」 が そ れ ぞ れ 独 立 し て A D L の 変 化 と 有 意

に 関 連 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 そ の 結 果 、 病 院

か ら 在 宅 介 護 に 移 行 、 あ る い は 在 宅 要 介 護 状 態 と な

っ た 早 期 に 、 日 常 生 活 動 作 能 力 の 維 持 ・ 向 上 に 十 分

な サ ー ビ ス の 種 類 と 利 用 頻 度 を 投 入 す る こ と が

A D L の 維 持 ・ 向 上 に 有 効 性 が 考 え ら れ た 。 し か し 、

こ の 研 究 の 対 象 者 に は 中 等 度 か ら 重 度 要 介 護 高 齢

者 を 含 ん で お り 、 軽 度 要 介 護 高 齢 者 に 絞 っ た 調 査 が

必 要 で あ る と 考 え た 。  

 平 成 1 8 年 4 月 施 行 の 改 正 介 護 保 険 法 で は 介 護 予

防 給 付 が 新 設 さ れ 、 要 介 護 状 態 に 移 行 す る 危 険 性 の

高 い 高 齢 者 の 運 動 器 の 機 能 向 上 を 目 的 と し た 給 付

内 容 と な っ た 。 そ こ で 本 研 究 で は 、 在 宅 サ ー ビ ス を

利 用 し て い る 軽 度 の 要 介 護 高 齢 者 を 対 象 に 、 日 常 生

活 動 作 能 力 の 中 で 低 下 の 危 険 性 の 高 い 項 目 を 明 ら
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か に し 、 生 活 機 能 維 持 に 有 効 な 在 宅 サ ー ビ ス 内 容 に

つ い て 考 察 す る こ と を 目 的 と し た 。  

 

5 . 2  研 究 方 法  

 

5 . 2 . 1  対 象 者  

 茨 城 県 K 医 師 会 （ 3 市 を 管 轄 、 人 口 1 2 万 4 千 人 ）

地 区 の 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 な ら び に 介 護 サ ー ビ ス

事 業 所 （ 4 事 業 所 ） の 利 用 契 約 者 の う ち 、 在 宅 サ ー

ビ ス を 利 用 し 、 調 査 に 承 諾 が 得 ら れ 、 か つ 調 査 が 可

能 で あ っ た 5 4 人 で 、 そ の う ち ベ ー ス ラ イ ン 調 査 の

要 介 護 度 が 要 支 援 か ら 要 介 護 ２ に 該 当 し た 在 宅 高

齢 者 3 2 人 （ 5 9 . 3 ％ ） を 解 析 対 象 と し た 。  

 

5 . 2 . 2  調 査 方 法  

 質 問 紙 を 用 い た 個 別 訪 問 調 査 を 、 ベ ー ス ラ イ ン 調

査 ・ 追 跡 調 査 の 2 回 実 施 し た 。 対 象 者 本 人 お よ び 家

族 に 面 接 し 、 口 頭 で 質 問 調 査 お よ び 動 作 観 察 を 行 っ

た 。 調 査 紙 の 構 成 は 、 基 本 情 報 （ 身 体 状 況 、 介 護 状

況 、 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 状 況 ） と 日 常 生 活 機 能 評 価 か

ら 成 っ て い る 。 在 宅 期 間 は 、 ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時 点

で の 最 終 入 院 の 退 院 日 か ら の 期 間 と し 、 入 院 歴 が な

い 場 合 は 、 初 回 の 要 介 護 認 定 日 か ら の 期 間 と し た 。 
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5 . 2 . 3  調 査 期 間  

 2 0 0 2 年 1 0 月 か ら 2 0 0 3 年 6 月  

 

5 . 2 . 4  評 価 尺 度  

 評 価 尺 度 は 以 下 の 日 本 語 版 を 用 い た 。  

 1 ) 機 能 的 自 立 度 評 価 （ F u n c t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  

M e a s u r e :  F I M ）： セ ル フ ケ ア （ 食 事 ・ 整 容 ・ 清 拭 ・

更 衣 ・ ト イ レ 動 作 ）、 排 泄 コ ン ト ロ ー ル 、 移 乗 、 移

動 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 、 社 会 的 認 知 の 1 8 項 目 か

ら な り 、 1 ～ 7 点 の 7 段 階 評 価 で 最 高 点 1 2 6 点 で あ

る 。合 計 点 で は 1 0 8 点 以 上 、各 項 目 は 6 点 以 上 を 自

立 と 判 断 す る 。  

2 ) 認 知 機 能 評 価 （ M i n i - M e n t a l  S t a t e  E x a m i n a t i o n :  

M M S E ）： 日 時 、 場 所 、 物 品 名 、 計 算 、 記 名 力 、 判 断

力 、指 示 の 理 解 、図 形 の 理 解 な ど 3 0 項 目 か ら な り 、

0 点 ま た は 1 点 の 2 段 階 で 評 価 し 、 最 高 3 0 点 で 2 4

点 未 満 を 認 知 能 力 低 下 と す る 。  

3 ) う つ 評 価 （ G e r i a t r i c  D e p r e s s i o n  S c a l e :  

G D S - 1 5 ）：「 は い ／ い い え 」 で 回 答 す る 1 5 項 目 の 質

問 か ら な り 最 高 1 5 点 で 、6 点 以 上 を う つ 傾 向 あ り と

す る 。  

 

5 . 2 . 5  サ ー ビ ス 報 酬 単 位  

1 ） 訪 問 介 護 ： 身 体 介 護 中 心 4 0 2 単 位 、 生 活 援 助 中
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 心 の 場 合 3 7 4 単 位  

2 ） 訪 問 看 護 ： 看 護 提 供 時 間 3 0 分 未 満 の 場 合 4 2 5

 単 位 、 3 0 分 以 上 1 時 間 未 満 の 場 合 8 3 0 単 位  

3 ） 訪 問 入 浴 介 護 ： 1 , 2 5 0 単 位  

4 ） 通 所 介 護 ： 要 支 援 の 場 合 4 8 2 単 位 、 要 支 援 １ ・

 ２ の 場 合 6 1 4 単 位 と し 、 送 迎 加 算 4 7 単 位 、 入 浴

 加 算 4 4 単 位 を そ れ ぞ れ 加 算  

5 ） 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ： 要 支 援 の 場 合 5 6 3 単  

 位 、要 介 護 １ ・ ２ の 場 合 6 9 9 単 位 と し 、送 迎 加 算

 4 7 単 位 、 入 浴 加 算 （ 要 支 援 ・ 要 介 護 １ ・ ２ ） を

 そ れ ぞ れ 加 算  

 

5 . 2 . 4  在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率  

 月 当 た り の 在 宅 サ ー ビ ス 別 の 単 位 数 と 利 用 回 数

か ら 算 出 し た 1 カ 月 当 た り の 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 単 位

数 を 介 護 給 付 費 上 限 単 位 数 （ 月 当 た り ） で 除 し て 、

百 分 率 で 示 し た 。  

 

5 . 2 . 6  統 計 学 的 解 析 方 法  

 カ テ ゴ リ ー 変 数 に つ い て は χ 2 検 定 ま た は F i s h e r

の 直 接 確 率 計 算 法 を 用 い 、独 立 し た 2 群 間 の 順 序 尺

度 の 差 の 検 定 に つ い て は M a n n - W h i t n e y の Ｕ 検 定

を 、 対 応 の あ る 2 群 間 の 順 序 尺 度 の 差 に つ い て は

W i l c o x o n の 符 号 付 き 順 位 検 定 を 行 っ た 。危 険 率 5 ％
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未 満 を 有 意 差 あ り と し た 。  

 

5 . 3 倫 理 的 配 慮  

 本 研 究 に お け る 調 査 で は 、 対 象 者 が 契 約 し て い る

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 並 び に 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 を

通 じ て 、 対 象 者 お よ び 家 族 に 研 究 の 趣 旨 と 研 究 結 果

の 使 用 用 途 に つ い て 説 明 す る と 共 に 、 調 査 を 拒 否 し

て も 不 利 益 の な い こ と を に つ い て 文 書 を 指 示 し な

が ら 説 明 し 、 書 面 で 同 意 を 得 て 調 査 を 実 施 し た 。  

 

5 . 4  研 究 結 果  

 

5 . 4 . 1  対 象 者 の 特 性  

 解 析 対 象 と な っ た 要 支 援 か ら 要 介 護 ２ の 該 当 者

3 2 人 の 平 均 年 齢 は 、 7 7 . 6 （ ± 9 . 6 ） 歳 で 、 男 性 が 1 4

人 （ 4 4 ％ ） で あ っ た 。 ベ ー ス ラ イ ン 調 査 か ら 追 跡 調

査 ま で の 平 均 日 数 は 1 1 2 . 8 （ ± 2 4 . 3 ） 日 で あ っ た 。

追 跡 調 査 で 、F I M 得 点 が 1 点 以 上 低 下 し た 者 を A D L

低 下 群 と 定 義 し た 。 F I M 得 点 が 維 持 ・ 向 上 で き た 者

が 2 4 人（ 7 5 ％ ）、低 下 し た 者 が 8 人（ 2 5 ％ ）で あ り 、

対 象 者 を A D L 維 持 群 と 低 下 群 の 2 群 に 分 け 、 分 析

を 行 っ た 。 そ れ ぞ れ の 特 性 を 表 1 に 示 し た 。  

 A D L 低 下 群 の 平 均 年 齢 は 、8 0 . 9（ ± 4 . 8 ）歳 と A D L

維 持 群 の 7 7 . 1 （ ± 1 0 . 4 ） 歳 に 比 較 し て 高 か っ た が 、
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有 意 な 差 は な か っ た 。 ま た 、 要 介 護 度 別 人 数 で は

A D L 低 下 群 に 要 支 援 者 は 含 ま れ て お ら ず 、す べ て 要

介 護 １ ・ ２ に 該 当 し た 。 A D L 低 下 群 に お け る ベ ー ス

ラ イ ン 調 査 の F I M 得 点 は 、 A D L 維 持 群 よ り 有 意 に

低 か っ た 。 F I M の 評 価 基 準 か ら 見 た 自 立 度 は 、 A D L  

維 持 群 で は 平 均 1 1 0 . 0 （ ± 2 1 . 8 ） 点 で 、 1 0 8 点 以 上

の 自 立 判 定 と な り 、A D L 低 下 群 は 平 均 9 6 . 1（ ± 2 3 . 3 ）

点 で 、 1 0 7 ～ 9 0 点 の 見 守 り か ら 一 部 自 立 判 定 に 該 当

し た 。 両 群 と も G D S - 1 5 得 点 に よ る う つ 傾 向 は 見 ら

れ ず 、M M S E で は 有 意 差 は な い も の の 、A D L 低 下 群

の 方 が 低 い 傾 向 に あ り 、 A D L 低 下 群 で 2 4 点 未 満 の

認 知 機 能 低 下 に 該 当 し た 者 は 4 人 （ 5 0 ％ ） だ っ た 。

介 護 サ ー ビ ス 利 用 率 は 、A D L 維 持 群 に 比 較 し て 平 均

7 ％ 低 か っ た が 有 意 差 は な か っ た 。 A D L 維 持 群 と 低

下 群 の 2 群 間 比 較 で 、 性 別 、 G D S - 1 5 、 在 宅 療 養 期

間 、 介 護 サ ー ビ ス 利 用 率 、 障 害 老 人 自 立 度 、 痴 呆 老

人 自 立 度 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。  

 

5 . 4 . 2  在 宅 サ ー ビ ス 利 用 状 況  

 対 象 者 3 2 人 の 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 状 況 を 図 1 に 示

し た 。 日 常 生 活 用 具 の み で 、 通 所 系 、 訪 問 系 の サ ー

ビ ス を 利 用 し て い な か っ た の は 3 2 人 中 1 人（ 3 . 1 ％ ）

で 、 通 所 系 、 訪 問 系 サ ー ビ ス の 重 複 利 用 者 は 7 人

（ 2 1 . 9 ％ ） で あ っ た 。 ま た 、 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
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ン 利 用 者 は 1 5 人 （ 4 6 . 9 ％ ）、 平 均 利 用 回 数 1 . 8 （ ±

0 . 7 ）回 ／ 週 で 、訪 問 看 護 の 利 用 者 は 9 人（ 2 8 . 1 ％ ）、

平 均 利 用 回 数 1 . 0 （ ± 0 . 5 ） 回 ／ 週 で あ っ た 。 通 所 リ

ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と 訪 問 看 護 の 重 複 利 用 は 1 人

（ 3 . 1 ％ ） で あ っ た 。 A D L 維 持 群 で は 、 通 所 介 護 、

訪 問 介 護 、訪 問 看 護 の 利 用 割 合 が 高 く 、 A D L 低 下 群

で は 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 利 用 者 の 割 合 が 高

か っ た 。各 介 護 サ ー ビ ス 利 用 の 有 無 と F I M 得 点 の 変

化 と の 間 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。  

 

5 . 4 . 3  F I M 得 点 の 変 化  

 A D L 維 持 群 と A D L 低 下 群 の F I M 項 目 別 得 点 を 比

較 し た 結 果 を 表 2 に 示 し た 。ベ ー ス ラ イ ン 調 査 で は 、

A D L 維 持 群・低 下 群 の 2 群 間 に 有 意 な 差 は 認 め ら れ

な か っ た が 、A D L 低 下 群 の ベ ー ス ラ イ ン 調 査 と 追 跡

調 査 の 比 較 で は 、「 更 衣 （ 上 半 身 ・ 下 半 身 ）」「 ト イ

レ 動 作 」 が 自 立 し て い な い 傾 向 に あ っ た 。 追 跡 調 査

で A D L 低 下 群 は A D L 維 持 群 に 比 べ 、「 清 拭 」「 更 衣

（ 上 半 身 ）」「 更 衣 （ 下 半 身 ）」「 ト イ レ 動 作 」「 社 会

的 認 知 （ 記 憶 ）」 の 5 項 目 が 有 意 に 低 か っ た （ ｐ ＜

0 . 0 5 ）。  

 A D L 維 持 群 と A D L 低 下 群 の F I M 得 点 の 変 化 （ ベ

ー ス ラ イ ン 調 査 F I M 得 点 － 追 跡 調 査 F I M 得 点 ） の

2 群 間 比 較 を 表 3 に 示 し た 。「 更 衣（ 上 半 身 ）」「 更 衣
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（ 下 半 身 ）」「 ト イ レ 動 作 」 の 3 項 目 に 有 意 差 が 見 ら

れ （ ｐ ＜ 0 . 0 5 ）、 A D L 低 下 群 に お い て そ の 3 項 目 の

低 下 が A D L 維 持 群 よ り 有 意 に 大 き か っ た 。  

 

5 . 5  考 察  

 対 象 者 の 平 均 年 齢 は 7 7 . 6 歳 で 、 7 5 歳 上 の 後 期 高

齢 者 の 占 め る 割 合 が 高 か っ た 。 対 象 者 居 住 地 域 の 高

齢 化 率 は 1 9 . 7 ％ （ 2 0 0 2 年 ） で 、 全 国 の 高 齢 化 率

1 8 . 5 ％ （ 2 0 0 2 年 ） と 比 較 し て 全 国 平 均 的 な 値 と 思

わ れ る 。  

 対 象 者 3 2 人 の 在 宅 サ ー ビ ス 種 類 別 利 用 割 合 は 、

通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 4 6 . 9 ％ 、通 所 介 護 1 5 . 6 ％ 、

訪 問 看 護 3 4 . 4 ％ 、 訪 問 介 護 2 8 . 1 ％ 、 訪 問 ・ 通 所 系

以 外 の サ ー ビ ス で は 日 常 生 活 補 助 用 具 5 6 . 3 ％ で あ

っ た 。全 国 の（ 要 支 援 か ら 要 介 護 ２ 認 定 者 、平 成 1 3

年 5 月 審 査 分 ） の 介 護 サ ー ビ ス 別 利 用 割 合 は 、 通 所

介 護 4 3 . 2 ％ 、 訪 問 介 護 4 1 . 6 ％ 、 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン 0 . 4 6 ％ で あ り 、調 査 対 象 者 と 比 較 す る と 調 査

対 象 者 の 利 用 割 合 が 低 か っ た が 、 通 所 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン 2 3 . 2 ％ 、 訪 問 看 護 7 . 8 ％ 、 日 常 生 活 補 助 用 具

1 4 . 5 ％ は 全 国 の 利 用 率 を 上 回 っ て い た 。 ま た 、 訪 問

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は 対 象 者 居 住 地 域 に 提 供 事 業

所 が な か っ た た め 訪 問 看 護（ 介 護 報 酬 ： 訪 問 看 護 7 ）

に 含 ま れ る と 思 わ れ た 。 そ の た め 、 在 宅 サ ー ビ ス 利
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用 状 況 に 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 利 用 者 と し て

把 握 で き な か っ た と 考 え ら れ た 。  

 A D L 低 下 群 は 維 持 群 に 比 較 し て 、ベ ー ス ラ イ ン 調

査 時 点 で の F I M 項 目 別 評 価 得 点 が 6 点 未 満 の 項 目

が 、 A D L 維 持 群 の 5 ／ 1 8 項 目 に 対 し 、 1 4 ／ 1 8 項 目

と 多 か っ た こ と か ら 、 す で に 身 体 機 能 の 低 下 が 進 行

し て い る 状 態 に あ っ た と 言 え る 。ま た 、 A D L 低 下 群

に 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 利 用 者 が 多 く 、 訪 問 系 サ

ー ビ ス と の 重 複 利 用 者 は 7 人 の み で 、追 跡 調 査 で 更

に F I M 得 点 が 低 下 し た こ と か ら 、 す で に A D L 低 下

が あ る 程 度 進 ん だ 者 が 、 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 利

用 の み で は 不 十 分 で 、 訪 問 看 護 な ど 他 の サ ー ビ ス を

併 用 し て 利 用 す る な ど 、利 用 サ ー ビ ス の 種 類 、内 容 、

利 用 頻 度 を 検 討 す る 必 要 性 が 考 え ら れ た 。更 に 、F I M

得 点 の 変 化 （ ベ ー ス ラ イ ン 調 査 － 追 跡 調 査 ） で 、 評

価 項 目 別 得 点 に 有 意 な 差 が あ っ た の は 、「 更 衣 （ 上

半 身 ）」「 更 衣 （ 下 半 身 ）」「 ト イ レ 動 作 」「 社 会 的 認

知 （ 記 憶 ）」 の 4 項 目 で あ り 、 結 果 と し て 軽 度 の 介

護 を 必 要 と す る 在 宅 高 齢 者 に お い て 、 こ れ ら の 動 作

項 目 の 能 力 低 下 が さ ら に A D L 低 下 を 招 く 危 険 性 が

あ る と 考 え ら れ た 。  

 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率 は 、 A D L 維 持 群 4 0 . 4 （ ±

2 2 . 2 ） ％ で 、 低 下 群 3 3 . 4 （ ± 1 7 . 4 ） ％ と 有 意 な 差 は

見 ら れ な か っ た が 、 A D L 低 下 群 の 利 用 率 が 低 く 、対
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象 者 全 体 の 利 用 率 3 8 . 6（ ± 2 1 . 0 ） ％ も 全 国 平 均 利 用

率 4 0 . 8 ％ （ 要 支 援 か ら 要 介 護 ２ 認 定 者 2 0 0 2 年 4 月

審 査 分 ） を 下 回 っ て い た 。 こ れ は 介 護 サ ー ビ ス 事 業

者 数 が 全 国 に 比 較 し て 少 な い 地 域 で あ る の か 、 要 介

護 認 定 を 受 け て も 在 宅 サ ー ビ ス を 利 用 し て い な い

の か 更 に 検 討 が 必 要 と 思 わ れ た 。ま た 、 A D L 低 下 群

全 員 に 同 居 介 護 者 が あ っ た こ と か ら 、 介 護 を 行 う 家

族 が い る の に 介 護 サ ー ビ ス 利 用 に 対 す る 抵 抗 感 が 、

地 域 的 な 特 性 と し て 存 在 し た と 考 え ら れ 、 介 護 サ ー

ビ ス 利 用 に 結 び つ い て い な い 可 能 性 も 考 え ら れ た

（ 小 澤 , 2 0 0 6 ； 新 鞍 2 0 0 8 ）。 本 研 究 で は 症 例 数 が 少

な い た め 十 分 な 解 析 が で き な か っ た が 、A D L 維 持 に

有 効 な 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 を 検 討 す る に は 、 在 宅 サ ー

ビ ス 利 用 率 だ け で は な く 、 他 の サ ー ビ ス と の 併 用 の

有 無 、 利 用 頻 度 、 サ ー ビ ス 内 容 な ど ケ ア プ ラ ン の 内

容 が 適 正 で あ っ た か 検 討 が 必 要 と 思 わ れ た 。  

 介 護 保 険 制 度 に お け る 後 期 高 齢 者 の 生 活 機 能 の

特 徴 に お け る 研 究 で 、「 健 常 者 と 要 支 援 者 の B a s i c  

A c t i v i t i e s  D a i l y  L i v i n g  （ B A D L ： 歩 行 、 食 事 、 ト

イ レ 、入 浴 、更 衣 ）の 非 自 立 度 の 比 較 に お い て 、『 歩

行 』『 入 浴 』 の 非 自 立 度 が 高 か っ た 」 と 述 べ て い る

金 （ 2 0 0 3 ）。 ま た 、 在 宅 自 立 高 齢 者 が 初 回 の 介 護 保

険 認 定 を 受 け る 関 連 因 子 の 研 究 で 、「 軽 度 要 介 護 認

定（ 要 支 援 か ら 要 介 護 １ ）に 関 す る 予 知 因 子 と し て 、
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高 年 齢 と 歩 行 能 力 の 低 下 （ ひ と り で 1 k m の 距 離 を

続 け て あ る こ と が で き る 、 ひ と り で 階 段 の 上 り 下 り

が で き る ）」 を 抽 出 し て い る （ 藤 原 , 2 0 0 0 ）。 本 研 究

の A D L 低 下 群 の ベ ー ス ラ イ ン 調 査 に お い て 、 社 会

的 認 知 項 目 以 外 の 項 目 別 F I M 得 点 が 4 点 台 と 低 か

っ た の は 、「 移 乗 （ 浴 槽 ・ シ ャ ワ ー ）」「 移 動 （ 階 段 ）」

の 2 項 目 で あ っ た が 、 A D L 維 持 群 と A D L 低 下 群 の

ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時 点 で の 有 意 差 は な く 、 対 象 者 全

体 に 低 下 が あ っ た と 考 え ら れ た 。 本 研 究 の ベ ー ス ラ

イ ン 調 査 結 果 と 金 や 藤 原 の 研 究 結 果 か ら 、 在 宅 自 立

高 齢 者 が 要 介 護 認 定 を 受 け る 要 因 は 、「歩 行 」「入 浴 」

の 2 項 目 の 関 連 が 高 い と 考 え ら れ た 。  

 表 3 に 示 し た よ う に 、 す で に 要 介 護 認 定 を 受 け た

在 宅 高 齢 者 で は 、低 下 群 と 維 持 群 の 項 目 別 F I M 得 点

の 変 化 を 比 較 す る と A D L 低 下 群 に お い て 、「 更 衣 」

と 「 ト イ レ 動 作 」 の 得 点 が 有 意 に 低 下 し て お り 、 軽

度 の 介 護 を 必 要 と す る 在 宅 高 齢 者 の 介 護 に あ た っ

て は 、 本 人 の で き る A D L 拡 大 を 考 慮 し た 介 護 の 在

り 方 、 関 節 可 動 域 訓 練 、 歩 行 訓 練 な ど の 内 容 に 加 え

て 、 在 宅 生 活 に 必 要 な 更 衣 や ト イ レ 動 作 の な ど 生 活

場 面 に 即 し た リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 重 点 的 に 取 り

入 れ る べ き で あ る と 思 わ れ た 。 ま た 、 高 齢 者 本 人 の

自 立 生 活 へ の 意 欲 や 家 族 の 前 向 き な 介 護 の 継 続 へ

の 支 援 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。  
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 社 会 的 に 認 知 項 目 の 「 記 憶 」 が 追 跡 調 査 に お い て

A D L 低 下 群 で 有 意 に 低 か っ た 原 因 に は 、認 知 能 力 評

価 （ M M S E ） の 平 均 が A D L 低 下 群 で 1 8 . 4 （ ± 1 0 . 6 ）

点 と カ ッ ト オ フ 値 を 下 回 っ て い た こ と 、 同 居 介 護 者

の 存 在 の 影 響 が 考 え ら れ る が 、 日 常 生 活 に お け る 高

齢 者 自 身 の 生 活 意 欲 や 他 者 と の 交 流 機 会 の 減 少 、 老

人 性 白 内 障 な ど に よ る 視 力 低 下 な ど の 影 響 に つ い

て も 調 査 す る 必 要 が あ っ た と 思 わ れ る 。  

 本 研 究 結 果 か ら 、 介 護 サ ー ビ ス 利 用 率 の 低 い 傾 向

に あ る 軽 度 の 介 護 を 必 要 と す る 在 宅 高 齢 者 は 、 短 期

間 で A D L が 低 下 す る 危 険 性 が あ り 、 特 に F I M 項 目

別 評 価 に お け る 「 更 衣 （ 上 半 身 ・ 下 半 身 ）」「 ト イ レ

動 作 」が 自 立 し て い な い 高 齢 者 で は 、 A D L 低 下 が 更

に 進 行 す る 潜 在 的 リ ス ク を 示 唆 し て い る と 考 え ら

れ た 。  

 

5 . 6  小 括  

 軽 度 の 介 護 を 必 要 と す る 在 宅 高 齢 者 の A D L 能 力

に つ い て 調 査 し た と こ ろ 、 同 居 介 護 者 が い る 在 宅 高

齢 者 で 、 ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時 点 で F I M 得 点 が 1 0 8

点 未 満 の 軽 い A D L 低 下 が 認 め ら れ た 者 が 、更 に A D L

が 低 下 す る 傾 向 に あ り 、A D L 低 下 に 寄 与 す る 項 目 は 、

「 清 拭 」「 更 衣 （ 上 半 身 ）」「 更 衣 （ 下 半 身 ）」「 ト イ

レ 動 作 」「 社 会 的 認 知 （ 記 憶 ）」 で あ る こ と が 示 唆 さ
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れ た 。A D L 低 下 群 の F I M 得 点 の 変 化 か ら 、「更 衣（ 上

半 身 ）」「 更 衣 （ 下 半 身 ）」「 ト イ レ 動 作 」 の 3 項 目 が

低 下 の 危 険 性 が 高 い と 考 え ら れ 、 軽 度 の 介 護 を 必 要

と す る 在 宅 高 齢 者 の A D L 維 持 の た め に は 、 介 護 者

の 自 立 支 援 に 効 果 的 な 介 護 の 在 り 方 と 共 に 、 更 衣 、

ト イ レ 動 作 を 重 点 化 し た リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 介

入 を 考 え る べ き で あ る と 思 わ れ た 。  



表１　ADL維持群とADL低下群の特性 

ADL維持群　 ADL低下群　

n=24(75%) n=8(25%)

性別 （男） 9(37.5) 5(62.5) 0.684

年齢 （歳） 77.1±10.4 80.9±4.8 0.556

要介護度　　　　要支援 5(20.8) 0(0.0)

　　　　　　　　　　要介護１ 9(37.5) 4(50.0) 0.369

　　　　　　　　　　要介護２ 10(41.7) 4(50.0)

介護者（有） 16(66.7) 8(100) 0.081

FIM （基線調査時） 110.0±21.8 96.1±23.3 0.033

FIM （<108点） 7（29.2） 4(50.0) 1.000

MMSE （基線調査時） 24.2±5.8 18.4±10.6 0.169

MMSE （<24点） 7（29.2） 4(50.0) 1.000

GDS-15* （基線調査時） 2.8±2.6 3.6±2.1 0.258

在宅療養期間 （１年未満） 5(20.8) 4(50.0) 0.118

在宅サービス利用率 （％） 40.4±22.2 33.4±17.4 0.845

障害老人自立度 (J－A） 20(83.3) 7(87.5) 0.782

痴呆老人自立度 （正常-Ⅱb） 23(95.8) 7(87.5) 0.407
人数（％）　*GDS-15:n=31　　χ2検定,　Mann-WhitneyのU検定

p値
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表２　FIM得点２群間比較とFIM得点の変化

ADL維持群
（ｎ=24）

ADL低下群
（ｎ=８） P値

ADL維持群
（ｎ=24）

ADL低下群
（ｎ=８） P値

ＡＤＬ維持群
P値

ＡＤＬ低下群
P値

食事 6.8±0.7 6.6±0.5 0.782 6.7±0.7 6.5±0.8 0.404 1.000 0.317

整容 6.7±1.2 5.5±2.1 0.094 6.2±1.7 4.9±2.5 0.078 1.000 0.180

清拭 6.5±1.5 5.1±2.0 0.057 6.1±1.8 4.6±2.3 0.009 0.317 0.102

更衣上半身 6.4±1.5 5.3±1.9 0.086 6.0±1.7 4.4±2.1 0.002 0.317 0.066

更衣下半身 6.3±1.6 5.4±1.8 0.124 5.9±1.7 4.4±2.1 0.004 0.317 0.066

トイレ動作 6.4±1.1 5.5±1.4 0.057 5.9±1.7 4.5±2.4 0.012 1.000 0.063

排泄コントロール 6.6±1.1 6.1±1.5 0.404 6.4±1.3 5.9±1.8 0.380 0.317 0.317

排尿コントロール 6.5±1.1 6.1±1.5 0.480 6.4±1.4 5.8±2.1 0.428 0.317 0.317

移乗（ベッド、椅子、車椅子） 6.2±1.9 5.6±1.8 0.174 6.1±1.8 5.1±2.4 0.104 0.180 0.102

移乗（トイレ） 6.3±1.5 5.9±1.2 0.135 6.1±1.7 5.1±2.3 0.078 0.317 0.180

移乗（浴槽、シャワー） 5.2±2.1 4.5±2.3 0.404 4.9±2.2 3.9±2.5 0.147 0.317 0.180

移動（歩行、車椅子） 6.3±1.4 5.9±1.2 0.273 6.0±1.5 5.3±1.8 0.094 1.000 0.059

移動（階段） 5.5±2.1 4.6±1.8 0.078 5.2±2.1 4.4±1.8 0.064 0.317 0.157

コミュニケーション理解 5.9±1.5 6.3±0.7 0.983 5.7±1.7 4.4±2.1 0.160 0.317 0.102

コミュニケーション表出 6.5±1.0 5.5±2.1 0.293 6.2±1.5 5.3±2.4 0.273 1.000 0.317

社会的認知（社会的交流） 6.3±1.2 5.6±1.8 0.404 6.1±1.5 5.1±2.2 0.113 0.180 0.102

社会的認知（問題解決） 4.9±2.1 4.1±1.8 0.334 4.5±2.1 3.5±2.2 0.124 1.000 0.102

社会的認知（記憶） 5.3±2.2 3.8±2.4 0.094 4.7±2.4 3.1±2.0 0.026 0.317 0.317

総得点 110.0±21.8 96.1±23.3 0.033 111.0±20.1 85.3±30.8 0.005 0.068 0.012

Mann-WhitneyのU検定 Ｗｉｌｃｏｘｏｎの符号付順位検定

点±ＳＤ（各項目は1～7点で評価、総得点は18～128点） （基線FIM得点-追跡FIM得点)

項　　目
基線調査 追跡調査 基線調査－追跡調査
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表3　FIM得点変化（基線調査時－追跡調査時）とその２群間比較

項　　目 対象者全体
（ｎ＝３２）

Ｐ値 ADL維持群
（ｎ＝24）

ADL低下群
（ｎ＝８）

P値

食事 0.06±0.12 0.317 0.00±0.00 0.63±0.94 0.623

整容 0.16±0.29 0.180 0.00±0.00 0.63±0.94 0.313

清拭 0.06±0.24 0.577 ‐0.08±0.16 0.50±0.63 0.094

更衣上半身 0.13±0.41 0.414 ‐0.13±0.24 0.88±0.88 0.029

更衣下半身 0.16±0.46 0.414 ‐0.13±0.24 1.00±1.00 0.029

トイレ動作 0.25±0.44 0.063 0.00±0.00 1.00±1.00 0.037

排泄コントロール 0.03±0.12 0.655 ‐0.04±0.08 0.25±0.44 0.508

排尿コントロール 0.06±0.18 0.655 ‐0.04±0.08 0.38±0.66 0.508

移乗（ベッド、椅子、車椅子） ‐0.03±0.31 0.785 ‐0.21±0.38 0.50±0.63 0.078

移乗（トイレ） 0.13±0.36 0.593 ‐0.08±0.16 0.75±1.13 0.254

移乗（浴槽、シャワー） 0.06±0.30 0.785 ‐0.13±0.24 0.63±0.94 0.254

移動（歩行、車椅子） 0.16±0.38 0.187 0.00±0.17 0.63±0.63 0.064

移動（階段） 0.09±0.17 0.083 0.04±0.08 0.25±0.38 0.404

コミュニケーション理解 0.31±0.63 0.141 ‐0.04±0.08 1.38±1.72 0.094

コミュニケーション表出 0.06±0.12 0.317 0.00±0.00 0.25±0.44 0.623

社会的認知（社会的交流） 0.03±0.24 0.783 ‐0.13±0.23 0.50±0.63 0.078

社会的認知（問題解決） 0.16±0.28 0.102 0.00±0.00 0.63±0.78 0.313

社会的認知（記憶） 0.22±0.41 0.180 0.08±0.16 0.63±1.09 0.717

総得点 1.97±7.78 0.136 ‐1.00±3.5 10.88±10.30 0.012

Ｗｉｃｏｘｓｏｎの符号付順位検定（全体の比較）、Mann-WhitneyのU検定（2群間比較）
基線調査得点－追跡調査得点（点±ＳＤ）
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第 ６ 章  介 護 予 防 給 付 に 基 づ く サ ー ビ ス 利 用

者 と サ ー ビ ス 提 供 施 設 の 実 態  

 

6 . 1  研 究 の 目 的  

 改 正 介 護 保 険 法 が 平 成 1 8 年 4 月 か ら 施 行 と な り 、

要 介 護 認 定 区 分 お よ び 認 定 基 準 の 改 正 、 要 支 援 １ ・

要 支 援 ２ の 該 当 者 に 対 す る 介 護 給 付 体 系 の 改 正 に

よ り 定 額 制 が 導 入 さ れ 、 第 4 章 、 第 5 章 で 行 っ た 研

究 の 枠 組 み で は 、高 齢 者 の 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 と A D L

と の 関 係 に つ い て の 研 究 継 続 が 困 難 と な っ た 。 ま た 、

介 護 予 防 事 業 は 、 市 町 村 の 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を

中 心 に 、 要 支 援 ・ 要 介 護 状 態 に な る 危 険 性 の 高 い 特

定 高 齢 者 の ス ク リ ー ニ ン グ と 介 護 予 防 の た め の 健

康 運 動 教 室 や 保 健 指 導 な ど が 展 開 さ れ て い る 。 更 に 、

要 支 援 高 齢 者 の ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に つ い て も 、 地 域

包 括 支 援 セ ン タ ー が 担 当 す る 仕 組 み と な っ た 。 し か

し 、 要 支 援 状 態 に あ る 高 齢 者 が 介 護 保 険 制 度 に よ る

サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と に よ り 、 要 介 護 状 態 へ の 悪

化 防 止 の 効 果 に つ い て 報 告 は 少 な く 、 実 態 は 明 ら か

と な っ て い な い 。 そ こ で 、 本 研 究 で は 新 た な 認 定 区

分 と し て 位 置 づ け ら れ た 、 要 支 援 １ ・ ２ の 在 宅 高 齢

者 を 対 象 と し た 研 究 を 実 施 す る た め に 、 介 護 予 防 給

付 に 基 づ く サ ー ビ ス 利 用 者 と サ ー ビ ス 提 供 施 設 の

実 態 を 明 ら か に す る こ と 目 的 と し た 。  
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6 . 2  研 究 方 法  

 

6 . 2 . 1  対 象 者  

 茨 城 県 内 の 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 老 人 福 祉 施 設

で 提 供 さ れ て い る 通 所 介 護 、 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン を 平 成 2 0 年 6 月 1 日 の 時 点 で 、 利 用 登 録 し て い

る 利 用 者 お よ び 在 籍 し て い る 職 員 を 対 象 と し た 。  

 

6 . 2 . 2  調 査 方 法  

 平 成 1 8 年 度 茨 城 県 介 護 保 険 施 設 名 簿 に 登 録 さ れ

た 介 護 老 人 保 健 施 設 、介 護 老 人 福 祉 施 設 2 4 0 施 設 を

対 象 に 、 郵 送 法 に よ る 自 記 式 質 問 紙 調 査 を 平 成 2 0

年 6 月 2 0 日 か ら 7 月 2 5 日 に 実 施 し た 。 有 効 回 答

8 8 （ 3 6 . 7 ％ ） を 解 析 の 対 象 と し た 。  

 

6 . 2 . 3  統 計 学 的 解 析 方 法  

 カ テ ゴ リ ー 変 数 は χ 2 検 定 、 F i s h e r の 直 接 確 率 計

算 法 を 用 い た 。危 険 率 5 ％ 未 満 を 有 意 差 あ り と し た 。 

 

6 . 3  倫 理 的 配 慮  

 本 研 究 に お け る 調 査 で は 、 調 査 対 象 施 設 の 施 設

長 ・ 責 任 者 に 対 し 、 研 究 の 趣 旨 、 調 査 内 容 、 結 果 デ

ー タ の 使 途 、 情 報 管 理 、 調 査 協 力 に よ る 不 利 益 が な

い こ と に つ い て 文 書 で 示 し 、 調 査 協 力 依 頼 と 共 に 郵
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送 し 、承 諾 を 得 た 上 で 質 問 紙 調 査 を 実 施 し た 。ま た 、

本 研 究 は 、 つ く ば 国 際 大 学 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 た 。 

 

6 . 4  研 究 結 果  

 

6 . 4 . 1  調 査 対 象 施 設 お よ び 利 用 者 状 況  

 調 査 紙 を 2 4 0 配 布 し 、 回 答 数 9 8（ 回 収 率 4 0 . 8 ％ ）

の う ち 、 有 効 回 答 数 8 8 （ 有 効 回 答 率 8 9 . 8 ％ ） で あ

っ た 。 平 成 2 0 年 8 月 の 時 点 で 茨 城 県 内 の 介 護 給 付

状 況 か ら 、要 支 援 １・２ 該 当 者 は 、1 0 , 1 5 7 人 で あ り 、

本 調 査 で 把 握 で き た の は 、 県 内 の 要 支 援 １ ・ ２ 該 当

者 の 1 0 . 2 ％ （ 1 , 0 4 0 人 ） で あ る 。 サ ー ビ ス 利 用 者 の

各 要 介 護 度 別 割 合 を 図 1 に 示 し た 。介 護 老 人 保 健 施

設 、 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 違 い に よ る 差 は 見 ら れ ず 、

要 介 護 ２ 該 当 者 が 最 も 多 い 結 果 だ っ た 。表 1 に 介 護

老 人 保 健 施 設 （ 2 8 施 設 ） と 介 護 老 人 福 祉 施 設 （ 6 0

施 設 ） に お け る 要 支 援 者 数 お よ び 介 護 予 防 サ ー ビ ス

利 用 者 割 合 を 示 し た 。 介 護 老 人 保 健 施 設 と 介 護 老 人

福 祉 施 設 と で 、 要 支 援 者 の 利 用 者 割 合 に 差 は 見 ら れ

な か っ た 。 介 護 予 防 給 付 と し て 新 設 さ れ た 選 択 サ ー

ビ ス は 、 運 動 器 機 能 向 上 、 口 腔 機 能 向 上 、 栄 養 改 善

の ３ つ の プ ロ グ ラ ム が 選 択 で き る 仕 組 み で あ る 。 選

択 サ ー ビ ス の 提 供 を し て い な か っ た 施 設 は 8 8 施 設

中 1 施 設 の み で 、8 7 施 設（ 9 8 . 9 ％ ）が 実 施 し て い た 。
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選 択 サ ー ビ ス の う ち 、 運 動 器 機 能 向 上 サ ー ビ ス の 利

用 者 が 最 も 多 く 6 0 5 人 だ っ た 。選 択 サ ー ビ ス の 利 用

者 割 合 で は 「 運 動 器 機 能 向 上 」 が 介 護 老 人 福 祉 施 設

に 比 較 し て 、 介 護 老 人 保 健 施 設 で 有 意 に 多 い 結 果 だ

っ た 。「 栄 養 改 善 」「 口 腔 機 能 改 善 」 の 利 用 者 割 合 に

差 は 見 ら れ な か っ た 。  

 

6 . 4 . 2  介 護 予 防 サ ー ビ ス の め の 対 策 実 施 状 況  

 介 護 予 防 サ ー ビ ス 提 供 の た め の 対 策 を 講 じ な か

っ た 施 設 は 8 8 施 設 中 5 7 施 設 （ 6 4 . 8 ％ ） あ り 、 介 護

老 人 保 健 施 設 1 5 施 設 （ 5 3 . 6 ％ ） に 比 較 し て 介 護 老

人 福 祉 施 設 4 2 施 設 （ 7 0 . 0 ％ ） と 多 か っ た が 、 有 意

な 差 で は な か っ た（ 表 2 ）。介 護 予 防 サ ー ビ ス 提 供 の

た め に 職 員 を 増 員 し た 施 設 は 9 施 設（ 介 護 老 人 保 健

施 設 5 施 設 、 介 護 老 人 福 祉 施 設 4 施 設 ） で 、 増 員 さ

れ た 職 員 の 職 種 に は 、 作 業 療 法 士 （ 3 人 ： 常 勤 ）、 介

護 員 （ 3 人 ： 常 勤 ヘ ル パ ー 2 人 、 介 護 福 祉 士 1 人 ）、

理 学 療 法 士 （ 2 人 ： 非 常 勤 ） が 多 く 、 他 に 運 動 指 導

者 、 歯 科 衛 生 士 な ど の 回 答 が あ っ た （ 図 2 ）。 そ の 他

の 対 策 と し て 、 ト レ ー ニ ン グ マ シ ー ン の 設 置 、 非 常

勤 職 員 の 外 部 委 託 、 施 設 職 員 の 再 配 置 に よ る 業 務 改

善 に よ る 対 応 な ど の 回 答 が あ っ た 。  
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6 . 4 . 3  選 択 サ ー ビ ス「 運 動 器 機 能 向 上 」の 担 当 職 種  

 選 択 サ ー ビ ス の 「 運 動 器 機 能 向 上 」 を 担 当 す る 職

員 の 職 種 に つ い て 、 6 1 施 設 が 回 答 し て お り 内 訳 は 、

理 学 療 法 士 ・ 作 業 療 法 士 3 5 施 設 、 看 護 師 2 2 施 設 、

機 能 訓 練 指 導 員 2 施 設 、 あ ん ま ・ マ ッ サ ー ジ 師 2 施

設 だ っ た（ 図 3 ）。介 護 老 人 保 健 施 設 で は 理 学 療 法 士

ま た は 作 業 療 法 士 が 担 当 す る 施 設 が 2 6 施 設 で あ っ

た の に 対 し 、 介 護 老 人 福 祉 施 設 で は 、 看 護 師 が 担 当

す る 施 設 2 2 施 設 と 多 く 、 理 学 療 法 士 ・ 作 業 療 法 士

が 担 当 す る 施 設 は 9 施 設 だ っ た 。  

 

6 . 5  考 察  

 本 研 究 で は 、 茨 城 県 内 の 要 支 援 者 の 約 1 割 に 当 た

る 1 , 0 4 0 人 の サ ー ビ ス 利 用 状 況 お よ び 8 8 施 設 の 介

護 予 防 給 付 対 策 実 施 状 況 が 明 ら か と な っ た 。 有 効 回

答 の あ っ た 8 8 施 設 の 内 、 8 7 施 設 が 選 択 サ ー ビ ス を

提 供 し て お り 、 選 択 サ ー ビ ス の 利 用 状 況 で は 、 運 動

器 機 能 向 上 サ ー ビ ス の 利 用 者 （ 6 0 5 人 ） が 、 口 腔 機

能 向 上 サ ー ビ ス （ 4 7 人 ） や 栄 養 改 善 サ ー ビ ス （ 1 3

人 ） に 比 較 し て 多 く 、 介 護 老 人 保 健 施 設 で は 要 支 援

者 の 7 9 . 4 ％ 、介 護 老 人 福 祉 施 設 で は 要 支 援 者 の 4 7 ％

が 利 用 し て い た 。 要 支 援 者 が 利 用 可 能 な 通 所 サ ー ビ

ス と は 、 通 所 介 護 と 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の ２ つ

に 分 け ら れ る 。 通 所 介 護 は 介 護 老 人 福 祉 施 設 、 通 所
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リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は 介 護 老 人 保 健 施 設 で 提 供 さ

れ る 通 所 サ ー ビ ス で あ る 。 通 所 介 護 サ ー ビ ス 内 容 は 、

家 族 に 代 わ っ て 日 常 生 活 に 必 要 な 介 護 を 提 供 す る

も の で あ り 、 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は 、 日 常 生 活

の 自 立 支 援 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 組 み 入 れ た サ

ー ビ ス で あ る 。 介 護 保 険 法 上 の 定 義 は 異 な る サ ー ビ

ス で あ る 。 介 護 老 人 福 祉 施 設 と 介 護 老 人 保 健 施 設 で

は 、 設 置 基 準 の 違 い か ら 配 置 さ れ る 職 種 に 違 い が あ

る 。 本 調 査 の 運 動 器 機 能 向 上 サ ー ビ ス を 担 当 す る 職

種 に 対 す る 問 い に 対 し て 、 介 護 老 人 福 祉 施 設 で は 看

護 師 が 担 当 す る と 回 答 し た 施 設 が 2 3 施 設（ 3 6 . 7 ％ ）

と 最 も 多 い が 、 介 護 老 人 保 健 施 設 で は 理 学 療 法 士 ・

作 業 療 法 士 が 担 当 す る と 回 答 し た 施 設 が 2 6 施 設

（ 9 2 . 9 ％ ） で あ っ た こ と は 、 施 設 設 置 基 準 に よ り 在

籍 し て い る 職 種 の 違 い が 示 さ れ た と 考 え る 。 サ ー ビ

ス を 担 当 す る 職 種 が 異 な っ て も 運 動 器 機 能 向 上 サ

ー ビ ス の 効 果 に 差 を 生 じ る こ と は な い の か 今 後 更

に 検 証 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 介 護 予 防 給 付 に 基 づ

く サ ー ビ ス 提 供 に 当 た り 、 特 別 な 対 策 を 取 ら な か っ

た 施 設 が 8 8 施 設 中 5 7 施 設 （ 6 4 . 8 ％ ） を 占 め て い た

こ と 、 運 動 器 機 能 向 上 サ ー ビ ス 利 用 割 合 が 多 い 傾 向

に あ る に 、 新 規 に 理 学 療 法 士 ・ 作 業 療 法 士 を 採 用 し

て 対 応 し た 施 設 は 5 施 設 （ 5 . 7 ％ ） と 少 な か っ た 。

こ の こ と か ら 、 介 護 保 険 制 度 改 正 前 の 通 所 サ ー ビ ス 、



63 
 

つ ま り 生 活 援 助 を 中 心 と し た サ ー ビ ス プ ロ グ ラ ム

提 供 体 制 の ま ま 、 要 支 援 者 へ の 介 護 予 防 給 付 に 基 づ

く 通 所 サ ー ビ ス 、 生 活 援 助 プ ロ グ ラ ム に 運 動 器 機 能

向 上 、 口 腔 機 能 向 上 、 栄 養 改 善 の プ ロ グ ラ ム が 選 択

で き る サ ー ビ ス が 提 供 さ れ て い る 可 能 性 が 高 い と

考 え ら れ た 。  

 

6 . 6  小 括  

 茨 城 県 内 の 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 老 人 福 祉 施 設

の 通 所 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 要 支 援 者（ 1 , 0 4 0 人 ）

の サ ー ビ ス 利 用 状 況 で は 、 介 護 予 防 給 付 と し て 新 設

さ れ た 選 択 サ ー ビ ス の 内 、 運 動 器 機 能 向 上 サ ー ビ ス

の 利 用 者 が 、 6 0 5 人 で 最 も 多 か っ た 。 し か し 介 護 予

防 給 付 に 基 づ く 通 所 サ ー ビ ス 提 供 に 当 た り 、 施 設 が

講 じ た 対 策 で 、 新 規 に 理 学 療 法 士 ・ 作 業 療 法 士 を 採

用 し た 施 設 は 5 施 設 （ 5 . 7 ％ ） で あ っ た こ と か ら 、

制 度 改 正 前 の 通 所 サ ー ビ ス 提 供 体 制 の ま ま で 、 介 護

予 防 給 付 を 提 供 し て い る 施 設 が 多 い 可 能 性 が 示 唆

さ れ た 。  



項　目 介護老人保健施設 介護老人福祉施設 p値

要介護認定（要支援１＋２） 359 (100)    681 (100) 0.30

　　　　　要支援１   88（24.5） 196（28.7） 0.90

　　　　  要支援２  271（75.5） 485（71.2） 0.11

共通（日常生活向上支援）  343（95.5） 639（93.8） 0.16

選択（運動器機能向上）  285（79.4） 320 (47.0） 0.03*

選択（栄養改善）   0（0.0） 13 (1.9） 0.66

選択（口腔機能改善）  21（5.8） 26（3.8） 0.55

表１　介護老人保健施設（28施設）と介護老人福祉施設（60施設）における要支援者数および
　　　 介護予防サービス利用者数

人（％）,　χ
２
検定  *：p<0.05
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表２　サービス提供施設別の対策実施状況
介護老人保健施設 介護老人福祉施設

n=28 　　　　n=60

施設側の対策実施あり 　　13（46.4） 　 18（30.0） 0.48

　　職員の増員    5（17.9） 4（6.7） 0.11

　　担当職員の配置    5（17.9）  8（13.3） 1.00

　　その他    3 (10.7）  6（10.0） 1.00

対策実施なし   15 (53.6） 42（70.0） 0.40

有意水準5％で有意差なし

項　目 ｐ値

施設数（％），対策の実施のあり・なし：χ
２
検定，職員の増員、担当職員の配置、その他：Ｆｉｓｈeｒの直接法
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有意水準5％で有意差なし
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第 ７ 章   介 護 予 防 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 在

宅 高 齢 者 の 身 体 機 能  

 

7 . 1  研 究 の 目 的  

 厚 生 労 働 省 に よ る 介 護 給 付 費 実 態 調 査 （ 厚 生 労 働

省 ， 2 0 0 5 b ） に よ る と 、 ① 要 介 護 認 定 区 分 の 最 も 軽

い 要 支 援 者 が 増 加 傾 向 に あ る こ と 、 ② 継 続 介 護 給 付

費 受 給 者 の 要 介 護 認 定 区 分 の 変 化 か ら 、 要 支 援 者 の

認 定 区 分 の 悪 化 率 が 高 い こ と が 報 告 さ れ て い る 。 ま

た 、 本 研 究 に 先 行 し て 、 在 宅 要 介 護 高 齢 者 （ 要 支 援

か ら 要 介 護 5 を 含 む ）を 対 象 と し た 日 常 生 活 動 作 能

力 と 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 の 関 連 性 の 研 究 に お い て 、 在

宅 で 介 護 が 必 要 と な っ た 早 期 に 、 或 い は 病 院 か ら 在

宅 療 養 に 移 行 し た 早 期 に 、 十 分 量 の 在 宅 サ ー ビ ス を

導 入 し た 介 護 が 、 日 常 生 活 動 作 能 力 維 持 と 関 連 性 が

高 い こ と が 示 唆 さ れ た 。 更 に 、 軽 度 の 介 護 を 要 す る

在 宅 高 齢 者 （ 要 支 援 か ら 要 介 護 2 を 含 む ） を 対 象 と

し た 研 究 で は 、 す で に 日 常 生 活 動 作 能 力 の 低 下 が 認

め ら れ た 高 齢 者 に は 、 時 間 の 経 過 と 共 に A D L 低 下

が 進 行 す る 危 険 性 が 高 く 、 特 に 「 更 衣 （ 上 半 身 ・ 下

半 身 ）」「 ト イ レ 動 作 」 の 自 立 度 低 下 の 危 険 性 が 高 い

こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た 、 介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス 提

供 施 設 の 対 応 実 態 調 査 で は 、 介 護 保 険 制 度 改 正 前 の

体 制 の ま ま で 通 所 サ ー ビ ス は 提 供 さ れ て い る 可 能
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性 が 高 い こ と が 示 唆 さ れ た 。 介 護 予 防 に 重 点 を 置 い

た 改 正 介 護 保 険 法 が 2 0 0 6 年 に 施 行 と な っ て 以 降 、

介 護 予 防 サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と に よ り 、 要 支 援 状

態 か ら 要 介 護 状 態 へ の 進 行 予 防 効 果 に つ い て の 報

告 は 少 な い 。 本 研 究 で は 、 改 正 介 護 保 険 法 の 下 で 介

護 予 防 通 所 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 、 要 支 援 １ ・ 要

支 援 ２ の 在 宅 高 齢 者 対 象 に 、 身 体 機 能 に つ い て 分 析

し 、 在 宅 高 齢 者 に 効 果 的 な 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 内 容

に つ い て 考 察 す る こ と を 目 的 と し た 。  

 

7 . 2  研 究 方 法  

7 . 2 . 1  対 象 者  

 介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス 提 供 施 設 を 対 象 と し 、 介 護

予 防 通 所 サ ー ビ ス 実 施 の 対 応 状 況 に 関 す る 質 問 紙

調 査 を 2 0 0 8 年 6 月 か ら 7 月 に か け て 郵 送 法 に て 実

施 し た 。 回 答 の あ っ た 8 8 施 設 の 内 、 施 設 長 の 同 意

の 得 ら れ た 3 施 設 で 通 所 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 要

支 援 者 で 、 個 別 に 同 意 の 得 ら れ た 3 4 人 を 解 析 対 象

者 と し た 。  

 

7 . 2 . 2  調 査 方 法  

 厚 生 労 働 省 の ワ ー キ ン グ チ ー ム に よ っ て 開 発 さ

れ た 、 地 域 高 齢 者 の 介 護 予 防 ス ク リ ー ニ ン グ の た め

の 質 問 紙 （ 生 活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト ） に よ
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る 生 活 機 能 お よ び 身 体 機 能 ｛ T i m e d  U p  &  G O  Te s t :  

T U G 、 F u n c t i o n a l  R e a c h  Te s t :  F R T 、 5 ｍ 歩 行 速 度 、

握 力 、 栄 養 状 態 評 価 （ B o d y  M a s s  I n d e x :  B M I ）｝、

機 能 的 自 立 度 評 価 （ F u n c t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  

M e a s u r e :  F I M ）、認 知 機 能 評 価（ M i n i -  M e n t a l  S t a t e  

E x a m i n a t i o n :  M M S E ） に 関 す る 個 別 調 査 を 2 0 1 0 年

２ 月 か ら 4 月 の 期 間 で 、調 査 協 力 施 設 内 に お い て 実

施 し た 。  

 

7 . 2 . 3  評 価 尺 度  

 運 動 機 能 測 定 項 目 の 評 価 基 準 は 次 の 通 り と し た 。 

１ ）  握 力 （ k g ）： 男 性 ＜ 2 9 ， 女 性 ＜ 1 9  

２ ）  開 眼 片 足 立 時 間 （ 秒 ）： 男 性 ＜ 2 0 ， 女 性 ＜ 1 0  

３ ）  5 ｍ 歩 行 速 度 （ 秒 ）： 男 性 ≦ 4 . 4 ， 女 性 ≦ 5 . 0  

４ ）  T U G （ T i m e d  U p  &  G o  Te s t :  T U G ）（ 秒 ）： ＜ 1 9  

５ ）  F R T （ F u n c t i o n a l  R e a c h  Te s t :  F R T ）（ c m ）：  

  男 性 ： 2 0 ～ 2 9 ， 女 性 ： 1 8 ～ 2 6 を 基 準 値 と し 、

  1 5 ㎝ 以 上 の 低 下 の 場 合 、 転 倒 の 危 険 が 大 き い

  と 評 価 す る 。  

６ ） F I M （ F u n c t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  M e a s u r e :  

   F I M ）： 1 項 目 1 ‐ 7 点 、 1 8 項 目 1 2 6 点 で 評 価  

  し 、 各 項 目 6 点 以 上 が 修 正 ま た は 完 全 自 立  

７ ） M M S E （ M i n i - M e n t a l  S t a t e  E x a m i n a t i o n :  

 M M S E ）： 1 項 目 0 ‐ 1 点 、 3 0 点 満 点 で 評 価 し
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 2 4 点 以 上 を 認 知 能 力 問 題 な し と す る 。  

 介 護 予 防 の た め の 生 活 機 能 評 価 に 関 す る マ ニ ュ

ア ル （ 鈴 木 ， 2 0 0 9 ） に 従 っ て 、 介 護 予 防 の た め の 何

ら か の 支 援 が 必 要 な 状 態 の 基 準 を 次 の よ う に し た 。

生 活 機 能 評 価 項 目 は 、 生 活 機 能 5 項 目 、 運 動 機 能 5

項 目 、 口 腔 機 能 3 項 目 、 閉 じ こ も り 2 項 目 、 認 知 症

3 項 目 、 う つ 5 項 目 、 全 2 5 項 目 で 構 成 さ れ 、 各 項

目 ( 0 ， 1 ) の 2 段 階 で 評 価 し た 。  

１ ）  生 活 機 能 全 般 の 評 価 ： 手 段 的 日 常 生 活 動 作 5 項

目 、 運 動 器 機 能 5 項 目 、 栄 養 2 項 目 、 口 腔 機 能

3 項 目 、 閉 じ こ も り 2 項 目 、 認 知 症 3 項 目 、 全

2 0 項 目 中 1 0 項 目 以 上 で 該 当 あ り と し た 。  

２ ）  運 動 器 機 能 向 上 ： 5 項 目 中 3 項 目 以 上 で 該 当 あ

り と し た 。  

３ ）  栄 養 改 善 ： 2 項 目 全 て で 該 当 あ り と し た 。  

４ ）  口 腔 機 能 向 上 ： 3 項 目 中 2 項 目 以 上 で 該 当 あ り

と し た 。  

５ ）  閉 じ こ も り 予 防 ：「 昨 年 と 比 べ て 外 出 回 数 が 減

っ て い ま す か ； は い 」 で 該 当 あ り と し た 。  

６ ）  認 知 症 予 防 ： 3 項 目 中 1 項 目 以 上 で 該 当 あ り と

し た 。  

７ ）  う つ 予 防 ： 5 項 目 中 2 項 目 以 上 で 該 当 あ り と し

た 。  

評 価 方 法 と し て 用 い た 生 活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ ク
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リ ス ト は 、 厚 生 労 働 省 の ワ ー キ ン グ チ ー ム に よ っ て

基 礎 調 査 デ ー タ を 基 に 開 発 さ れ 、 地 域 高 齢 者 の 介 護

予 防 ス ク リ ー ニ ン グ に 導 入 さ れ て い る 。 機 能 的 自 立

度 評 価 F I M（ 千 野 ， 2 0 0 5 ） は 信 頼 性 ・ 妥 当 性 が 証 明

さ れ て い る 尺 度 で あ り 、 5 m 歩 行 速 度 、T U G 、F R T 、

開 眼 片 足 立 時 間 の 各 測 定 項 目 は 、 一 般 高 齢 者 の 身 体

機 能 評 価 項 目 と し て 有 効 性 が 報 告 さ れ て い る （ 木 藤 ，

2 0 0 6 ； 新 井 ， 2 0 0 6 ）。  

 

7 . 2 . 4  統 計 学 的 解 析 方 法  

 カ テ ゴ リ ー 変 数 に つ い て は χ 2 検 定 ま た は F i s h e r

の 直 接 確 率 計 算 法 を 用 い 、独 立 し た 2 群 間 の 順 序 尺

度 の 差 の 検 定 に つ い て は M a n n - W h i t n e y の Ｕ 検 定

を 行 っ た 。 危 険 率 5 ％ 未 満 を 有 意 差 あ り と し た 。  

 

7 . 4  倫 理 的 配 慮  

 本 研 究 に お け る 調 査 で は 、調 査 協 力 施 設 長 お よ び

対 象 者 個 々 に 、 調 査 研 究 の 趣 旨 、 調 査 内 容 、 調 査 協

力 に よ る 不 利 益 が な い こ と 文 章 を 示 し な が ら 口 頭

で 説 明 し 、 文 書 で 同 意 を 得 て 実 施 し た 。 ま た 本 研 究

は 、 つ く ば 国 際 大 学 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 し

た 。  
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7 . 4  研 究 結 果  

7 . 4 . 1  対 象 者 の 特 性  

 調 査 対 象 者 の 特 性 を 表 1 に 示 し た 。 対 象 者 3 4 人

の 平 均 年 齢 は 8 4 . 3（ ± 7 . 4 ） 歳 で あ り 、 女 性 が 2 8 人

（ 8 4 . 2 ％ ）を 占 め て い た 。要 介 護 認 定 区 分 の 内 訳 は 、

要 支 援 １ が 7 人（ 2 0 . 6 ％ ）、要 支 援 ２ が 2 7 人（ 7 9 . 4 ％ ）

で 、 3 4 人 中 2 3 人 ( 6 7 . 6 ％ ) に 同 居 介 護 者 が い た 。 サ

ー ビ ス 利 用 期 間 （ 月 数 ） は 、 3 4 . 7 （ ± 3 1 . 0 ） か 月 [ 1

－ 1 2 2 ] 、 1 週 当 た り の 利 用 回 数 は 、 1 . 6（ ± 0 . 5 4 ） 回

で 、 運 動 器 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム の 利 用 者 が 3 4 人 中

2 1 人 ( ％ ) を 占 め 、 口 腔 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム は 、 対 象

者 が 1 2 人 （ 3 5 . 3 ％ ） い た が 、 プ ロ グ ラ ム の 利 用 は

な か っ た 。 ま た 、 栄 養 改 善 の 対 象 者 お よ び 利 用 者 は

な か っ た 。 運 動 器 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム の 内 容 で 、 個

別 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 利 用 者 2 5 人 （ 7 3 . 5 ％ ）、 集 団

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 利 用 者 2 4 人 ( 7 0 . 6 ％ ) 、個 別 と 集

団 の 両 方 を 利 用 し て い る 者 は 1 6 人 （ 3 2 . 4 ％ ） だ っ

た 。運 動 機 能 測 定 の 結 果 、機 能 的 自 立 度 評 価（ F I M ）

は 、 総 得 点 1 1 7 . 5 （ ± 7 . 1 ） で 自 立 評 価 と な っ た が 、

5 m 歩 行 速 度 8 . 2（ ± 4 . 0 ） 秒 、 T U G 2 1 . 8（ ± 1 0 . 4 ） 秒

と 基 準 値 を 上 回 っ て い た 。 F R T 2 3 . 9（ ± 7 . 3 ） c m 、 認

知 機 能 評 価（ M M S E ）2 4 . 7（ ± 3 . 3 ）は 正 常 の 範 囲 で 、

B M I 2 4 . 9（ ± 4 . 1 ） は 、 適 正 値 を や や 上 回 る 結 果 だ っ

た 。  
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7 . 4 . 2  対 象 者 の 身 体 機 能  

 対 象 者 3 4 人 の F I M の 評 価 項 目 別 得 点 を 表 2 に 示

し た 。 F I M 総 得 点 で は 、 1 1 7 . 5 （ ± 7 . 1 ） と 自 立 評 価

と な っ た が 、 評 価 項 目 別 得 点 で は 1 8 項 目 の 内 、「 移

動（ 階 段 ）」の み が 平 均 5 . 2 9（ ± 1 . 8 ）と 6 . 0 未 満 で 、

非 自 立 評 価 だ っ た 。 ま た 、 最 小 値 が 6 点 以 上 で 、 全

員 が 自 立 評 価 と な っ た 項 目 は 、「 食 事 」「 整 容 」「 コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン （ 表 出 ）」「 社 会 的 認 知 （ 社 会 的 交

流 ）」 の 4 項 目 の み で 、「 清 拭 」「 更 衣 （ 上 半 身 ）」「 更

衣 （ 下 半 身 ）」「 移 乗 （ 浴 槽 、 シ ャ ワ ー ）」「 移 動 （ 歩

行 、 車 椅 子 ）」「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン （ 理 解 ）」 社 会

的 認 知 （ 問 題 解 決 ）」「 社 会 的 認 知 （ 記 憶 ）」 の 9 項

目 で は 、 最 小 値 が 5 未 満 で 、 介 助 を 必 要 と す る 者 が

含 ま れ て い た 。  

 

7 . 4 . 3  生 活 機 能 評 価  

 高 齢 者 生 活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト を 用 い

て 、 対 象 者 3 4 人 の 生 活 機 能 評 価 を 行 っ た 。 そ の 結

果 、生 活 機 能 全 般 2 0 項 目 中 1 0 項 目 以 上 の 介 護 予 防

の た め の 支 援 が 必 要 な 項 目 に 該 当 し た 者 は 1 6 人

（ 4 7 . 1 ％ ） で 、 手 段 的 日 常 生 活 動 作 項 目 （ 5 項 目 ）

で 、「 バ ス や 電 車 で １ 人 で 外 出 し て い ま す か 」「 日 用

品 の 買 物 を し て い ま す か 」 の 2 項 目 に 「 い い え 」 と

7 割 以 上 が 回 答 し た 。 運 動 器 機 能 評 価 項 目 （ 5 項 目 ）
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で は 、「 階 段 を 手 す り や 壁 を つ た わ ら ず に 昇 っ て い

ま す か 」「 椅 子 に 座 っ た 状 態 か ら 何 も つ か ま ら ず に

立 ち 上 が っ て い ま す か 」 の 2 項 目 に 「 い い え 」 と 回

答 し た 者 が 7 割 以 上 を 占 め て い た 。 ま た 、 認 知 症 予

防 プ ロ グ ラ ム 該 当 者（ 3 項 目 中 1 項 目 以 上 該 当 あ り ）

は 2 6 人 （ 7 6 . 5 ％ ）、 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム 該 当 者 （ 5

項 目 中 2 項 目 以 上 該 当 あ り ）は 2 5 人（ 7 3 . 5 ％ ）で 、

運 動 器 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム 該 当 者 （ 5 項 目 中 3 項 目

該 当 あ り ） は 2 1 人 （ 6 1 . 8 ％ ） に 比 較 し て 多 い 結 果

だ っ た 。  

 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト の 結 果 か ら 、 介 護 予 防 プ ロ グ

ラ ム 該 当 者 の 重 複 人 数 を 表 ４ に 示 し た 。 生 活 機 能 全

般 2 0 項 目 中 1 0 項 目 以 上 該 当 し た 者 1 6 人 の う ち 、

運 動 器 機 能 向 上 の 該 当 者 は 1 5 人 だ っ た 。更 に 1 5 人

中 5 人 は 、 う つ 予 防 、 閉 じ こ も り 予 防 、 認 知 症 予 防

プ ロ グ ラ ム す べ て に 該 当 し て い た 。 9 人 は う つ 予 防

と 認 知 症 予 防 プ ラ グ ラ ム の 該 当 者 で 、 1 人 は 認 知 症

予 防 プ ロ グ ラ ム の 該 当 者 だ っ た 。  

 

7 . 5  考 察  

 対 象 者 3 4 人 の 特 性 か ら 、 介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス

を 利 用 し て い る 者 は 、 平 均 年 齢 8 3 . 4 （ ± 7 . 4 ） 歳 と

後 期 高 齢 女 性 が 多 く 、 要 介 護 認 定 区 分 で は 要 支 援 2

の 該 当 者 が 2 7 人 （ 7 0 . 4 ％ ） と 多 か っ た 。 サ ー ビ ス
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利 用 期 間 （ 月 数 ） は 、 平 均 3 4 . 7 （ ± 3 1 . 0 ） か 月 、 最

も 長 期 間 利 用 し て い る 者 は 1 2 2 か 月 で あ る こ と か ら 、

介 護 保 険 法 改 正 以 前 か ら の 利 用 者 が 含 ま れ て い た 。

こ の こ と は 制 度 改 正 に 伴 い 、 要 介 護 認 定 更 新 の た め

の 認 定 審 査 に お い て 要 介 護 認 定 区 分 が 引 き 下 げ ら

れ た 者 が 含 ま れ て い る と 考 え ら れ る（ 大 塚 ，2 0 0 8 ）。

週 当 た り の 平 均 利 用 回 数 は 1 . 6 （ ± 0 . 5 4 ） で あ り 、

週 当 た り 1 ～ 2 回 の 利 用 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 介

護 予 防 通 所 サ ー ビ ス は 定 額 制（ 大 塚 ，2 0 0 8 ）で あ り 、

利 用 回 数 に 関 係 な く 一 定 の 介 護 報 酬 が 事 業 者 に 支

払 わ れ る 仕 組 み で あ る た め 、週 2 回 以 上 の 利 用 が な

い の は 、 提 供 施 設 側 の 問 題 で あ る 可 能 性 が 考 え ら れ

た 。  

 F I M に よ る 身 体 機 能 評 価 は 、総 得 点 で 自 立 評 価 の

範 囲 で あ っ た が 、 項 目 別 得 点 で は 「 移 動 （ 階 段 ）」

が 、 5 . 2 9（ ± 1 . 8 ） と 対 象 者 全 体 と し て 自 立 度 の 低 い

傾 向 に あ っ た 。 ま た 、 5 m 歩 行 速 度 、 T U G の 結 果 が

正 常 値 を 上 回 り 、 F I M 項 目 別 得 点 で 「 移 動 （ 階 段 ）」

が 6 点 未 満 で あ る こ と か ら 、下 肢 運 動 機 能 に 関 連 す

る 動 作 に お い て 介 護 を 必 要 と す る 者 が 含 ま れ て い

る こ と が 考 え ら れ た 。第 5 章 に 示 し た 研 究 に お い て 、

要 支 援 か ら 要 介 護 2 の 者 を 含 む 在 宅 高 齢 者 の 日 常 生

活 動 作 能 力 で は 、「 清 拭 」「 更 衣（ 上 半 身 ）」「 更 衣（ 下

半 身 ）」「 ト イ レ 動 作 」 の 機 能 低 下 が 示 唆 さ れ た が 、
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本 研 究 対 象 者 で あ る 要 支 援 1 ・ 2 の 者 で は 、 F I M 項

目 別 得 点 は 6 点 以 上 で 自 立 評 価 の 範 囲 内 で あ っ た 。

し か し 、 得 点 の 最 小 値 か ら 介 助 の 必 要 な 者 が 含 ま れ

て お り 、 追 跡 調 査 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。  

 対 象 者 3 4 人 の 7 割 以 上 が 選 択 サ ー ビ ス で あ る 運

動 器 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム を 利 用 し て い た 。 高 齢 者 生

活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト に よ り 、 口 腔 機 能 向

上 プ ロ グ ラ ム 該 当 者 は 1 2 人 （ 3 5 . 3 ％ ） だ っ た が 、

プ ロ グ ラ ム の 利 用 は な か っ た 。 生 活 機 能 全 般 2 0 項

目 該 当 者 の う ち 、1 4 人 は 運 動 器 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム

該 当 者 で あ り 且 つ 、 認 知 症 予 防 、 う つ 予 防 プ ロ グ ラ

ム の 該 当 者 で あ っ た こ と か ら 、 運 動 器 機 能 向 上 単 独

の プ ロ グ ラ ム で は な く 、 認 知 症 予 防 、 う つ 予 防 プ ロ

グ ラ ム を も 含 む 複 合 プ ロ グ ラ ム の 必 要 性 が 考 え ら

れ た 。 ま た 、 口 腔 機 能 改 善 プ ロ グ ラ ム の 利 用 が な か

っ た の は 、 サ ー ビ ス 提 供 施 設 の 対 応 が な い た め か 、

介 護 予 防 ケ ア プ ラ ン に 位 置 づ け が な く 利 用 に 結 び

つ い て い な い た め か 、 今 後 更 に 調 査 が 必 要 と 思 わ れ

た 。  

  

7 . 6  小 括  

 介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 在 宅 高 齢

者 3 4 人 の 身 体 機 能 、 生 活 機 能 の ア セ ス メ ン ト を 行

っ た 。 そ の 結 果 、 要 支 援 1 ・ 2 に 該 当 し 介 護 予 防 通
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所 サ ー ビ ス 利 用 し て い る 者 の 身 体 機 能 は 、F I M 項 目

別 得 点 で「 移 動（ 階 段 ）」が 6 点 未 満 、5 m 歩 行 速 度 、

T U G の 評 価 が 正 常 値 を 上 回 り 、下 肢 運 動 機 能 低 下 に

対 す る 予 防 プ ロ グ ラ ム の 必 要 性 が 見 ら れ た 。 高 齢 者

生 活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト に よ り 、 生 活 機 能

全 般 1 0 項 目 以 上 該 当 者 の う ち 、 運 動 器 機 能 向 上 プ

ロ グ ラ ム 該 当 者 1 4 人 は 、 認 知 症 予 防 、 う つ 予 防 プ

ロ グ ラ ム に も 該 当 し て い た 。 こ の こ と か ら 、 現 在 の

介 護 予 防 給 付 に よ る 選 択 サ ー ビ ス 、 つ ま り 運 動 器 機

能 向 上 、 口 腔 機 能 向 上 、 栄 養 改 善 の 各 サ ー ビ ス 単 独

の 給 付 方 式 で は な く 、 運 動 器 機 能 向 上 の プ ロ グ ラ ム

に 、 認 知 症 予 防 、 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム 内 容 を 含 む 複

合 的 な プ ロ グ ラ ム の 検 討 が 必 要 に な る と 考 え ら れ 、

更 に 大 規 模 な 調 査 に よ っ て 検 証 さ れ る 必 要 性 が あ

る と 思 わ れ た 。 口 腔 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム 該 当 者 1 2

人 （ 3 5 . 3 ％ ） は 、 プ ロ グ ラ ム の 利 用 が な か っ た 。 こ

れ は サ ー ビ ス 提 供 施 設 の 対 応 が な い た め か 、 介 護 予

防 ケ ア プ ラ ン に 位 置 づ け が な く 利 用 に 結 び つ い て

い な い た め か 、 今 後 更 に 調 査 が 必 要 と 思 わ れ た 。  

 介 護 予 防 サ ー ビ ス は 、 在 宅 高 齢 者 の 自 立 生 活 支 援

を 目 的 に 身 体 機 能 、 生 活 機 能 の 低 下 を で き る 限 り 予

防 ま た は 機 能 維 持 に 効 果 的 で あ る こ と が 求 め ら れ

る 。 従 っ て 、 現 行 の 介 護 予 防 給 付 体 制 や サ ー ビ ス 内

容 の 見 直 し が 必 要 と 考 え ら れ る 。  



表１　個別調査対象者34人の特性

項　目 人(%), Mean(SD) 最小値-最大値

年齢（歳） 83.4（7.4） [69－97]

性別（女性） 28（82.4）

同居家族（あり） 23（67.6）

要支援１ 7（20.6）

要支援２ 27（79.4）

利用サービス　　　通所介護 21（61.8）

　　　　　　　　　通所リハビリテーション 13（38.2）

　個別リハビリテーション（利用あり） 25（73.5）

　集団リハビリテーション（利用あり） 24（70.6）

　個別＋集団リハビリテーション（利用あり） 16（32.4）

生活機能全般（10/20項目以上の該当あり） 16（47.1）

運動器機能向上（3/5項目以上該当あり） 21（61.8）

栄養改善　（2/2項目該当あり） 0（0.0）

口腔機能改善（2/3項目以上該当あり） 12（35.3）

閉じこもり予防（昨年と比較して外出回数減少あり） 10（29.4）

認知症予防（1/3項目以上該当あり） 26（76.5）

うつ予防（2/5項目以上該当あり） 25（73.5）

サービス利用頻度（回／週） 1.6（0.54） [0.25‐2.0]

サービス利用期間（月数） 34.7（31.0） [1‐122]

BMI 24.9(4.1) [16.5‐36.4]

FIM 117.5(7.1) [90‐126]

MMSE 24.7(3.3） [19‐30]

5ｍ歩行速度（秒） 8.2(4.0) [0‐19.2]

TUG（秒） 21.8(10.4) [3.8‐60.0]

FRT（㎝） 23.9(7.3) [12.5‐35.0]

高齢者生活機能評価基本チェックリスト項目

FRT: Functional Reach Test,　男性：20～29(cm),　女性：18～26(cm)を標準値とする

生活機能全般：20項目，運動機能：5項目, 栄養改善：2項目，口腔機能：3項目，
閉じこもり：2項目，認知症：3項目，うつ：5項目

ｎ＝34　人（％), mean(SD)[最小値‐最大値]

BMI: Body Weight (kg) / Height (m)2  18.5-24.0を適正範囲とする
FIM: 1項目1－7点,　18項目126点満点で評価,　各項目6点以上が修正または完全自立

MMSE: 1項目0‐1点,　30点満点で評価し、24点以上を認知能力問題なしとする

TUG：Timed Up & Go Test：＜19(秒)を正常値とする

5ｍ歩行速度：男性≦4.4,　女性≦5.0を正常値とする
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表2　FIM項目別得点

項　目 Mean(SD) 最小値-最大値

FIM 118（7.1） [90－126]

食事 6.97（0.2） [6－7]

整容 6.97（0.2） [6－7]

清拭 6.32（1.5） [1－7]

更衣（上半身） 6.76（0.8） [3－7]

更衣（下半身） 6.74（0.8） [3－7]

トイレ動作 6.59（0.6） [5－7]

排尿コントロール 6.91（0.4） [5－7]

排便コントロール 6.68（0.5） [5－7]

移乗（ベッド、椅子、車椅子） 6.62（0.5） [5－7]

移乗（トイレ） 6.62（0.6） [5－7]

移乗（浴槽、シャワー） 6.06（1.2） [2－7]

移動（歩行、車椅子） 6.15(0.7) [3‐7]

移動（階段） 5.29(1.8） [1‐7]

コミュニケーション（理解） 6.68(0.5) [1‐7]

コミュニケーション（表出） 6.88(0.3) [6‐7]

社会的交流 6.85(0.4) [6‐7]

問題解決 6.32(1.0) [2‐7]

記憶 6.09(0.8) [4‐7]

ｎ＝34

FIM: 1項目1－7点,　18項目126点満点で評価,　各項目6点以上が修正または完全自立
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％

1 バスや電車を利用して一人で外出 （いいえ:1） 97

2 日用品の買い物 （いいえ:1） 76

3 預貯金の出し入れ （いいえ:1） 38

4 友人宅の訪問 （いいえ:1） 68

5 家族・友人の相談にのる （いいえ:1） 50

6 手すりを使わず階段を上る （いいえ:1） 76

7 何もつかまらずに椅子からの立ち上り （いいえ:1） 79

8 15分間持続歩行 （いいえ:1） 44

9 転倒（最近1年以内） （はい：1） 38

10 転倒不安 （はい：1） 50

62

11 6ヶ月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか （はい：1） 12

12 BMI<18.5の場合該当とする （該当：1） 6

0

13 固い物が食べにくい（半年前と比較） （はい：1） 38

14 お茶や汁物がむせる （はい：1） 29

15 口の渇きが気になる （はい：1） 53

35

16 週に1回以上の外出 （いいえ:1） 0

17 外出回数の減少（昨年と比較） （はい：1） 29

29

18 周りから物忘れがあると言われる （はい：1） 59

19 電話番号を調べて電話をかける （いいえ:1） 32

20 今日が何月何日かわからないことがある （はい：1） 38
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47

21 毎日の生活に充実感がない
（ここ2週間）

（はい：1） 35

22 楽しんでやれたことが楽しめなくなった
（ここ2週間）

（はい：1） 44

23 楽にできたことがおっくうに感じる
（ここ2週間）

（はい：1） 70

24 自分が役に立つ人間だと思えない
（ここ2週間）

（はい：1） 44

25 わけもなく疲れたような感じがする
（ここ2週間）

（はい：1） 53
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栄
養
改
善 栄養改善（2項目すべて該当あり）

表３　対象者34人の生活機能評価

項　目

手
段
的
日
常
生
活
動

作

運
動
器
機
能

運動器機能向上（3項目以上該当あり）

口
腔
機
能

口腔機能向上（2項目以上該当あり）

閉
じ

こ
も
り

閉じこもり予防（17に該当あり）

認
知
症

認知症予防（1項目以上該当あり）

生活機能全般（1～20の10項目以上の該当あり）

う
つ

うつ予防（2項目以上該当り）

ｎ＝34

高齢者生活機能評価基本チェックリスト項目

生活機能全般：20項目，手段的日常生活動作：5項目，運動機能：5項目, 栄養改善：2項目，
口腔機能：3項目，閉じこもり：2項目，認知症：3項目，うつ：5項目
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認知症予防該当 閉じこもり予防該当 うつ予防該当

あり あり あり あり なし 合計

生活機能の該当　　　 あり 5 0 5

　　　　　　　　　　　　　　なし 0 1 1

　　　　　　　　　　　　　　合計 5 1 6

なし 生活機能の該当　　　 なし 1 1

　　　　　　　　　　　　　　合計 1 1

なし あり 生活機能の該当　　　 あり 9 0 9

　　　　　　　　　　　　　　なし 3 4 7

　　　　　　　　　　　　　　合計 12 4 16

なし 生活機能の該当　　　 あり 1 0 1

　　　　　　　　　　　　　　なし 1 1 2

　　　　　　　　　　　　　　合計 2 1 3

なし あり あり 生活機能の該当　 　　なし 1 1 2

　　　　　　　　　　　　　　合計 1 1 2

なし 生活機能の該当　 　　なし 1 1

　　　　　　　　　　　　　　合計 1 1

なし あり 生活機能の該当　 　　なし 1 1

　　　　　　　　　　　　　　合計 1 1

なし 生活機能の該当　　　 あり 1 1

　　　　　　　　　　　　　　なし 3 3

　　　　　　　　　　　　　　合計 4 4

ｎ＝34

表４　基本チェックリスト評価項目重複人数

運動器機能向上の該当

生活機能：20項目中10項目以上で該当あり，　運動器機能向上：5項目中3項目以上で該当あり，　うつ予防：5項目中2項目以上で該当り，
認知症予防：3項目中1項目以上で該当あり，閉じこもり予防：「昨年と比べて外出回数が減っていますか； はい」で該あり
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第 8 章  総  括  

 本 研 究 は 、 在 宅 高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 を 中 心 と し

た 身 体 機 能 低 下 の 危 険 性 の 高 い 項 目 、 機 能 低 下 に 影

響 を 及 ぼ す 要 因 を 明 ら か に す る と 共 に 、 在 宅 高 齢 者

の 身 体 機 能 維 持 に 効 果 的 な 在 宅 サ ー ビ ス 、 介 護 予 防

サ ー ビ ス 内 容 を 考 察 し た 研 究 で あ る 。  

 

 

本 研 究 か ら 、 以 下 の こ と が 明 ら か と な っ た 。  

１ ．  在 宅 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 要 介 護 高 齢 者 の

日 常 生 活 動 作 能 力 と 関 連 性 の あ る 要 因 に つ い

て 追 跡 調 査 を 実 施 し た 結 果 、在 宅 期 間 の 短 い 者

は 、長 い 者 に 比 較 し て 身 体 の 機 能 的 自 立 度 が 低

下 し や す い 状 態 に あ っ た 。 こ れ は 、 病 院 療 養 か

ら 在 宅 療 養 に 移 行 し て 間 も な い 時 期 は 、病 状 は

安 定 し て い て も 、体 力 の 回 復 が 不 十 分 と 考 え ら

れ 、家 族 の 過 度 な 介 護 に よ っ て 身 体 能 力 の 回 復

遅 延 の 可 能 性 が 考 え ら れ る こ と 。 ま た 、 在 宅 で

介 護 が 必 要 と な っ て か ら 間 も な い 時 期 は 、高 齢

者 の 身 体 的 自 立 度 が 急 激 に 悪 化 し な い 限 り 、高

齢 者 自 身 や 家 族 が サ ー ビ ス 利 用 を 希 望 せ ず 、悪

化 が 顕 著 に な っ て か ら 家 族 介 護 の み で は 困 難

と な り サ ー ビ ス 利 用 に 結 び つ く こ と も 考 え ら

れ た 。 こ れ に 対 し て 、 在 宅 療 養 を 長 期 間 継 続 し
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て い る 高 齢 者 ・ 家 族 は 、 サ ー ビ ス の 利 用 に 対 す

る 抵 抗 感 が 減 少 し 、家 族 介 護 と サ ー ビ ス 利 用 の

双 方 を 有 効 に 活 用 し 、介 護 と 生 活 の バ ラ ン ス を

保 持 し て い る と 考 え ら れ た 。 さ ら に 、 在 宅 サ ー

ビ ス の 利 用 が 単 一 サ ー ビ ス の 利 用 の み で 、利 用

頻 度 が 少 な い 場 合 は 、日 常 生 活 動 作 能 力 が 低 下

す る 可 能 性 が 高 い こ と が 示 唆 さ れ た 。  

 

２ ．  軽 度 の 介 護 を 必 要 と す る 在 宅 高 齢 者 の 日 常 生

活 動 作 能 力 （ A c t i v i t i e s  o f  D a i l y  L i v i n g :  A D L ）

に つ い て 調 査 し た 。 そ の 結 果 、 同 居 介 護 者 の い

る 在 宅 高 齢 者 で 、ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時 点 の 機 能

的 自 立 度 評 価 （ F u n c t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  

M e a s u r e :  F I M ）の 得 点 が 1 0 8 点 未 満 の 軽 い A D L

低 下 が 認 め ら れ た 者 が 、 更 に A D L が 低 下 す る

傾 向 に あ っ た 。F I M の 評 価 項 目 別 に 変 化 を 見 た

結 果 、ベ ー ス ラ イ ン 調 査 時 点 で 有 意 な 差 の 見 ら

れ た 項 目 は な か っ た が 、追 跡 調 査 時 点 で「 清 拭 」

「 更 衣 （ 上 半 身 ）」「 更 衣 （ 下 半 身 ）」「 社 会 的 認

知 （ 記 憶 ）」 の ４ 項 目 に 有 意 な 低 下 が 見 ら れ た

こ と か ら 、A D L 低 下 に 寄 与 し て い る 可 能 性 が 高

い こ と が 示 唆 さ れ た 。 さ ら に 、 A D L 低 下 群 の

F I M 得 点 の 変 化 か ら 、「 更 衣 （ 上 半 身 ）」「 更 衣

（ 下 半 身 ）」「 ト イ レ 動 作 」 の 3 項 目 が 低 下 の 危
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険 性 が 高 い と 考 え ら れ た 。  

 

３ ．  介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 在 宅 高

齢 者 の 身 体 機 能 、 生 活 機 能 の 評 価 を 行 っ た 。 評

価 方 法 と し て 用 い た 生 活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ

ク リ ス ト は 、厚 生 労 働 省 の ワ ー キ ン グ チ ー ム に

よ っ て 基 礎 調 査 デ ー タ を 基 に 開 発 さ れ 、地 域 高

齢 者 の 介 護 予 防 ス ク リ ー ニ ン グ に 導 入 さ れ て

い る 。 機 能 的 自 立 度 評 価 F I M（ 千 野 ， 2 0 0 5 ） は

信 頼 性 ・ 妥 当 性 が 証 明 さ れ て い る 尺 度 で あ り 、

5 m 歩 行 速 度 、 T U G 、 F R T 、 開 眼 片 足 立 時 間 の

各 測 定 項 目 は 、一 般 高 齢 者 の 身 体 機 能 評 価 項 目

と し て 有 効 性 が 報 告 さ れ て い る （ 木 藤 ， 2 0 0 6 ；

新 井 ， 2 0 0 6 ）。 生 活 機 能 評 価 の 結 果 、 機 能 的 自

立 度 評 価 F I M の 項 目 別 得 点 で 「 移 動 （ 階 段 ）」

が 6 点 未 満 、 5 m 歩 行 速 度 、 T U G の 評 価 が 正 常

値 を 上 回 り 、下 肢 運 動 機 能 の 低 下 傾 向 に あ る こ

と が 示 さ れ た 。高 齢 者 生 活 機 能 評 価 基 本 チ ェ ッ

ク リ ス ト に よ り 、 生 活 機 能 全 般 2 0 項 目 該 当 者

の う ち 、 運 動 器 機 能 向 上 プ ロ グ ラ ム 該 当 者 1 4

人 は 、 認 知 症 予 防 、 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム に も 該

当 し た こ と か ら 、現 在 の 介 護 予 防 給 付 に よ る 選

択 サ ー ビ ス 、 つ ま り 運 動 器 機 能 向 上 、 口 腔 機 能

向 上 、栄 養 改 善 の 各 サ ー ビ ス 単 独 の 給 付 方 式 で
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は な く 、 運 動 器 機 能 向 上 の プ ロ グ ラ ム に 、 認 知

症 予 防 、う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の 内 容 を 含 む 複 合

的 な プ ロ グ ラ ム の 検 討 が 必 要 に な る と 考 え ら

れ た 。  

 

 本 研 究 の 第 4 章 、 第 5 章 に 著 わ し た 研 究 の 期 間 中

に 制 度 改 正 は な く 、 対 象 と し た 高 齢 者 の 日 常 生 活 動

作 能 力 に 影 響 す る 要 因 の 分 析 、 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 率

お よ び F I M 評 価 項 目 に 着 目 し 追 跡 調 査 を 行 っ た 結

果 か ら 、 身 体 機 能 低 下 の 危 険 性 の 高 い 項 目 を 抽 出 し

た 。こ れ ら の 結 果 か ら 約 5 年 の タ イ ム ラ グ の あ る 第

6 章 、 第 7 章 の 研 究 の 妥 当 性 に つ い て は 、 制 度 改 正

後 の 調 査 研 究 で あ る こ と 、 対 象 と な る 高 齢 者 が 要 介

護 認 定 基 準 の 改 正 に よ り 第 4 章 、第 5 章 の 研 究 対 象

者 と 同 一 の 認 定 区 分 の 者 と は な ら な か っ た 点 に お

い て 、 研 究 の 妥 当 性 に 関 す る 疑 問 は 否 定 で き な い 。

し か し 、 5 年 の 間 に 高 齢 者 の 身 体 機 能 や 生 活 機 能 の

変 化 に 新 た な 知 見 が あ っ た と の 報 告 は 見 ら れ ず 、 運

動 器 の 機 能 低 下 が 生 活 機 能 に 影 響 す る こ と （ 鹿 毛 ，

2 0 0 7 ； 坂 田 ， 2 0 0 7 ； 大 澤 ， 2 0 0 8 ； 村 上 ， 2 0 0 8 ） の

報 告 が あ る こ と か ら 、 研 究 期 間 の タ イ ム ラ グ の 影 響

は 少 な い と 考 え る 。 第 6 章 、 第 7 章 の 研 究 は 、 制 度

改 正 後 の 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 利 用 す る 高 齢 者 に 対

象 を 変 え 、 サ ー ビ ス 利 用 率 で は な く 介 護 予 防 サ ー ビ
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ス 内 容 に つ い て 調 査 か ら 結 果 を 導 い て い る 。 こ れ は 、 

3 年 毎 に 実 施 さ れ る 制 度 改 正 の 下 で 、 介 護 予 防 サ ー

ビ ス の 利 用 と 高 齢 者 の 身 体 機 能 、 生 活 機 能 の 評 価 の

面 か ら 、 制 度 運 営 に 関 し て 意 義 の あ る 研 究 と 考 え る 。

制 度 の 改 正 に よ っ て 、 対 象 者 の 要 介 護 認 定 基 準 や 利

用 で き る サ ー ビ ス の 種 類 、 利 用 頻 度 に 変 更 が 生 じ る

こ と は 止 む を 得 な い こ と で あ る が 、 サ ー ビ ス 内 容 や

利 用 頻 度 と 高 齢 者 の 身 体 機 能 ・ 生 活 機 能 と 関 連 性 を

追 求 す る こ と は 、 今 後 の 適 正 な 制 度 運 営 の 一 助 と な

る 研 究 と し て 、 継 続 さ れ る こ と に 意 義 が あ る と 考 え

る 。  
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医療保健学部看護学科 

鈴 木 育 子 

 

 

新予防給付による通所サービス利用者を対象とした 

研究調査の説明とご協力のお願い 

 

【研究の目的】 

介護予防に重点を置いた改正介護保険法が平成18年4月から施行されました。

改正の背景は、要支援状態にある高齢者の増加と要介護状態の重度化が大きな

要因でした。現在、特定高齢者を対象とする生活機能、運動機能に関連する研

究は多く取り組まれていますが、要支援状態にある高齢者の生活機能や運動機

能と介護予防サービス利用に関連についての報告は少ない状況です。 

本研究におきましては、改正介護保険法の下で、要支援 1または２と認定さ

れた地域在住の高齢者を対象として、利用している介護サービスの内容および

頻度と生活機能状況との関連性を調査することによって、地域高齢者の健康維

持に必要な介護サービスの内容や利用頻度についてより良い方向性を探索す

ることを目的といたしました。 

 

【対象者】 

改正介護保険法の要介護認定において、要支援１、要支援２の認定を受け、

通所介護、通所リハビリテーションを利用している地域在住の高齢者とさせて

いただきます。 
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【調査項目】 

 １．施設への調査内容 

  ① 要介護度別通所サービス利用者実数 

  ② 新予防給付における負荷サービス（運動機能向上、口腔機能、栄養）

利用者実数 

  ③ 新予防給付のサービスのための職員の増員の有無と増員した職員の 

  職種、勤務形態 

  ④ 施設利用者の個別協力依頼が可能か否か 

 

 ２．対象となる高齢者への調査内容 

１）聞き取り調査項目 

  ① 対象者基本情報 

 （年齢、性別、家族構成、骨関節疾患の既往、教育歴、初回要介護認定日、

介護サービス利用頻度、介護サービスの内容） 

② 生活機能について （特定高齢者基本チェックリストによる） 

（外出や買い物の実施の有無、預貯金などの金銭管理、他人との交流や相

談を受けることの有無） 

③ 運動機能について （特定高齢者基本チェックリストによる） 

（階段昇降や椅子からの立ち上がりが可能か否か、転倒の経験の有無） 

④ 体重の変化、嚥下・口腔の渇きなどの有無、外出の頻度、物忘れ、 

心の安定状態について （特定高齢者基本チェックリストによる） 

 ⑤ 認知能力評価 （Mimi-Mental State Examination: MMSE） 

 

２）測定調査項目 

  ① 血圧、脈拍、水分摂取量（1日）、排尿回数（1日） 

  ② 身長、体重、（ＢＭＩ） 

  ③ 握力、５ｍ歩行速度、Timed Up & Go Test、Functional Reach Test、 

   開眼片足立ち時間 

 ④ 機能的自立度評価 （Functional Independence Measure: FIM） 
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【本研究における倫理的配慮】 

 ① 本研究において、聞き取り調査、運動機能測定調査を実施いたします。

個人情報の取り扱いについて、収集した情報はコード化し、個人が特定さ

れることないデータベースとして保存管理いたします。研究成果が外部に

公表される場合も個人情報が第三者に漏れることはありません。 

 ② 調査の同意は、対象となる方の自由意思によるものであり、調査を拒否

しても介護サービスを受ける上で、不利益を被ることはありません。  

  

③ 調査対象者は、調査協力に同意された後であっても、調査の途中であっ

ても調査を拒否することが保証されます。 

 

④ 調査中の事故が生じた場合は、責任を持って治療等の対応をいたします。 

 

＊ これまでの説明で、研究の趣旨、調査内容、個人情報の保護、調査を拒否し

ても不利益のないことついてご理解いただいた上で、研究にご協力いただけ

るか否かをご検討ください。ご協力いただける場合は、別紙同意書にご署名

ください。 

＊ 本研究は、つくば国際大学研究倫理委員会の承認をえて、調査協力施設、対

象者の皆様に不利益がないよう万全の配慮がされた上で実施されます。 

研究に関するご意見・ご質問等がございましたら、気軽に実施責任者にお尋

ね下さい。 

 

 

 

 

 

 

説明した日時： 平成  年  月  日 

説明者の所属： 

説明者の氏名： 

実施責任者 

 つくば国際大学医療保健学部看護学科 

 鈴 木 育 子 

TEL：029-826-6036（直通） 

e-mail：i-suzuki@tius-hs.jp 
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同 意 書  

 

つくば国際大学学長  殿 

 

 当施設は、「新予防給付を受けている地域高齢者のサービス利用状況と生活機

能レベル」について、研究の目的、調査内容、調査方法について十分な説明を

受けた上で、研究調査協力施設として受け入れるか否かを検討した結果、協力

することに同意いたします。 

 調査対象となる利用者の個人情報の保護並びに個人の自由意思による調査同

意であり、いかなる理由であっても調査辞退ができ、不利益のないことを確認

いたしました。 

 

平成  年   月   日 

 

     施設名・住所  

 

                                    

 

施設代表者氏名（自筆署名または記名押印） 

 

                      

 

「新予防給付を受けている地域高齢者のサービスと利用状況と生活機能レベ

ル」について、書面及び口頭にて 平成  年  月  日に説明を行い、 

上記の通り同意を得ました。 

 

説明者 所属                 

      

    氏名                 

（自筆署名または記名押印） 
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新予防給付による通所サービス利用者を対象とした 

研究調査の説明とご協力のお願い 

 

【研究の目的】 

介護予防に重点を置いた改正介護保険法が平成18年4月から施行されました。

改正の背景は、要支援状態にある高齢者の増加と要介護状態の重度化が大きな

要因でした。現在、特定高齢者を対象とする生活機能、運動機能に関連する研

究は多く取り組まれていますが、要支援状態にある高齢者の皆様の生活機能や

運動機能と介護予防サービス利用に関連についての研究は、まだまだ少ない状

況です。 

この研究にでは、改正介護保険法の要介護認定において、要支援 1または２

と認定された地域在住の高齢者の皆様を対象として、利用している介護サービ

スの内容および利用回数（週あたり）と生活機能状況について評価することを

目的として調査を計画いたしました。 

 

【対象者】 

改正介護保険法の要介護認定において、要支援１、要支援２の認定を受け、

通所介護、通所リハビリテーションを利用している地域在住の高齢者とさせて

いただきます。 

 

【調査項目】 

１．聞き取り調査の内容 

  ① 対象者基本情報 

 （年齢、性別、家族構成、骨関節疾患の既往、教育歴、初回要介護認定日、

介護サービス利用頻度、介護サービスの内容） 

② 生活機能について （特定高齢者基本チェックリストによる） 

（外出や買い物の実施の有無、預貯金などの金銭管理、他人との交流や相

談を受けることの有無） 

③ 運動機能について （特定高齢者基本チェックリストによる） 

（階段昇降や椅子からの立ち上がりが可能か否か、転倒の経験の有無） 
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④ 体重の変化、嚥下・口腔の渇きなどの有無、外出の頻度、物忘れ、 

心の安定状態について （特定高齢者基本チェックリストによる） 

 ⑤ 認知能力評価 （Mimi-Mental State Examination: MMSE） 

 

２．測定調査の内容 

  ① 血圧、脈拍、水分摂取量（1日）、排尿回数（1日） 

  ② 身長、体重、（ＢＭＩ） 

  ③ 握力、５ｍ歩行速度、Timed Up & Go Test、Functional Reach Test、 

   開眼片足立ち時間 

 ④ 機能的自立度評価 （Functional Independence Measure: FIM） 

 

【本研究における倫理的配慮】 

 ① 本研究において、聞き取り調査、運動機能測定調査を実施いたします。

個人情報の取り扱いについて、収集した情報はコード化し、個人が特定さ

れることないデータベースとして保存管理いたします。研究成果が外部に

公表される場合も個人情報が第三者に漏れることはありません。 

 ② 調査の同意は、対象となる方の自由意思によるものであり、調査を拒否

しても介護サービスを受ける上で、不利益を被ることはありません。  

  

③ 調査対象者は、調査協力に同意された後であっても、調査の途中であっ

ても調査を拒否することが保証されます。 

 

④ 調査中の事故が生じた場合は、責任を持って治療等の対応をいたします。 
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＊ これまでの説明で、研究の趣旨、調査内容、個人情報の保護、調査を拒否し

ても不利益のないことついてご理解いただいた上で、研究にご協力いただけ

るか否かをご検討ください。ご協力いただける場合は、別紙同意書にご署名

ください。 

＊ 本研究は、つくば国際大学研究倫理委員会の承認をえて、調査協力施設、対

象者の皆様に不利益がないよう万全の配慮がされた上で実施されます。 

研究に関するご意見・ご質問等がございましたら、気軽に実施責任者にお尋

ね下さい。 

 

 

 

 

 

 

説明した日時： 平成  年  月  日 

 

説明者の所属： 

 

説明者の氏名： 

実施責任者 

 つくば国際大学医療保健学部看護学科 

 鈴 木 育 子 

TEL：029-826-6036（直通） 

e-mail：i-suzuki@tius-hs.jp 
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同 意 書  

 

つくば国際大学 

 医療保健学部 看護学科 

鈴 木 育 子 殿 

 

 私は、「新予防給付を受けている地域高齢者のサービス利用状況と生活機能レ

ベル」について、研究の目的、調査内容、調査方法について十分な説明を受け

た上で、調査に協力することに同意いたします。 

 私個人の情報保護並びに自由意思による調査同意であり、いかなる理由であ

っても調査辞退ができ、不利益のないことを確認いたしました。 

 

平成  年   月   日 

 

     住 所  

                                    

 

氏 名（自筆署名または記名押印） 

 

                      

 

「新予防給付を受けている地域高齢者のサービスと利用状況と生活機能レベ

ル」について、書面及び口頭にて 平成  年  月  日に説明を行い、 

上記の通り同意を得ました。 

 

説明者 所属                 

      

    氏名                 

（自筆署名または記名押印） 



資料３

問１．この調査表をご記入いただいた方の職位をお答えください。

a.  施設長

b.  通所リハビリテーションまたは通所介護のサービス担当責任者（管理者）

c.  施設事務長

d.  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

要支援１ （　　　　　　人） 要介護１ （　　　　　　人） 要介護４ （　　　　　　人）

要支援２ （　　　　　　人） 要介護２ （　　　　　　人） 要介護５ （　　　　　　人）

要介護３ （　　　　　　人）

問３．要支援１・２の該当者に関して記入していください。

3-1 ＜介護予防通所介護＞

（　　　　　　人） （　　　　　　人）

（　　　　　　人） （　　　　　　人）

（　　　　　　人） （　　　　　　人）

（　　　　　　人） （　　　　　　人）

3-2 ＜介護予防通所リハビリテーション＞

（　　　　　　人） （　　　　　　人）

「日常生活上の支援、生活行為向上支援、リハビリテーション」

（　　　　　　人） （　　　　　　人）

（　　　　　　人） （　　　　　　人）

（　　　　　　人） （　　　　　　人）

改正介護保険法による通所系サービス利用概況調査

　平成18年4月から改正介護保険法に新設された新予防給付によって、介護予防サービスが位置づけら

れました。介護老人保健施設、介護老人福祉施設の皆様には、法改正以前からの通所リハビリテーショ

ン、通所介護の提供と共に、介護予防サービスの提供に日々取り組まれていることと存じます。

 この度、法の改正後の介護予防サービス利用状況把握のため調査を実施することにいたしました。

ご協力をよろしくお願い申し上げます。

記入方法：該当する回答に○印、（　）内は文字で記入してください。

問２．平成20年6月1日現在での通所介護、通所リハビリテーション 要介護度別利用者数。

要支援１ 要支援２

a.　共通的サービス　　「日常生活、生活行為向上支援」

b.　選択的サービス　　「運動器の機能向上」

c.　護選択的サービス 「栄養改善」

d.　選択的サービス　　「口腔機能向上」

要支援１ 要支援２

a.　共通的サービス

b.　選択的サービス　　「運動器の機能向上」

c.　選択的サービス　　「栄養改善」

d.　選択的サービス　　「口腔機能向上」
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問４．介護予防選択的サービスを担当されている職種についての問いです。

4-1 運動器の機能向上の担当職種

4-2 栄養改善の担当職種

4-3 口腔機能の向上の担当職種

5-1 a. 　担当職員を増員した。　　

b. 　職員の増員はしないで、従来のサービス担当者と介護予防サービス担当者に分けた。

c. 　特に対策はとらなかった。

5-2

（1）　増員した職員の勤務形態　　 ｛　　常勤，　　非常勤　　｝

（2）　増員した職員の職種

問６．要支援１・２に該当する利用者の生活機能・身体機能の前向き調査にご協力いただけますか。

6-1 a.  協力可能である

b.  協力できるか話を聞きたい（調査内容・方法など）

c.  調査の内容が施設にプラスになれば協力できる

d.  サービス担当者が可能であれば協力できる

e.  協力は難しい

6-2 利用者個別調査にご協力いただける施設様のみ記入

施設（事業所）名

担当者氏名

連絡先（tel/fax, e-mail)

｛　理学療法士，　作業療法士，　看護師，　介護福祉士，　介護員（ヘルパー），その他（　　　　　　　　　　　　　　）　｝

｛　管理栄養士，　栄養士，　看護師，　介護福祉士，　介護員（ヘルパー），その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　｝

調査にご協力いただきありがとうございました。

｛　歯科衛生士，　看護師，　介護福祉士，　介護員（ヘルパー），その他（　　　　　         　　　　　　）　｝

問５．介護予防サービスを提供するに当たり、貴施設が採用した対策についての問いです。

d.   その他(          　　　　　　　　　                  　　　                                                               )

5-1のaに○印をした場合にのみ回答してください。

｛　　理学療法士，　作業療法士，　看護師，　管理栄養士，　栄養士，　歯科衛生士，　｝

｛　　介護福祉士，　介護員（ヘルパー），　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　｝
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資料４ 　

No. 質　問　項　目

年　齢　（平成20年6月1日現在の満年齢） 歳
性　別
血　圧 ／ mmHg
1日の摂取水分量　（目安の容器に何杯か） 杯／日
1日の排尿回数 回／日
教育年数(小学校～） 年
同居家族人数（本人を除く） 人
要介護認定日（初回） 平成　　　年　　　月
デイサービス・デイケア利用回数（回／週） 回／週
　　選択サービスの有無　（　a： 　運動器機能　　b：　口腔機能　　c：　栄養
その他のサービス利用　(あり：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
バスや電車で1人で外出しますか
日用品の買物をしますか
預貯金の出し入れをしますか
友人の家を訪ねますか

介護予防サービスをご利用の皆様へ
　この度、介護予防サービス利用されている皆様を対象として、健康観察、体力測定、生活機能など身体機

能全般について、皆様の健康状態を明らかにする調査を計画いたしました。

ご自分の健康管理にお役立ていただけますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

記入方法：該当する回答に○印、または数字・文字で記入してください。

回　答　欄

本
人
情
報

1．　男　　　2．　女

1．あり　 　2．　なし
1．あり　 　2．　なし

生
活
機
能

0．はい　　1．いいえ
0．はい　　1．いいえ
0．はい　　1．いいえ
0．はい　　1．いいえ
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友人の家を訪ねますか
家族や友人の相談にのっていますか
階段を手すりや壁を伝わずに昇っていますか
椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上っていますか
15分位続けて歩いていますか
この1年間に転んだことがありますか
転倒に対する不安は大きいですか
骨・関節の病気の有無（骨粗鬆症、関節炎、関節リウマチなど）
この1年間で骨折したことはありますか
6ヵ月間で２～３ｋｇ以上の体重減少がありましたか

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか
お茶や汁物がむせることがありますか
口の渇きが気になりますか
週に１回以上は外出していますか
昨年と比べて外出の回数が減っていますか
周りの人から「いつも同じことを聞く」など物忘れがあるといわれますか
自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか
今日が何月何日かわからないときがありますか
（ここ２週間で）毎日の生活に充実感がない
（ここ２週間で）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった
（ここ２週間で）以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる
（ここ２週間で）自分が役に立つ人間だと思えない
（ここ２週間で）わけもなく疲れたような感じがする

Timed Up & Go 秒
Functional Reach Test cm
５ｍ歩行速度 秒
開眼片足立ち時間 秒

能 0．はい　　1．いいえ
0．はい　　1．いいえ

運
動
器
機
能

A

0．はい　　1．いいえ
0．はい　　1．いいえ
0．はい　　1．いいえ
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ

栄
養

B
1．はい  　0．いいえ

身長　　　　　　　cm　　　　体重　　　　　　　ｋｇ　　（BMI　　　　　　　　）　　体脂肪率　　　　　　　％

口
腔

C
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ

閉 D
0．はい　　1．いいえ
1．はい  　0．いいえ

認
知
症

E
1．はい  　0．いいえ
0．はい　　1．いいえ
1．はい  　0．いいえ

う
つ

F

1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ

身
体
機
能

握　力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　（右　　　　　     　kg　左　　　　      　　　kg　）
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共通サービス

　　1．健康観察　 （　血圧　・　体温　・　脈拍　・　食事摂取の有無　・　体調　）
　　（その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　2．入　浴　

　　3．食　事

　　4．レクリエーション

選択サービス

　a.　運動器の機能向上
1）．　個別のリハビリテーション

*1
　  　（その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

*2

*3

2）．　集団リハビリテーション
*1 みんなで体操

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内

共
通
サ
ー
ビ
ス

　　5．趣味活動　（　書道　・　貼り絵　・　カラオケ　・　絵画　・　工作　・　その他（

　　6．その他　（

選

筋力増強　（　エアロバイク　・　筋力トレーニング　・　階段昇降　・　歩行　）

関節可動域訓練　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

移動・移乗の訓練　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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*2 遊びを取り入れたリハビリテーション　（風船バレーなど）

*3

　b. 栄養改善
*1 食事と健康の関連性についての指導

*2 バランスの良い食事と献立についての指導（栄養補助食品を含む）

*3

　c.　口腔機能向上
*1 舌の運動、氷による口腔内の刺激

*2 食物の形態と調理方法、摂取方法の指導

*3

車いすを使うことはありますか
車いすで外出したことはありますか　（外出したいと思いますか）
車いすに乗っていて、けがをしたことはありますか
車いすに乗っていて、怖い、危ない、と思うことはありますか
車いすに乗っていて、怖い、危ないと思うところはどこですか：自由記載

自分が使うとしたら、どんな車椅子がほしいですか：自由記載

内
容

選
択
サ
ー
ビ
ス

その他　（

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車
椅
子
利
用
に
関
す
る
項
目

1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ
1．はい  　0．いいえ
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資料５

Mini-Mental State Examination (MMSE) 管理No.

調査日：平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日
調査員：　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

質　問　項　目 回答欄

今年は何年ですか 0　，　１

今の季節は 0　，　１

今日は何月 0　，　１

　　　　 何日ですか 0　，　１

今何時ですか 0　，　１

ここはなに地方ですか 0　，　１

　　　　 なに県ですか 0　，　１

　　　　 なに市ですか 0　，　１

何病院ですか 0　，　１

何階ですか 0　，　１

３つの言葉　

　・１つにつき１秒の速さで提示　・３つ言った後で尋ねる

　　梅 0　，　１

　　犬 0　，　１

見
当
識

記
名
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　　犬 0　，　１

　　電車 0　，　１

１００から７を順に引いてください　（５回まで） 0，　1，　2

９３，　８６，　７９，　７２，　６５ 3，　4，　5

先ほど覚えていただいた言葉をもう一度言ってください

　　梅 0　，　１

　　犬 0　，　１

　　電車 0　，　１

これはなんですか

　　鉛筆 0　，　１

　　時計 0　，　１

復唱　「塵も積もれば山となる」 0　，　１

従命　「大きい方も紙を取り、 0　，　１

　　　　　半分に折って、 0　，　１

　　　　　私に渡してください」 0　，　１

文読　次の文章を読んで、その指示に従ってください。

　「眼を閉じてください」 0　，　１

文章　「なんでも結構ですので、なにか文章を書いてください」

図形描写

　「この図と同じ図をかきてください」 0　，　１

合         　計 　　　／30点

計
算

再
生

言
語

構
成
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文読　

「眼を閉じてください」

文章

「　　　　　　　　　　」
図形描写

　「この図と同じ図を書いてください」
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資料６

管理No.

質　問　項　目 　　　月　　日 調査員： 　　　月　　日 調査員：

セルフケア

　１．食　事 （　箸　・　スプーン　） （　箸　・　スプーン　）

　２．整　容

　３．清　拭

　４．更衣　（上半身）

　５．更衣　（下半身）

　６．トイレ動作

排泄コントロール

　７．排尿コントロール

　８．排便コントロール

移　　乗

　９．ベッド、椅子、車椅子

　10．トイレ

　11．浴槽・シャワー （　浴槽　・　シャワー　） （　浴槽　・　シャワー　）

移　　動

　12．歩行・車椅子 （　歩行　・　車椅子　） （　歩行　・　車椅子　）

　13．階段

コミュニケーション

　14．理解 （　視覚　・　聴覚　） （　視覚　・　聴覚　）

　15．表出 （　音声　・　非音声　） （　音声　・　非音声　）

社会的認知

　16．社会的交流

　17．問題解決

　18．記憶

合　　　計 　　　／126 合　　　計 　　　／126

評価基準

７　完全自立

６　修正自立

５　監視

４　最小介助　　 （７５％）

３　中等度介助　（５０％）

２　最大介助　   （２５％）

１　全介助　（２５％未満）

Functional Independence Measure (FIM)
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参考論文 



参考論文については学術雑誌掲載論文から構成されていますが、著作権者(出版

社、学会等)の許諾を得ていないため、筑波大学では電子化・公開しておりませ

ん。 

 

 

論文  1) 鈴木育子 柳 久子 戸村成男 
在宅要介護高齢者の日常生活動作能力維持に有効な介護サービス利用とは  

     日本公衆衛生雑誌 54(2), 81-88, 2007 

 

論文  2) 鈴木育子 戸村成男 柳 久子 

  軽度の介護を必要とする在宅高齢者における日常生活動作項目別変化と 

介護サービス利用   

プライマリ・ケア  31(4), 244-249, 2008 

 

論文  3) 鈴木育子 縄井清志 平野千秋 

介護予防給付に基づくサービス利用者とサービス提供施設の実態調査 

医療保健学研究 1, 127-133, 2010 
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